




資産保管業務基準報酬額表 

(ニ) 会計監査人報酬 

 会計監査人の報酬は1営業期間につき1,500万円を上限として役員会で決定される金額とし、当該１営業期間

について必要とされるすべての監査報告書受領後1か月以内に、当該会計監査人が指定する銀行口座へ振込の

方法により、支払うものとします（規約第35条）。 

(ホ) 本投資法人の関係者が受領するその他の報酬 

(a) ブランド・ライセンス報酬 

 商標使用許諾契約に基づく東急電鉄による商標使用許諾の対価は、無償とされています。 

(b) プロパティ・マネジメント報酬 

 プロパティ・マネジメント会社に対する報酬は、以下の通り不動産又は信託不動産のそれぞれにつき、不動

産については本投資法人の財産より、信託不動産については信託受託者を通じて信託財産より支払われます。

かかる各プロパティ・マネジメント会社への報酬については、その水準が東京証券取引所に上場している他の

投資法人等が設定している水準の範囲内にある旨の意見書を株式会社都市未来総合研究所から取得していま

す。 

イ 基本報酬 

 プロパティ・マネジメント会社に対する基本報酬は以下①及び②にて算出した合算額です。 

① 各物件の当該月の総収入から水道光熱費を控除した額に対して、下記記載の基本報酬①料率を乗じた

額。 

② 各物件の当該月の営業利益（ただし、ここにいう営業利益は、総収入から控除すべき総営業費用から、

減価償却費、公租公課、支払賃料、損害保険料、修繕費、仲介手数料等を除いています。）に対して下記

記載の基本報酬②料率を乗じた額。 

※ 総営業費用には①に定めるプロパティ・マネジメント報酬を含みます。 

  

総資産額 報酬額（年間） 

         100億円以下  7,000,000円 

 100億円超   500億円以下  7,000,000円 ＋（資産総額 － 100億円）× 0.050％ 

 500億円超  1,000億円以下  27,000,000円 ＋（資産総額 － 500億円）× 0.040％ 

1,000億円超  2,000億円以下  47,000,000円 ＋（資産総額 －1,000億円）× 0.035％ 

2,000億円超  3,000億円以下  82,000,000円 ＋（資産総額 －2,000億円）× 0.030％ 

3,000億円超  5,000億円以下 112,000,000円 ＋（資産総額 －3,000億円）× 0.025％ 

5,000億円超 162,000,000円 ＋（資産総額 －5,000億円）× 0.020％ 
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ロ コンストラクション・マネジメント報酬 

 コンストラクション・マネジメント報酬として、不動産又は信託不動産のそれぞれにつき、計画工事、小

修繕・保守補修工事を実施する場合には、不動産については本投資法人の財産から、信託不動産については

信託受託者から、以下の通り報酬が支払われます。 

① 工事金額が一件当たり50万円を超え1,000万円以下の場合 

 工事金額の5％に相当する額 

② 工事金額が一件当たり1,000万円を超え1億円以下の場合 

 金50万円＋工事金額のうち1,000万円を超える部分の3％に相当する額 

③ 工事金額が一件当たり1億円を超える場合 

プロパティ・マネジメント会社と本投資法人及び本資産運用会社との間で別途協議する額 

※ 工事金額が一件当たり50万円以下の場合には、支払われません。 

※ 計画工事 

計画的・中長期的な検討や技術的検討が必要な20万円を超える工事をいいます。 

※ 小修繕・保守補修工事 

本来は保守契約の費用の中でまかなう費用であるが、計画工事の他に不定期に発生する小額工事や、中長期的な検討を

必要としない軽微な工事（原則1工事当たり20万円以下の工事）をいいます。 

  

ハ 一般媒介業務報酬（仲介手数料） 

 各物件（世田谷ビジネススクエアを除く）につき、プロパティ・マネジメント会社が自らテナントを仲介

  物件名 
プロパティ・

マネジメント会社 
基本報酬①

料率 
基本報酬② 

料率 
契約期間 解約条件

R QFRONT（キューフロント） 東京急行電鉄株式会社 

1.0％ 

2.8％ 

1年間  1か月前予告

R レキシントン青山 株式会社東急コミュニティー 1.3％ 

R 
TOKYU REIT 

表参道スクエア 
株式会社東急コミュニティー 1.3％ 

R 
東急鷺沼ビル 

（フレルさぎ沼） 
東京急行電鉄株式会社 － 

R 第2東急鷺沼ビル 東京急行電鉄株式会社 1.3％ 

R 
TOKYU REIT 

渋谷宇田川町スクエア 
東京急行電鉄株式会社 － 

R 
ビーコンヒルプラザ（イト

ーヨーカドー能見台店） 
株式会社東急コミュニティー － 

R cocoti（ココチ） 東京急行電鉄株式会社 1.3％ 

R CONZE（コンツェ）恵比寿 東京急行電鉄株式会社 1.3％ 

R 代官山フォーラム 東京急行電鉄株式会社 1.8％ 

O 世田谷ビジネススクエア 株式会社東急コミュニティー 2.8％ 

O 東急南平台町ビル 東京急行電鉄株式会社 － 

O 東急桜丘町ビル 東京急行電鉄株式会社 0.5％ 

O 東京日産台東ビル 株式会社東急コミュニティー 1.3％ 

O TOKYU REIT赤坂檜町ビル 株式会社東急コミュニティー 1.3％ 

O TOKYU REIT蒲田ビル 東京急行電鉄株式会社 1.3％ 

O TOKYU REIT虎ノ門ビル 東京急行電鉄株式会社 1.3％ 

O TOKYU REIT八丁堀ビル 株式会社東急コミュニティー 1.3％ 

O 
赤坂四丁目ビル（東急エー

ジェンシー本社ビル）  
株式会社東急コミュニティー 0.5％ 

O 東急池尻大橋ビル 東京急行電鉄株式会社 1.3％ 

O 麹町スクエア  株式会社東急コミュニティー 1.3％ 

O TOKYU REIT新宿ビル 東京急行電鉄株式会社 1.3％ 

O 秋葉原三和東洋ビル 株式会社東急コミュニティー 1.3％ 

O 木場永代ビル 株式会社東急コミュニティー 1.3％ 

O 東急銀座二丁目ビル 東京急行電鉄株式会社   0.5％     
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し賃貸借契約が成立した場合に（既存賃借人の増床及び駐車場使用契約も含みます。）、当該賃貸借契約に

係る1か月分の賃料を上限として（消費税別途）、不動産については本投資法人の財産から、信託不動産に

ついては信託受託者を通じて信託財産からプロパティ・マネジメント会社に支払われます。 

ニ 販売促進業務報酬 

 cocoti（ココチ）につき、販売促進費に報酬料率を乗じた金額が信託受託者を通じて信託財産からプロパ

ティ・マネジメント会社に支払われます。 

 報酬料率については、15％を上限として、本資産運用会社とプロパティ・マネジメント会社間にて別途定

める売上等の目標数値の達成状況に応じて、料率の増減改定を行います。 

ホ 新規テナントMD構築業務報酬 

 cocoti（ココチ）につき、新規テナントリーシングにおけるテナント決定助言、テナント店舗助言、開業

時フォロー等複合商業施設特有の業務を対象とし、1テナントにつき以下の金額が信託受託者を通じて信託

財産からプロパティ・マネジメント会社に支払われます。 

① 50坪未満       50万円 

② 50坪以上100坪未満  100万円 

③ 100坪以上200坪未満  200万円 

④ 200坪以上      300万円 

ヘ 管理組合管理者業務報酬 

 TOKYU REIT虎ノ門ビルにて、プロパティ・マネジメント会社が管理組合管理者業務を行ったときは、以下

の金額が支払われます。 

① 月額 16万7千円（年1回の集会開催補助業務を含みます。） 

② 臨時集会業務補助 1回につき 30万円 

  

ト リーシング・マネジメント報酬 

 世田谷ビジネススクエアにつき、賃貸人兼プロパティ・マネジメント会社である東急コミュニティーが自

らリーシングを行い賃貸借契約が成立した場合に（既存の賃借人の増床及び駐車場使用契約を含みま

す。）、当該賃貸借契約に係る1か月分の賃料を上限として（消費税別途）、信託受託者を通じて信託財産

から東急コミュニティーに支払われます。 

  

チ その他 

第16期中にCONZE（コンツェ）恵比寿につき、販売促進活動に付随する業務に対する東急電鉄への報酬と

して、35万円の費用が発生しました。 

また、物件譲渡に伴う移管業務が、プロパティ・マネジメント契約に規定する通常業務の範囲を超える

場合には、支払の要否について別途検討を行い、通常のプロパティ・マネジメント報酬とは別に、物件移管

業務報酬が支払われる場合があります。  

  

(ヘ) 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法 

 上記手数料等については、以下の照会先にお問い合わせ下さい。 

 （照会先）東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社 

東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 

電話番号 03-5428-5828 
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 以下の諸費用は、本投資法人の負担とします。 

(イ) 特定資産の取得・売却に関する費用 

(a) 投資対象不動産（信託受益権を含みます。）の取得に関する費用 

① 登録免許税 

② 不動産取得税 

③ 売買契約締結に伴う印紙税 

④ 仲介手数料 

⑤ 登記に際して支払う司法書士報酬 

⑥ デュー・ディリジェンス（物件精査）等の不動産調査費用等（本投資法人の投資対象不動産（信託受益権

を含みます。）取得の成否に関わりません。） 

⑦ 当初信託報酬 

⑧ 鑑定評価費用 

(b) 投資対象不動産（信託受益権を含みます。）の譲渡に関する費用 

① 印紙税 

② 処分信託報酬 

③ 登記に際して支払う司法書士報酬 

④ デュー・ディリジェンス（物件精査）等に係る費用等 

⑤ 当初信託報酬 

⑥ 鑑定評価費用 

⑦ 仲介手数料 

⑧ プロパティ・マネジメント報酬  

(ロ) 物件の運営及び管理に関する費用 

(a) 特定資産が不動産である場合の公租公課、管理委託費用（プロパティ・マネジメント報酬及び外注委託費

を含みます。）、水道光熱費、運用不動産に付保された保険料、維持修繕費用（改修等を含みます。）、借地

借家料、テナント誘致費用（媒介手数料、広告宣伝費等） 

(b) 特定資産が信託受益権である場合の信託報酬 

(c) 本資産運用会社がやむを得ずその業務の遂行に関して本投資法人に代わって支払った立替金等 

(ハ) 借入金及び投資法人債に関する費用 

(a) 支払利息、調達等に係る諸費用 

(b) 格付取得・維持に係る諸費用 

(ニ) 本投資法人の運営に関する費用 

(a) 分配金支払に係る費用（分配金領収証作成費用等） 

(b) 投資主総会招集及び運営に係る費用（公告費用、招集通知作成交付費用、会場設置運営費用等） 

(c) 役員会招集及び運営に係る費用 

(d) 執行役員及び監督役員に係る費用（報酬、保険料、実費等） 

(e) 本投資法人の広告宣伝、IRに係る費用（ただし、本投資証券等の発行及び販売活動に直接関連しないIR活

動に関する費用を除きます。） 

(f) 利害関係者との取引の承認手続に係る費用（専門家からのセカンド・オピニオン取得費用等） 

(ホ) 運用報告書等の作成に関する費用 

(a) 運用報告書等（資産運用報告、財務諸表、有価証券報告書、臨時報告書等）の作成、印刷及び交付に係る

費用（監督官庁等に提出する場合の提出費用も含みます。） 

(b) 不動産等の定期的な調査に係る費用 

(ヘ) 投資証券の発行に関する費用 

(a) 有価証券届出書及び目論見書等の作成、印刷及び交付に係る費用（監督官庁等に提出する場合の提出費用

も含みます。） 

(b) 投資口申込証及び投資証券等の作成費用（印紙税を含みます。） 

(c) 投資証券の上場に係る費用（上場審査費用等） 

(d) 投資口募集に係る広告宣伝費等 

(ト) その他 

(a) アドバイザー（弁護士、公認会計士、税理士、金融商品取引業者等）に支払う費用 

(b) 一般事務受託者及び資産保管会社の受託事務の遂行に関連して発生する所定の経費及び費用 

(c) 一般事務受託者及び資産保管会社により本投資法人の負担に帰属すべきものが立て替えられた場合の立替

金 

  

（４）【その他の手数料等】
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 日本の居住者又は日本法人である投資主に対する課税及び投資法人の課税上の一般的取扱いは、以下の通りで

す。なお、税法等が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。また、個々の投資主の固有の事

情によっては、異なる取扱いが行われることがあります。 

A. 個人投資主 

(イ) 収益分配金に係る税務 

 個人投資主が本投資法人から受け取る収益分配金は、株式の配当と同様に配当所得として取り扱われ、原

則として収益分配金を受け取る際に20％の税率により源泉徴収された後、総合課税の対象となります。ただ

し、本投資法人の投資口（以下、本「(5)課税上の取扱い」において「本投資口」といいます。）は金融商

品取引所に上場されている株式等（以下、本「A.個人投資主」において「上場株式等」といいます。）に該

当し、収益分配金に係る源泉税率は平成25年12月31日までに支払いを受けるべきものについては10％（所得

税7％、住民税3％）、平成26年1月1日以後に支払いを受けるべきものについては20％（所得税15％、住民税

5％）となります。 

 上場株式等の配当等（本投資口に係る収益分配金を含みます。）については、総合課税の他に、20％（所

得税15％、住民税5％）の税率による申告分離課税を選択できます。ただし、平成25年12月31日までの期間

中は、その年中に支払いを受けるべき上場株式等の配当等について10％（所得税7％、住民税3％）が適用さ

れます。配当控除の適用はありません。 

 上場株式等の配当等は特例の対象となり、個人投資主は金額にかかわらず源泉徴収だけで納税手続を終了

させる確定申告不要の選択が可能です。 

 個人投資主が受け取るべき上場株式等の配当等については、金融商品取引業者等における特定口座の源泉

徴収選択口座（源泉徴収を選択した特定口座）内に受け入れることを選択できます。 

 また、平成26年1月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座（租税特別措置法第37条

の14第5項第1号に定める口座をいいます。以下、本「A.個人投資主」において同じです。）内において管理

されている上場株式等（平成26年1月1日から平成28年12月31日までの3年間、それぞれその年中に受け入れ

た取得対価の額の合計額が100万円を超えないもの等一定のものに限ります。）に係る配当等で、非課税口

座を開設した日から同日の属する年の1月1日以後10年を経過する日までの間に支払を受けるべきものについ

ては、所得税及び住民税が課されません。  

 なお、上記の上場株式等の配当等に係る取扱いは、本投資口に係る収益分配金の基準日において発行済投

資口総数の100分の5（平成23年10月1日以後に支払を受けるべき配当等については100分の3）以上を有する

個人投資主には適用されません。当該個人投資主が受け取る収益分配金については、原則どおり収益分配金

を受け取る際に20％（所得税）の税率により源泉徴収された後、総合課税の対象となります。 

(ロ) 利益を超える金銭の分配に係る税務 

 個人投資主が本投資法人から受け取る利益を超える金銭の分配は、資本の払戻しとして扱われ、この金額

のうち払戻しを行った本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、み

なし配当（計算方法については下記(注1)参照）として上記(イ)における収益分配金と同様の課税関係が適

用されます。また、利益を超える金銭の分配の額から、みなし配当を差引いた金額は、本投資口の譲渡に係

る収入金額として取り扱われます。この譲渡収入に対応する譲渡原価は下記(注2)のように計算されます。

譲渡に係る収入金額から譲渡原価を差引いた金額(注3)は、株式等の譲渡所得等として原則として下記(ハ)

と同様の課税を受けます。 

 資本の払戻しに係る分配金を受領した後の投資口の取得価額は、当該分配金を受領する直前の投資口の取

得価額から、資本の払戻しに係る譲渡原価を控除した金額となります。 

  

（５）【課税上の取扱い】
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 なお、(注1)のみなし配当の額及び(注2)の一定割合については、本投資法人から通知します。 

(ハ) 投資口の譲渡に係る税務 

 個人投資主が本投資口を譲渡した際の譲渡益については、株式を譲渡した場合と同様に、株式等の譲渡に

係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額（以下「株式等の譲渡に係る譲渡所得等」といいま

す。）として申告分離課税（所得税15％、地方税5％）の方法で課税されます。譲渡損が生じた場合は、他

の株式等の譲渡に係る譲渡所得等との相殺は認められますが、株式等の譲渡に係る譲渡所得等の合計額が損

失となった場合は、その損失は他の所得と相殺することはできません。ただし、本投資口を金融商品取引業

者等を通じて譲渡等した場合は、以下の特例の対象となります。 

 ①申告分離課税の上記20％の税率は、平成25年12月31日までの各年分の上場株式等の譲渡に係る譲渡所得

等の金額は10％（所得税7％、住民税3％）となります。 

 ②本投資口の譲渡等により損失が生じ、その損失を譲渡日の属する年における他の株式等の譲渡に係る所

得等の金額から控除しきれない結果、株式等の譲渡に係る譲渡所得等の合計が損失となった場合は、申告を

要件にこの損失（以下、本（ハ）③において「本投資口の譲渡損失の金額」といいます。）をその年分の上

場株式等に係る配当所得の金額（申告分離課税を選択したものに限ります。以下、本（ハ）③において同じ

です。）から控除することが認められます。 

 ③その年の前年以前3年内の各年において、本投資口の譲渡損失の金額（本（ハ）②の適用を受けている

場合には適用後の金額となります。）があるときは、申告を要件にこの損失（前年以前に既に控除したもの

を除きます。）をその年分の株式等の譲渡に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額か

ら控除することが認められます。 

 ④本投資口は特定口座制度の対象となり、個人投資主が金融商品取引業者に特定口座を開設し、その特定

口座に保管されている本投資口を含む上場株式等の譲渡に係る譲渡所得等について「特定口座源泉徴収選択

届出書」を提出した場合には、一定の要件の下に、本投資口の譲渡に係る譲渡所得等について譲渡対価の支

払いの際に源泉徴収がなされ、申告不要の選択をすることが認められます。源泉税率は、平成25年12月31日

までの譲渡等に対しては10％（所得税7％、住民税3％）、平成26年1月1日以後の譲渡等に対しては20％（所

得税15％、住民税5％）となります。  

 なお、個人投資主が金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座内において上場株式等の配

当等を受け取ることを選択した場合において、その源泉徴収選択口座における上場株式等の譲渡につき損失

が生じているときは、その源泉徴収選択口座における配当等の額の総額から当該損失の金額を控除した金額

に対して源泉徴収がなされます。 

 また、平成26年1月1日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において管理されてい

(注1)みなし配当 ＝ 資本の払戻し額 － 投資法人の税務上の資本金等の額のうち各投資主の投資口に対応する部分＊ 

＊投資法人の税務上

の資本金等の額のう

ち各投資主の投資口

に対応する部分 

＝ 
投資法人の資本の払戻し直前の

税務上の資本金等の額 
× 一定割合† × 

各投資主の資本の払戻し直前の当該

払戻しに係る所有投資口数／投資法

人の資本の払戻しに係る投資口の総

数 

†一定割合 ＝ 

投資法人の資本の払戻し額 （小数点以下第3位未満切

上げ） 投資法人の税務上の前期末純資産価額 

（＋ 前期末から当該払戻しの直前の時までの間に増加した税

務上の資本金等の額 － 前期末から当該払戻しの直前の時まで

の間に減少した税務上の資本金等の額） 

(注2)譲渡収入の額 ＝ 資本の払戻し額 － みなし配当 

譲渡原価の額 ＝ 資本の払戻し直前の投資口の取得価額 × 一定割合† 

†一定割合 ＝ 

投資法人の資本の払戻し額 （小数点以下第3位未満切上げ） 

投資法人の税務上の前期末純資産価額 
（＋前期末から当該払戻しの直前の時までの間に増加した税務上

の資本金等の額 － 前期末から当該払戻しの直前の時までの間に

減少した税務上の資本金等の額） 

(注3)譲渡損益の額 ＝ 譲渡収入の額 － 譲渡原価の額 
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る上場株式等について、非課税口座を開設した日から同日の属する年の1月1日以後10年を経過する日までの

間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等の譲渡をした場合には、当該譲渡によ

る譲渡所得等については、所得税及び住民税が課されません。           

B. 法人投資主 

(イ) 収益分配金に係る税務 

 法人投資主が本投資法人から受け取る収益分配金は、原則として分配の決議のあった日の属する投資主の

事業年度において益金計上されます。本投資法人の投資口は金融商品取引所に上場されている株式等として

取扱われ、収益分配金を受け取る際には原則として15％の税率により源泉徴収がされますが、この源泉税は

配当等に対する所得税として所得税額控除の対象となります。なお、平成25年12月31日までに支払を受ける

収益分配金については、上記の源泉徴収税率が所得税7％に軽減されています。受取配当等の益金不算入の

規定の適用はありません。 

(ロ) 利益を超える金銭の分配に係る税務 

 法人投資主が本投資法人から受け取る利益を超える金銭の分配は、資本の払戻しとして扱われ、この金額

のうち払戻しを行った本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、み

なし配当として上記(イ)における収益分配金と同様の課税関係が適用されます。また、利益を超える金銭の

分配の額から、みなし配当を差引いた金額は本投資口の譲渡に係る収入金額として取扱われます。譲渡に係

る収入金額から譲渡原価を差引いた金額は譲渡損益として課税所得に算入されます。みなし配当、譲渡原

価、譲渡損益の計算方法は個人投資主の場合と同様です。 

 資本の払戻しを受けた後の投資口の帳簿価額は、この資本の払戻しを受ける直前の投資口の帳簿価額か

ら、資本の払戻しに係る譲渡原価を控除した金額となります。 

(ハ) 投資口の期末評価方法 

 法人投資主による本投資口の期末評価方法については、税務上、本投資口が売買目的有価証券である場合

には時価法、売買目的外有価証券である場合には原価法が適用されます。なお、会計上は、売買目的有価証

券の場合は税法と同様に時価法が適用されますが、売買目的外有価証券のうちその他有価証券に分類される

投資口に関しても原則として時価法（評価損益は原則として純資産の部に計上）の適用があります。 

(ニ) 投資口の譲渡に係る税務 

 法人投資主が本投資口を譲渡した際の譲渡損益は、法人税の計算上、益金又は損金として計上されます。

C. 本投資法人の税務 

(イ) 利益配当等の損金算入要件 

 税法上、導管性要件を満たす投資法人に対しては、その投資ビークルとしての特殊性に鑑み、本投資法人

と投資主との間の二重課税を排除するため、利益の配当等を本投資法人の損金に算入することが認められて

います。 

 利益の配当等を損金算入するために満足すべき主要な要件（いわゆる導管性要件）は次の通りです。 

① その事業年度に係る配当等の額（投信法第137条第1項の規定による金銭の分配のうち利益の配当から成る

部分の金額（みなし配当等の額を含む。））の支払額がその事業年度の配当可能利益の額の90％超（又は投

信法第137条第1項の規定による金銭の分配の額が配当可能額の90％超）であること。 

② 他の法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の50％以上を有していないこと。 

③ 借入れは、機関投資家（租税特別措置法第67条の15第1項第1号ロ(2)に規定する機関投資家をいいます。

以下本「（イ）利益配当等の損金算入要件」において同じです。）からのものであること。 

④ 事業年度の終了の時において同族会社のうち租税特別措置法施行令第39条の32の3に定めるものに該当し

ていないこと。 

⑤ 投資口の発行価額の総額のうち国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が50％を超える旨

が投資法人の規約において記載されていること。 

⑥ 設立時における本投資口の発行が公募でかつ発行価額の総額が1億円以上であること、又は本投資口が事

業年度の終了の時において50人以上の者又は機関投資家のみによって所有されていること。 
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(ロ) 不動産流通税の軽減措置 

① 不動産取得税 

 一般に不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税価額の4％の税率により課されます。た

だし、住宅及び土地については平成24年3月31日までに取得した場合に限り3％に軽減されます。また、以下

の一定の要件等を満たす投資法人が平成23年6月30日までに取得する不動産に対しては、不動産取得税の課

税価額が3分の1に、平成23年7月1日から平成25年3月31日までに取得する不動産に対しては、不動産取得税

の課税価額が5分の2に軽減されます。 

(i) 規約に資産の運用の方針として、特定不動産（投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の

賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいい

ます。）の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合（以下「特定不動

産の割合」といいます。）を75％以上とする旨の記載があること。 

(ii) 投資法人から投信法第198条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投信法第2条第19項

に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号。その後の改正を含みます。）

（以下「宅地建物取引業法」といいます。）第50条の2第1項の認可を受けていること。 

(iii)資金の借入れをする場合には、適格機関投資家（金商法第2条第3項第1号。ただし、地方税法施行規則

附則第3条の2の10第2項に規定するものに限ります。）からのものであること。 

(iv) 運用する特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。 

イ 特定不動産の割合が75％以上であること。 

ロ 本軽減規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が75％以上とな

ること。 

(v) 投信法第187条の登録を受けていること。 

② 特別土地保有税 

 平成15年度以後当分の間、特別土地保有税の課税は停止されています。 

③ 登録免許税 

 一般に不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税が課税価額の2％の税

率により課されます。ただし、売買による土地の取得に係る所有権の移転登記に対しては平成23年3月31日

までは1％、平成23年4月1日から平成24年3月31日までは1.3％、平成24年4月1日から平成25年3月31日までは

1.5％に軽減されます。また、上記①(i)ないし(v)に掲げる要件（ただし、（iii）に規定する適格機関投資

家は、金商法第2条第3項第1号によります。）等を満たす投資法人が取得する倉庫等以外の不動産について

は、当該取得後1年以内に登記を受ける場合に限り、登録免許税の税率が平成23年3月31日までは0.8％、平

成23年4月1日から平成24年3月31日までは1.1%、平成24年4月1日から平成25年3月31日までは1.3%に軽減され

ます。 
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(注1) 「地域」については、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 b. 投資態度 (イ) ポートフォリオ運用基準 ③ 地域」をご参照下さい。 

(注2) 「保有総額」は、平成23年7月31日現在の貸借対照表計上額（不動産等については、減価償却後の帳簿価額）によります。 

(注3) 「資産総額に対する比率」については、小数点以下第2位を四捨五入して記載しています。このため各項目の数値の和が、合計と一致し

ない場合があります。   

  

 該当事項はありません。 

  

５【運用状況】

（１）【投資状況】

  （平成23年7月31日現在）

資産の種類 用途 地域
保有総額 
（千円） 

資産総額に
対する比率 
（％） 

不動産 

商業施設 
東京都心5区地域・東急沿線地域  15,745,019  7.6

その他 ― ― 

オフィス 
東京都心5区地域・東急沿線地域  24,213,016  11.7

その他 ― ― 

小計  39,958,035  19.2

その他 

の資産 

不動産等を主な

信託財産とする

信託受益権 

商業施設 
東京都心5区地域・東急沿線地域  56,061,188  27.0

その他  15,670,636  7.5

オフィス 
東京都心5区地域・東急沿線地域  75,011,077  36.1

その他  4,008,120  1.9

小計  150,751,022  72.6

預金・その他の資産  16,952,138  8.2

その他の資産合計  167,703,160  80.8

資産総額  207,661,196  100.0

  貸借対照表計上額（千円） 資産総額に対する比率（％）

負債総額  107,398,997  51.7

純資産総額  100,262,199  48.3

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】
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 本投資法人は、投資資産について、不動産のほか、不動産信託受益権の信託財産である不動産（以下、当該不

動産の土地を「信託土地」、建物を「信託建物」といい、両者併せて「信託不動産」といいます。）により保有

しています。このため、参照の便宜上、不動産に加えて信託不動産についても本項に含めて記載しています。

（以下「不動産等」といいます。） 

 以下に記載する事項の説明は以下の通りです。 

・ 原則として平成23年7月31日を基準としています。 

・ 記載した数値は、以下、特に記載のない限り、記載未満の数値はいずれも、金額は切捨て、比率は小数点

以下第2位を四捨五入して記載しています。このため各項目の数値の和が、合計と一致しない場合がありま

す。 

・ 「用途区分」は、本投資法人が保有する物件をR型（商業施設）及びO型（オフィス）に分類したもので

す。 

・ 「所在地（地番）」、「地積」、「延床面積」、「構造・階数」及び「竣工年月」は、登記簿上の記載に

基づいています。なお、登記簿上の記載は、当該不動産の現況とは一致しない場合があります。 

・ 「地積」は、建物の敷地全体の面積を記載しています。QFRONT（キューフロント）、代官山フォーラム、

世田谷ビジネススクエア及びTOKYU REIT虎ノ門ビルについては、それぞれ他の区分所有者の所有地又は他の

共有者の持分を含みます。なお、代官山フォーラム及びTOKYU REIT虎ノ門ビルについては敷地権の設定面積

です。また、QFRONT（キューフロント）の括弧内の数値は、信託不動産に係る敷地の面積です。詳細は、後

記「b. 個別不動産等の概要」記載の注記部分をご参照下さい。 

・ 「延床面積」は、建物の一棟全体の面積を記載しています。QFRONT（キューフロント）、代官山フォーラ

ム、世田谷ビジネススクエア及びTOKYU REIT虎ノ門ビルについては、それぞれ他の区分所有者の所有に係る

専有部分及び共有部分又は他の共有者の持分を含みます。QFRONT（キューフロント）の括弧内の数値は、信

託不動産に係る専有部分の面積です。代官山フォーラム＜ウェスト＞の括弧内の数値は、本投資法人の所有

に係る専有部分の面積です。TOKYU REIT虎ノ門ビルの括弧内の数値は、本投資法人の区分所有権及び区分所

有権の共有部分の保有割合による専有部分の面積です。詳細は、後記「b. 個別不動産等の概要」記載の注

記部分をご参照下さい。 

・ 「構造・階数」の「S」という略称は鉄骨造を、「RC」という略称は鉄筋コンクリート造を、「SRC」とい

う略称は鉄骨鉄筋コンクリート造をそれぞれ表しています。 

・ 「築年数」は、竣工年月日から平成23年7月31日までの経過年数を表示しています。 

・ 「投資比率」は、資産総額に対する貸借対照表計上額の比率を記載しています。 

・ 「期末算定価額」は、価格時点を平成23年7月31日として、TOKYU REIT渋谷宇田川町スクエア、ビーコン

ヒルプラザ（イトーヨーカドー能見台店）、代官山フォーラム、赤坂四丁目ビル（東急エージェンシー本社

ビル）、秋葉原三和東洋ビル及び木場永代ビルについては日本ヴァリュアーズ株式会社、湘南モールフィル

（底地）についてはジョーンズ ラング ラサール株式会社、cocoti（ココチ）、CONZE（コンツェ）恵比

寿、TOKYU REIT八丁堀ビル、東急池尻大橋ビル及びTOKYU REIT新宿ビルについては大和不動産鑑定株式会

社、その他の物件については一般財団法人日本不動産研究所により作成された不動産鑑定評価書の鑑定評価

額に基づきそれぞれ記載しています。 

・ 「テナント数」は、1テナントが複数の貸室を賃借している場合、同一物件については１テナントとし

て、複数の物件にわたる場合には、複数テナントとする方法で延べテナント数を記載しています。また、

QFRONT（キューフロント）については、ビルの壁面について、LED大型映像装置等の設置及び看板の掲出等

を目的として賃借している1テナント（東急電鉄）を含んでいます。第2東急鷺沼ビルのテナント数には、駐

車場部分のみを賃借している1テナントを含みません。東京日産台東ビルのテナント数には、住居部分の賃

借人（6社（うち1社は事務所部分も賃借しています。））を含みます。 

・「総賃貸面積」は、総賃貸可能面積のうち実際に賃貸借契約が締結され貸付けが行われている契約書上の面

積（駐車場、袖看板等の賃貸借契約は含みません。）を記載しています。なお、東急鷺沼ビル（フレルさぎ

沼）、ビーコンヒルプラザ（イトーヨーカドー能見台店）及び東急南平台町ビルについては、駐車場の面積

を含みます。また、QFRONT（キューフロント）については、他の区分所有者の専有部分についても、信託受

託者が賃借の上、信託不動産と一括して賃貸しているため、これらの部分の面積を含みます。また、他の所

有者との共有物件である世田谷ビジネススクエアについては、建物全体の総賃貸面積に共有持分割合である

55％を乗じて得た値を記載しています。また、TOKYU REIT虎ノ門ビルについては、他の区分所有者と共有す

る専有部分についても本投資法人が賃借の上、単独で所有する専有部分と合わせて賃貸しているため、これ

らの部分の面積を含みます。また、湘南モールフィル（底地）については、土地の賃貸借面積を記載してい

ます。 

②【投資不動産物件】
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・ 「総賃貸可能面積」は、建物、施設及び土地における貸付けが可能な事務所、店舗、倉庫及び土地の契約

書及び図面上の合計面積（共用部分等を貸付けている場合には当該面積を含みます。）を記載しています。

なお、東急鷺沼ビル（フレルさぎ沼）、ビーコンヒルプラザ（イトーヨーカドー能見台店）及び東急南平台

町ビルについては、駐車場の面積を含みます。また、QFRONT（キューフロント）については、他の区分所有

者の専有部分についても、信託受託者が賃借の上、信託不動産と一括して賃貸しているため、これらの部分

の面積を含みます。また、他の所有者との共有物件である世田谷ビジネススクエアについては、建物全体の

総賃貸可能面積に共有持分割合である55％を乗じて得た値を記載しています。また、TOKYU REIT虎ノ門ビル

については、他の区分所有者と共有する専有部分についても本投資法人が賃借の上、単独で所有する専有部

分と合わせて賃貸しているため、これらの部分の面積を含みます。また、湘南モールフィル（底地）につい

ては、土地の賃貸借面積を記載しています。 

・ 「総賃貸面積」及び「総賃貸可能面積」は、小数点以下第3位を四捨五入して記載しています。 

・ 「オフィス基準階専有面積」は、2階以上で、当該建物の標準的なフロアについての専有面積を記載して

います。なお、他の所有者との共有物件である世田谷ビジネススクエアについては、他の共有者持分を含む

1フロアの面積を記載しています。 

・ 「月額賃料総額」は、当該不動産等に係る貸室賃料、地代、共益費、駐車料、倉庫使用料、看板使用料等

を含み、千円未満を切捨てて記載しています。「月額賃料総額」は、平成23年7月31日時点のデータに基づ

いて記載しています。なお、TOKYU REIT表参道スクエア、cocoti（ココチ）及びCONZE（コンツェ）恵比寿

の一部のテナントにおいて、賃料の一部が売上歩合で支払われる賃貸借契約を締結していますが、当該歩合

賃料部分相当額は、「月額賃料総額」には含みません。また、QFRONT（キューフロント）については、他の

区分所有者の専有部分についても、信託受託者が賃借の上、信託不動産と一括して賃貸しているため、これ

らの部分に係る月額賃料相当額を含みます。また、他の所有者との共有物件である世田谷ビジネススクエア

については、建物全体の月額賃料総額に共有持分割合である55％を乗じて得た値です。また、TOKYU REIT虎

ノ門ビルについては、他の区分所有者と共有する専有部分についても本投資法人が賃借の上、単独で所有す

る専有部分と合わせて賃貸しているため、これらの部分に係る月額賃料相当額を含みます。 

・ 「年間賃料総額」は、円単位の「月額賃料総額」を12倍して千円未満を切捨てて算出しています。 

・ 「敷金・保証金」は、不動産等に関してテナント等から預託を受けている敷金の合計額又は保証金の合計

額を記載しています。世田谷ビジネススクエアについても、テナント等から預託を受けている敷金の総額を

記載しています。 

・ 「長期修繕の費用見積」は、不動産等について次表に示す作成者により調査・作成された建物状況評価報

告書に基づく長期的修繕費用予測（次表の報告書の作成年を含む15年間）の合計金額を記載しています。金

額には劣化、損傷、損失した部位、部分について初期の機能を回復するまでの機器及び部位全体の交換、部

分修理、部分取替え、塗替え、貼替え、解体修理、並びにその工事に付随して発生する費用（養生、解体、

撤去、搬入、据付、一般的な施工会社が必要とする経費・保険料等）を含みますが、初期の能力を超える機

能の向上等に必要な費用は含まれていません。なお、TOKYU REIT渋谷宇田川町スクエア及びビーコンヒルプ

ラザ（イトーヨーカドー能見台店）については平成19年7月13日に、cocoti（ココチ）については平成20年7

月22日に、第2東急鷺沼ビルについては平成20年12月11日に、世田谷ビジネススクエアについては平成20年

12月17日に、東急南平台町ビル及び東急桜丘町ビルについては平成21年7月3日に、レキシントン青山につい

ては平成22年1月8日に、CONZE（コンツェ）恵比寿については平成22年1月14日に、TOKYU REIT八丁堀ビルに

ついては平成22年1月20日に、赤坂四丁目ビル（東急エージェンシー本社ビル）については平成22年6月25日

に、東急鷺沼ビル（フレルさぎ沼）については平成23年１月21日に、東急池尻大橋ビルについては平成23年

７月12日に再取得した長期的修繕費用予測の合計金額を記載しています。また、QFRONT（キューフロント）

については建物全体に関する長期修繕費用の見積額を、世田谷ビジネススクエアについては建物全体に関す

る長期修繕費用の見積額に共有持分割合である55％を乗じて得た値を、代官山フォーラムについては専有部

分及び共用部分の共有持分に係る長期修繕費用の見積額を、TOKYU REIT虎ノ門ビルについては建物全体に関

する長期修繕費用見積額に本投資法人の保有割合を乗じて得た値を、それぞれ記載しています。建物状況評

価報告書の作成については、本資産運用会社で定める指定業者5社（平成23年7月31日現在）の中から委託し

ています。 
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＜建物状況評価報告書の作成者、調査対象物件及び作成年月日＞ 

・ 「地震リスク分析における予想最大損失率（PML）」の合計欄は、ポートフォリオ全体のPMLを記載してい

ます。PMLについては、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 b. 投資態度 （ロ）投資基準」をご参照下さ

い。PML及び予想損失日数は、株式会社イー・アール・エス及び応用アール・エム・エス株式会社作成の地

震リスク分析報告書に基づいています。ここにいう損失の対象は、物的損失のみとし、人命や周辺施設への

派生的被害は考慮しません。また、被害要因は、構造被害や設備、内外装被害を対象とし、自己出火による

地震火災及び周辺施設からの延焼被害については考慮しません。 

・ 「最寄り駅からの所要時間」は不動産の表示に関する公正競争規約に基づき、道路距離80mにつき1分間を

要するものとして算出した数値です。 

・ 「代表的テナント」とは、月額賃料支払額上位3社をいいます。 

・ 「地域」については、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 b. 投資態度 （イ）ポートフォリオ運用基準

③ 地域」をご参照下さい。「（渋谷）」と記載されているものは、当該不動産の最寄り駅が渋谷駅である

ことを示しています。 

・ 「取得価額」は、当該不動産等の取得に要した諸費用（売買媒介手数料、公租公課等）を含まない金額

（不動産売買契約書等に記載された売買代金等）を記載しています。 

・ 株式会社東急ストアは「東急ストア」と記載しています。以下同じです。 

  

作成者 調査対象物件 作成年月日 

株式会社イー・アール・エス 

R QFRONT（キューフロント） 平成23年 1月21日 

R レキシントン青山 平成15年 3月17日 

R TOKYU REIT表参道スクエア 平成23年 7月12日 

R 東急鷺沼ビル（フレルさぎ沼） 平成15年 4月30日 

R 第2東急鷺沼ビル 平成14年11月 8日 

R TOKYU REIT渋谷宇田川町スクエア 平成15年10月24日 

R ビーコンヒルプラザ（イトーヨーカドー能見台店） 平成16年 2月 9日 

R cocoti（ココチ） 平成17年 2月15日 

O 世田谷ビジネススクエア 平成14年11月 8日 

O 東急南平台町ビル 平成14年11月 8日 

O 東急桜丘町ビル 平成14年11月 8日 

O 東京日産台東ビル 平成23年 1月21日 

O TOKYU REIT赤坂檜町ビル 平成23年 7月12日 

O TOKYU REIT虎ノ門ビル 平成23年 7月25日 

O 赤坂四丁目ビル（東急エージェンシー本社ビル） 平成19年 4月13日 

O 東急池尻大橋ビル 平成20年 2月20日 

O 麹町スクエア 平成22年 2月17日 

O TOKYU REIT新宿ビル 平成22年 2月16日 

O 秋葉原三和東洋ビル 平成22年 9月14日 

O 東急銀座二丁目ビル 平成22年12月28日 

清水建設株式会社 

O TOKYU REIT蒲田ビル 平成23年 8月18日 

O TOKYU REIT八丁堀ビル 平成18年 9月11日 

O 木場永代ビル 平成22年10月 4日 

株式会社竹中工務店 R CONZE（コンツェ）恵比寿 平成18年 9月 7日 

株式会社プロパティ・リス

ク・ソリューション  
R 代官山フォーラム 平成20年 3月21日 
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a. 不動産等の概要 

＜不動産等の概要1＞ 

  

用途 
区分 物件名 所在地（地番） 地積

（㎡） 
延床面積
（㎡） 構造・階数 竣工年月

築年数 
（年） 

所有形態

土地 建物

R 
QFRONT 
（キューフロント） 

東京都渋谷区 

宇田川町75番8ほか 
784.26

(728.30)

6,692.14

(4,821.09)

SRC・S 

B3/8F 
平成11年10月  11.8 所有権 区分所有権

R レキシントン青山 
東京都港区南青山 
五丁目235番7ほか 

776.59 2,342.21
S・RC 

B1/4F 
平成10年1月  13.6 所有権 所有権 

R 
TOKYU REIT 
表参道スクエア 

東京都渋谷区 
神宮前四丁目3番18 

1,259.21 3,321.20
S・SRC 

B1/4F 
昭和60年10月  25.8 所有権 所有権 

R 
東急鷺沼ビル 

（フレルさぎ沼） 

神奈川県川崎市宮前区

鷺沼一丁目1番 
5,658.00 18,326.99

RC 

B1/4F 
昭和53年9月  32.9 所有権 所有権 

R 第2東急鷺沼ビル 
神奈川県川崎市宮前区

小台一丁目18番5 
1,807.21 4,409.50

SRC 

B2/4F 
昭和54年10月  31.8 所有権 所有権 

R 
TOKYU REIT 
渋谷宇田川町スクエア 

東京都渋谷区 

宇田川町86番2 
679.27

＜建物1＞

＜建物2＞

1,473.10

56.39

＜建物1＞ 

S 
3F 

＜建物2＞ 

S 
2F 

＜建物1＞ 
平成10年7月 

＜建物2＞ 

平成7年6月 

＜建物1＞ 

 
＜建物2＞ 

 

13.0

16.1

所有権 所有権 

R 

ビーコンヒルプラザ 
（イトーヨーカドー能

見台店） 

神奈川県横浜市金沢区

能見台東88番1ほか 
17,318.78 46,587.87

SRC 

B2/4F 
平成10年6月  13.1 所有権 所有権 

R cocoti（ココチ） 
東京都渋谷区渋谷 

一丁目23番1 
1,705.35 11,847.87

S・SRC 

B2/12F 
平成16年9月  6.8 所有権 所有権 

R 
湘南モールフィル 
（底地） 

神奈川県藤沢市 
辻堂新町四丁目 
4300番1 

44,078.12  － － － － 所有権 － 

R 
CONZE（コンツェ） 

恵比寿 

東京都渋谷区恵比寿南

二丁目3番5ほか 
562.07 2,789.35

S・SRC 

B1/9F 
平成16年3月  7.4 所有権 所有権 

R 代官山フォーラム 

＜イースト＞ 

東京都渋谷区猿楽町33

番18ほか  
942.30 1,441.57

RC 

B1/2F 
平成5年2月  18.4 所有権 区分所有権

＜ウェスト＞ 

東京都渋谷区猿楽町33

番1  
1,108.01

 

2,388.70

(1,182.62)

RC 
B1/5F 

平成5年2月  18.4

所有権 

  （共有 

 持分割合

 64.13％）

区分所有権

O 
世田谷ビジネス 
スクエア 

東京都世田谷区用賀 
四丁目260番2ほか 

21,315.68 94,373.72
SRC・RC・S

B2/28F 
平成5年9月  17.8

所有権 

（共有 

持分割合

55％） 

所有権 

（共有 

持分割合

55％） 

O 東急南平台町ビル 
東京都渋谷区 
南平台町12番3 

2,013.28 7,003.88
S・SRC 

B2/5F 
平成4年7月  19.0 所有権 所有権 

O 東急桜丘町ビル 
東京都渋谷区 

桜丘町109番9 
1,013.03 6,505.39

SRC 

B3/9F 
昭和62年6月  24.2 所有権 

区分所有権

（注） 

O 東京日産台東ビル 
東京都台東区元浅草 

二丁目120番2ほか 
1,718.45 11,373.20

SRC 
B2/10F 

平成4年9月  18.9 所有権 所有権 

O 
TOKYU REIT 
赤坂檜町ビル 

東京都港区赤坂 
六丁目1401番ほか 

866.61 4,058.92
RC 
7F 

昭和59年8月  26.9 所有権 所有権 

O 
TOKYU REIT 
蒲田ビル 

東京都大田区 
蒲田五丁目13番7 

1,642.86 10,244.51
S・SRC 

B1/9F 
平成4年2月  19.5 所有権 所有権 

O 
TOKYU REIT 
虎ノ門ビル 

東京都港区虎ノ門三丁

目45番6 
1,728.38

15,343.73

(10,787.59)

SRC・RC 

B2/9F 
昭和63年4月  23.2

所有権 
（共有 

持分割合

84.652％）

区分所有権

及び 
区分所有権

の共有 
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（注）東急桜丘町ビル、秋葉原三和東洋ビル及び木場永代ビルについては、一棟の建物のすべての区分所有権が信託されています。 

  

用途 
区分 物件名 所在地（地番） 地積

（㎡） 
延床面積
（㎡） 構造・階数 竣工年月

築年数 
（年） 

所有形態

土地 建物

O TOKYU REIT八丁堀ビル 
東京都中央区八丁堀二

丁目104番1ほか 
974.32 8,810.21

SRC 

B2/9F 
昭和40年9月  45.9 所有権 所有権 

O 

赤坂四丁目ビル 
（東急エージェンシー

本社ビル） 

東京都港区赤坂四丁目

806番、819番 
712.49 5,002.36

S・SRC 

B1/9F 
平成15年2月  8.5 所有権 所有権 

O 東急池尻大橋ビル  
東京都目黒区東山三丁

目1050番ほか  
2,382.67 7,619.56

SRC 

7F 
平成元年10月  21.7 所有権 所有権 

O 麹町スクエア 
東京都千代田区二番町

3番9、3番3 
1,269.24 6,803.47

S・RC 

B1/7F  
平成15年1月  8.5 所有権 所有権 

O TOKYU REIT新宿ビル 
東京都新宿区新宿四丁

目2番3ほか  
1,113.87 8,720.09

SRC 

10F 
平成15年5月  8.2 所有権 所有権 

O 秋葉原三和東洋ビル 
東京都千代田区外神田

三丁目50番5ほか 
795.33 5,704.69

SRC 

B1/8F 
昭和60年9月  25.9 所有権 

区分所有権

（注） 

O 木場永代ビル 
東京都江東区東陽三丁

目21番5ほか 
1,259.52 7,513.09

SRC 
10F 

平成4年2月  19.5 所有権 
区分所有権

（注） 

O 東急銀座二丁目ビル 
東京都中央区銀座二丁

目215番1 
805.42 5,098.61

S・RC 

B1/8F 
平成20年8月  2.9 所有権 所有権 
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＜不動産等の概要2＞ 

（注）不動産の一部につき、次表に示す通り、平成23年7月31日までに解約の通知を受領し、平成23年8月1日以降に賃貸借契約が終了するテナン

ト（かかるテナントに係る賃貸面積を、次表において「解約（予定）面積」といいます。）、及び、平成23年7月31日までに新規の賃貸借

契約が締結され、平成23年8月1日以降に引渡しを行うテナント（かかるテナントに係る賃貸（予定）面積を、次表において「新規成約面

積」といいます。）があります。なお、次表のうち他の所有者との共有物件である世田谷ビジネススクエアの解約（予定）面積及び新規成

約面積は、全体の面積に共有持分割合である55％を乗じて得た値です。 

また、定期借家契約の終了（期間内解約を含みます。）に伴い、同一テナントと再契約したテナントについては記載の対象外としていま

す。 

＜解約（予定）面積及び新規成約面積の一覧＞ 

用途 
区分 物件名 

貸借対照表 
計上額 

（千円） 

投資比率
（％） 

期末算定価額
（千円） 

テナント
数 

総賃貸面積
（㎡） 

総賃貸 
可能面積 
（㎡） 

オフィス
基準階 

専有面積 
（㎡） 

稼働率
（％）

R QFRONT（キューフロント） 14,209,075 6.8 19,900,000 3 4,502.93  4,502.93 － 100.0

R レキシントン青山 4,765,804 2.3 4,190,000 6 1,980.24  2,107.08 － 94.0

R TOKYU REIT表参道スクエア 5,724,227 2.8 6,540,000 4 2,702.42  2,702.42 － 100.0

R 
東急鷺沼ビル 

（フレルさぎ沼） 
6,781,773 3.3 8,160,000 1 19,610.06  19,610.06 － 100.0

R 第2東急鷺沼ビル 1,203,413 0.6 1,350,000 1 1,284.60  1,284.60 － 100.0

R 
TOKYU REIT 
渋谷宇田川町スクエア 

6,630,741 3.2 7,020,000 2 1,543.05  1,543.05 － 100.0

R 
ビーコンヒルプラザ 
（イトーヨーカドー能見台店） 

8,644,524 4.2 8,120,000 1 50,285.89  50,285.89 － 100.0

R cocoti（ココチ） 23,376,894 11.3 16,600,000 15 8,319.97  8,319.97 － 100.0

R 湘南モールフィル（底地） 7,026,112 3.4 5,400,000 1 44,078.12  44,078.12 － 100.0

R CONZE（コンツェ）恵比寿 4,974,060 2.4 4,070,000 7 2,032.09  2,319.24 － 87.6

R 代官山フォーラム  4,140,216 2.0 3,100,000 4 2,267.22  2,477.64 － 91.5

O 世田谷ビジネススクエア 18,749,954 9.0 20,300,000 55 23,309.14  24,956.99 1,162.25 93.4

O 東急南平台町ビル 4,271,026 2.1 5,550,000 1 7,148.18  7,148.18 1,129.66 100.0

O 東急桜丘町ビル 6,359,728 3.1 8,110,000 2 4,737.19  4,737.19 504.67 100.0

O 東京日産台東ビル 3,809,401 1.8 5,010,000 12 7,947.24  7,947.24 778.76 100.0

O TOKYU REIT赤坂檜町ビル 3,454,013 1.7 4,030,000 3 3,040.90  3,199.50 450.56 95.0

O TOKYU REIT蒲田ビル 4,116,224 2.0 5,990,000 6 7,337.82  7,337.82 850.71 100.0

O TOKYU REIT虎ノ門ビル 9,922,083 4.8 9,350,000 5 8,945.99  10,136.44 1,182.80 88.3

O TOKYU REIT八丁堀ビル 6,882,935 3.3 5,320,000 10 5,984.19  5,984.19 661.16 100.0

O 
赤坂四丁目ビル 
（東急エージェンシー本社ビル） 

8,272,990 4.0 6,790,000 1 3,533.03  3,533.03 420.72 100.0

O 東急池尻大橋ビル  5,515,766 2.7 4,470,000 5 5,733.23  5,733.23 1,064.53 100.0

O 麹町スクエア 8,892,291 4.3 7,940,000 5 5,409.11  5,409.11 839.47 100.0

O TOKYU REIT新宿ビル 9,254,638 4.5 9,690,000 10 6,130.45  6,130.45 746.79 100.0

O 秋葉原三和東洋ビル 4,686,744 2.3 4,940,000 6 4,643.04  4,643.04 564.15 100.0

O 木場永代ビル 4,008,120 1.9 4,440,000 4 5,776.46  5,776.46 600.60 100.0

O 東急銀座二丁目ビル 5,036,294 2.4 5,060,000 2 3,469.14  3,469.14 436.81 100.0

合計 190,709,058 91.8 191,440,000 172 241,751.70 245,373.01 － 98.5

物件名 解約（予定）面積
（㎡） 

新規成約面積
（㎡） 

cocoti（ココチ） 538.42 －

世田谷ビジネススクエア 776.48 20.36

TOKYU REIT蒲田ビル 850.71 －

TOKYU REIT虎ノ門ビル 7,096.80 1,091.74

麹町スクエア 3,762.33 669.83

合計 13,024.74 1,781.93
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＜不動産等の概要3＞ 

(注) 湘南モールフィル（底地）の敷金・保証金については、テナントより開示することについて同意が得られていないため、やむを得ない事

情により開示できない場合として記載していません。敷金・保証金の合計は、湘南モールフィル（底地）の敷金・保証金を含んでいませ

ん。 

  

用途 
区分 物件名 月額賃料総額

（千円） 
年間賃料総額

（千円） 

敷金・
保証金 

（千円） 
（注） 

長期修繕の
費用見積 
（千円） 

地震リスク分析 
における予想 
最大損失率 

（PML）（％） 

地震リスク
分析における
予想損失日数

（日） 

地震保険
付保の 
有無 

R QFRONT（キューフロント）  95,718 1,148,623 2,038,299 306,906  4.1 17 無 

R レキシントン青山  17,104 205,256 183,264 55,868  2.3 12 無 

R TOKYU REIT表参道スクエア  27,306 327,681 281,966 159,927  9.5 24 無 

R 
東急鷺沼ビル 
（フレルさぎ沼） 

 51,332 615,988 293,423 967,090  9.9 28 無 

R 第2東急鷺沼ビル  10,096 121,154 101,188 87,835  9.3 24 無 

R 
TOKYU REIT 
渋谷宇田川町スクエア 

 28,304 339,648 243,908 16,759  7.3 25 無 

R 
ビーコンヒルプラザ 
（イトーヨーカドー能見台店） 

 50,044 600,532 3,446,661 382,902  9.5 24 無 

R cocoti（ココチ）  79,244 950,937 648,582 227,076  6.2 23 無 

R 湘南モールフィル（底地）  29,000 348,000 － － － － － 

R CONZE（コンツェ）恵比寿  16,545 198,542 164,062 74,460  4.1 26 無 

R 代官山フォーラム   14,450 173,407 409,864 103,400  8.0 27 無  

O 世田谷ビジネススクエア  148,936 1,787,232 2,479,497 4,653,332  2.8 13 無 

O 東急南平台町ビル  30,396 364,753 168,272 525,406  7.9 22 無 

O 東急桜丘町ビル  40,244 482,933 268,393 501,006  11.1 25 無 

O 東京日産台東ビル  34,280 411,370 269,897 782,274  7.4 20 無 

O TOKYU REIT赤坂檜町ビル  18,596 223,155 184,947 280,626  11.2 26 無 

O TOKYU REIT蒲田ビル  36,299 435,597 285,047 765,185  7.7 23 無 

O TOKYU REIT虎ノ門ビル  56,341 676,096 573,627 765,483  7.2 19 無 

O TOKYU REIT八丁堀ビル  32,511 390,134 284,191 776,432  4.0 17 無 

O 
赤坂四丁目ビル 

（東急エージェンシー本社ビル） 
 32,167 386,004 321,000 163,759  3.9 16 無 

O 東急池尻大橋ビル   28,714 344,575 275,828 398,279  5.8 20 無  

O 麹町スクエア  45,198 542,386 285,781 227,590  4.8 18 無  

O TOKYU REIT新宿ビル  46,679 560,153 486,712 223,371  4.2 16 無  

O 秋葉原三和東洋ビル  27,942 335,309 295,770 222,948  11.8 26 無  

O 木場永代ビル  32,806 393,675 396,127 495,343  7.3 24 無  

O 東急銀座二丁目ビル  36,172 434,075 390,281 60,644  4.4 16 無  

合計  1,066,435 12,797,224 14,776,599 13,223,901  4.1 － － 
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b. 個別不動産等の概要 

(注1) 信託建物の敷地全体の面積（建物の他の区分所有者の所有部分を含みます。信託不動産を構成する土地の面積は728.30㎡です。） 
(注2) 信託建物一棟の延床面積（建物の他の区分所有者の専有部分457.91㎡及び共用部分1,413.14㎡を含みます。信託不動産に係る専有部分の

面積は登記簿上は地下3階から8階までの合計4,821.09㎡です。） 
(注3) テナントには、ビルの壁面を、LED大型映像装置等の設置及び看板の掲出等を目的として賃借している1テナントを含みます。 
(注4) 取得価額には、信託その他無形固定資産として商標権809千円を含みます。 
(注5) 他の区分所有者：法人1社及び個人2名による共有並びに法人1社 

  

(注) 「期末貸借対照表計上額」にその他無形固定資産として商標権（第15期1,208千円、 
    第16期1,104千円）を含みます。 
  

［R］QFRONT（キューフロント） 

物件名 QFRONT（キューフロント） 用途 商業施設 

特定資産の 
種類 

信託不動産 地域 
東京都心5区地域・東急沿線地域
（渋谷） 

所在地 
(地番)東京都渋谷区宇田川町75番8ほか 
(住居表示)東京都渋谷区宇田川町21番6号 

売主 
キューエフ・アセット・ファン
ディング有限会社 

最寄り駅から
の所要時間 

JR山手線等「渋谷」駅 徒歩約1分 
東京メトロ銀座線等「渋谷」駅 徒歩約1分  
東急東横線・田園都市線、京王井の頭線「渋谷」
駅 徒歩約1分 

取得年月日 平成15年9月10日 

信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社 

地積(注1) 784.26㎡ 延床面積(注2) 6,692.14㎡ 信託契約 
期間満了日 

平成29年11月30日 

構造・階数 
鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根地下3階付8
階建 

取得価額(注4)

（土地）12,125百万円 
（建物） 2,974百万円 
（合計）15,100百万円 竣工年月 平成11年10月 

代表的テナン
ト(注3) 

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 
東京急行電鉄株式会社 
株式会社ぷん楽 

取得時 
鑑定評価額 

15,100百万円 

PM会社 東京急行電鉄株式会社 所有形態 
(注5) 

（土地）所有権 
（建物）区分所有権 PML 4.1％ 

＜賃貸借及び損益の状況＞         （単位：千円）  ＜物件紹介＞ 
全国屈指の商業集積地である渋谷の駅前に立地

するQFRONT（キューフロント）は、CD及びビデオ
レンタル・販売の大型専門店であるTSUTAYA（カ
ルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社）を
中心とした専門店ビルです。1、2階のカフェ及び
8階の飲食店が複合されており、またビルの壁面
を利用した映像広告が特徴的なビルであり、東京
を代表する商業施設の一つとして、各種メディア
にも取り上げられています。 
  

＜特記事項＞ 
1. 信託建物は区分所有建物ですが、信託受託者

と他の区分所有者は、数筆に分かれた敷地に
ついて、敷地利用権をそれぞれ単独で有して
おり（いわゆる分有）その有する専有部分と
その敷地利用権とを分離して処分することが
できます。 

2. 信託建物の敷地について、元所有者が他の敷
地所有者との間で各敷地所有者の区分所有権
行使に必要な範囲で互いに無償使用すること
を相互に確認する旨の建築基本協定を締結し
ています。 

3. 信託受託者は、本建物の他の区分所有者の専
有部分について賃借し（それに伴い、信託受
託者は保証金を差し入れています。）、信託
不動産と一体として、各テナントへ賃貸（他
の区分所有者の専有部分については転貸）し
ています。 

4. 本書の日付現在、信託土地と他の区分所有者
が所有する土地との境界及び公有地との境界
に関しては、境界確認書等の取り交わしはな
されていません。  

運 
用 
期 
間 

期別 第15期 第16期 

  

始期 自 平成22年8月 1日 自 平成23年2月 1日

終期 至 平成23年1月31日 至 平成23年7月31日

日数 184日  181日 

期末稼働率 100.0％ 100.0％

不動産賃貸事業収益 626,231  618,177 

  賃貸事業収入 580,535  579,783 

  
その他賃貸事業収
入 

45,695  38,393  

賃貸事業費用 298,462  299,254  

  水道光熱費 37,981  33,301  

  外注委託費 63,946  61,949  

  
プロパティ・マネ
ジメント報酬 

20,242  20,325  

  修繕費 3,282  7,818  

  公租公課 45,817  49,546  

  損害保険料 698  573  

  減価償却費等 54,299  53,485  

  
その他賃貸事業費
用 

72,194  72,254  

不動産賃貸事業利益 327,768  318,923  

減価償却費等控除前利
益（NOI） 

382,068  372,408  

資本的支出額 2,750  760  

期末算定価額 19,900,000  19,900,000  

期末貸借対照表計上額 14,261,800  14,209,075  

  信託土地 12,147,079  12,147,079  

  
上記信託土地以外の
信託不動産等（注） 

2,114,720  2,061,995  
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［R］レキシントン青山 

物件名 レキシントン青山 用途 商業施設 

特定資産の 

種類 
信託不動産 地域 東京都心5区地域 

所在地 
(地番)東京都港区南青山五丁目235番7ほか 

(住居表示)東京都港区南青山五丁目11番9号 
売主 

有限会社レプス・キャピタル・

コーポレーション 

最寄り駅から

の所要時間 
東京メトロ銀座線等「表参道」駅 徒歩約5分 

取得年月日 平成15年9月11日 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会社 

地積 776.59㎡ 延床面積 2,342.21㎡ 信託契約 

期間満了日 
平成32年7月23日 

構造・階数 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付4階建 

取得価額 

（土地）4,478百万円 

（建物） 321百万円 

（合計）4,800百万円 
竣工年月 平成10年1月 

代表的 

テナント 

エイベックス・プランニング＆デベロップメント

株式会社 

株式会社良品計画 

アエッフェ・ジャパン株式会社 

取得時 

鑑定評価額 
4,800百万円 

PM会社 株式会社東急コミュニティー 
所有形態 

（土地）所有権 

（建物）所有権 PML 2.3％ 

＜賃貸借及び損益の状況＞        （単位：千円）  ＜物件紹介＞ 

レキシントン青山は骨董通りに面した商業施設

であり、カフェ、アパレルショップ、美容室等の

多様な店舗が入居しています。本物件は、感度の

高い客層を対象とした店舗が集積している骨董通

りの中心エリアに立地しています。 

  

＜特記事項＞ 

1. 信託土地と、その南西側に所在する隣地との

境界については、当該隣地の登記名義人の相

続人代表者（代表権の有無は未確認）との間

に「筆界確認書」が取り交わされています。

2. 信託土地の南西側に所在する隣地について

は、現状、私道として無償で使用されていま

す。 

3. 信託土地の北東側に接面している道路につい

ては、現在の境界線から信託土地側に向けて

約4.7ｍ拡幅される旨の都市計画決定が昭和

21年3月26日になされており、当該部分には

都市計画法に基づく建築制限があります。信

託建物は事業決定に対応可能な形態で建築さ

れています（なお、事業決定の具体的時期等

については、本書の日付現在、未定で

す。）。  

運 

用 

期 

間 

期別 第15期 第16期 

始期 自 平成22年8月 1日 自 平成23年2月 1日 

終期 至 平成23年1月31日 至 平成23年7月31日 

日数 184日  181日 

期末稼働率 86.2％ 94.0％ 

不動産賃貸事業収益 86,418  111,991 

  賃貸事業収入 79,034  94,269 

  
その他賃貸事業収

入 
7,383  17,722 

賃貸事業費用 37,983  40,234 

  水道光熱費 5,819  7,393 

  外注委託費 4,367  4,458 

  
プロパティ・マネ

ジメント報酬 
1,800  2,158 

  修繕費 1,763  2,086 

  公租公課 9,452  9,806 

  損害保険料 139  9 

  減価償却費等 8,152  8,441 

  
その他賃貸事業費

用 
6,488  5,879 

不動産賃貸事業利益 48,434  71,757 

減価償却費等控除前利

益（NOI） 
56,587  80,198  

資本的支出額 360  11,109  

期末算定価額 4,390,000  4,190,000  

期末貸借対照表計上額 4,763,136  4,765,804  

  信託土地 4,485,503  4,485,503  

  
上記信託土地以外

の信託不動産等 
277,633  280,301  
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［R］TOKYU REIT表参道スクエア 

物件名 TOKYU REIT表参道スクエア 用途 商業施設 

特定資産の 

種類 
信託不動産 地域 東京都心5区地域・東急沿線地域 

所在地 
(地番)東京都渋谷区神宮前四丁目3番18 

(住居表示)東京都渋谷区神宮前四丁目3番2号 
売主 

ティーアール・アセット・ファ

ンディング有限会社 

最寄り駅から

の所要時間 

東京メトロ銀座線等「表参道」駅 徒歩約1分、 

副都心線「明治神宮前」駅 徒歩約9分 

取得年月日 平成15年9月10日 

信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社 

地積 1,259.21㎡ 延床面積 3,321.20㎡ 信託契約 

期間満了日 
平成29年11月30日 

構造・階数 
鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付4

階建 
取得価額 

（土地）5,291百万円 

（建物） 478百万円 

（合計）5,770百万円 竣工年月 昭和60年10月 

代表的 

テナント 

株式会社THINKフィットネス 

ロイヤルホールディングス株式会社 

株式会社ワンダーテーブル 

取得時 

鑑定評価額 
5,770百万円 

PM会社 株式会社東急コミュニティー 
所有形態 

（土地）所有権 

（建物）所有権 
PML 9.5％ 

＜賃貸借及び損益の状況＞        （単位：千円）  ＜物件紹介＞ 

TOKYU REIT表参道スクエアは表参道駅から徒歩

約1分に位置する複合商業施設です。地下1階には

シュラスコ料理店（株式会社ワンダーテーブル；

店名「バルバッコアグリル」）、1階にレストラ

ン（ロイヤルホールディングス株式会社；店名

「Royal Host」）、1階から3階にはスポーツジム

（株式会社THINKフィットネス；店名「GOLD’S 

GYM」）、4階にはエステティックサロン（株式会

社シーズ・ラボ；店名「シーズ・ラボ」）が入居

しているなど、多様な店舗構成となっています。

  

＜特記事項＞ 

平成6年に行われた信託建物の増築工事（建物3

階部分。増築面積は254.85㎡）に関しては、建築

確認は受けているものの検査済証の交付を受けて

いません。なお、信託建物について構造安全上問

題はなく、現行の容積率、日影規制及び斜線制限

について問題はない旨の専門家の意見書を取得し

ています。 

運 

用 

期 

間 

期別 第15期 第16期 

  

始期 自 平成22年8月 1日 自 平成23年2月 1日 

終期 至 平成23年1月31日 至 平成23年7月31日 

日数 184日  181日 

期末稼働率 100.0％ 100.0％  

不動産賃貸事業収益 187,081  169,790 

  賃貸事業収入 170,180  155,237 

  
その他賃貸事業収

入 
16,900  14,552 

賃貸事業費用 43,424  52,451 

  水道光熱費 12,198  10,875 

  外注委託費 4,691  4,650 

  
プロパティ・マネ

ジメント報酬 
3,902  3,945 

  修繕費 ― 8,872 

  公租公課 9,342  10,196 

  損害保険料 209  179 

  減価償却費等 10,029  10,073 

  
その他賃貸事業費

用 
3,049  3,658 

不動産賃貸事業利益 143,657  117,338 

減価償却費等控除前利

益（NOI） 
153,686  127,411  

資本的支出額 845  ― 

期末算定価額 6,670,000  6,540,000  

期末貸借対照表計上額 5,734,301  5,724,227  

  信託土地 5,296,945  5,296,945  

  
上記信託土地以外

の信託不動産等 
437,356  427,282  
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［R］東急鷺沼ビル（フレルさぎ沼） 

物件名 東急鷺沼ビル（フレルさぎ沼） 用途 商業施設 

特定資産の 

種類 
信託不動産 地域 東急沿線地域 

所在地 

(地番)神奈川県川崎市宮前区鷺沼一丁目1番 

(住居表示)神奈川県川崎市宮前区鷺沼一丁目1番1

号 

売主 
鷺沼アセット・ファンディング有

限会社 

最寄り駅から

の所要時間 
東急田園都市線「鷺沼」駅 徒歩約1分 

取得年月日 平成15年9月10日 

信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社 

地積 5,658.00㎡ 延床面積 18,326.99㎡ 信託契約 

期間満了日 
平成25年3月31日 

構造・階数 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付4階建 

取得価額 

（土地）5,432百万円 

（建物）1,487百万円 

（合計）6,920百万円 竣工年月 昭和53年9月 

テナント 株式会社東急ストア 
取得時 

鑑定評価額 
6,920百万円 

PM会社 東京急行電鉄株式会社 
所有形態 

（土地）所有権 

（建物）所有権 PML 9.9％ 

＜賃貸借及び損益の状況＞        （単位：千円）  ＜物件紹介＞ 

東急鷺沼ビル（フレルさぎ沼）が立地する川崎
市宮前区は渋谷より15kmの距離にあるベッドタウ

ンエリアで、周辺は人口・世帯数とも依然として

増加傾向にあり、成長力の高い地域です。 

本物件は、東急ストアが一括賃借し、「さぎ沼
とうきゅう」として運営するGMS（総合スーパ

ー）でしたが、平成23年5月、時代のニーズに合

わせて、「フレルさぎ沼」として東急ストアを核

店舗とするNSC（Neighborhood Shopping Center:
近隣型ショッピングセンター）にリニューアルし

ました。本投資法人では、これに合わせて、第16

期に大規模改修工事を行い、老朽化していた基幹

設備の一部を更新しています。 

  
＜特記事項＞ 

1. 信託建物のバックヤード天井仕上材の一部に

アスベスト含有材が使用されています。かか
るアスベスト含有材は、法令に基づき、解体

等廃棄する際には飛散防止の処置が必要です

が、現状の使用状態である限り、特段の支障

はありません。定期的に状態確認を行い、必
要があれば是正措置をとります。 

2. 信託建物のテナントである東急ストアは、大

規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。

その後の改正を含みます。）（以下「大店立
地法」といいます。）に基づき定められた

「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき

事項に関する指針」（通商産業省告示第375

号。その後の改正を含みます。）を充足する
ため、第2東急鷺沼ビルの駐車場を賃借し、

来店者の利用に供しています。 

3. 基幹設備である受変電設備の一部更新工事に

おいて不要となったコンデンサ用リアクトル
を廃棄するに当たって調査を行ったところ、

一部で法定基準値を超える微量のPCBが検出

されました。本機器については、行政と協議

のうえ適切に保管しています。 

運 

用 

期 

間 

期別 第15期 第16期 

  

始期 自 平成22年8月 1日 自 平成23年2月 1日 

終期 至 平成23年1月31日 至 平成23年7月31日 

日数 184日  181日 

期末稼働率 100.0％ 100.0％  

不動産賃貸事業収益 308,397  308,061 

  賃貸事業収入 308,397  308,061 

  
その他賃貸事業収

入 
― ― 

賃貸事業費用 79,372  192,937 

  水道光熱費 ― ― 

  外注委託費 15,114  14,039 

  
プロパティ・マネ

ジメント報酬 
3,278  5,370 

  修繕費 5,279  70,020 

  公租公課 25,761  25,762 

  損害保険料 751  645 

  減価償却費等 26,831  76,077  

  
その他賃貸事業費

用 
2,355  1,020  

不動産賃貸事業利益 229,025  115,123 

減価償却費等控除前利

益（NOI） 
255,856  191,201  

資本的支出額 3,900  200,321  

期末算定価額 7,880,000  8,160,000  

期末貸借対照表計上額 6,657,529  6,781,773  

  信託土地 5,446,615  5,446,615  

  
上記信託土地以外

の信託不動産等 
1,210,914  1,335,157  
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(注) この他、東急ストアが、信託建物の駐車場部分（駐車台数84台分）を賃借し、「フレルさぎ沼」の来店者の利用に供しています。以下の

＜特記事項＞ 2. 及び前記「［R］東急鷺沼ビル（フレルさぎ沼）」＜特記事項＞2．をご参照下さい。 

  

  

［R］第2東急鷺沼ビル 

物件名 第2東急鷺沼ビル 用途 商業施設 

特定資産の 

種類 
信託不動産 地域 東急沿線地域 

所在地 
(地番)神奈川県川崎市宮前区小台一丁目18番5 

(住居表示)未実施 
売主 

エヌ・エス・エス・アセット・

ファンディング有限会社 

最寄り駅から

の所要時間 
東急田園都市線「鷺沼」駅 徒歩約1分 

取得年月日 平成15年9月11日 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会社 

地積 1,807.21㎡ 延床面積 4,409.50㎡ 信託契約 

期間満了日 
平成24年12月31日 

構造・階数 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付4階建 

取得価額 

（土地） 984百万円 

（建物） 305百万円 

（合計）1,290百万円 
竣工年月 昭和54年10月 

テナント(注) 株式会社三菱東京UFJ銀行 
取得時 

鑑定評価額 
1,290百万円 

PM会社 東京急行電鉄株式会社 
所有形態 

（土地）所有権 

（建物）所有権 
PML 9.3％ 

＜賃貸借及び損益の状況＞        （単位：千円）  ＜物件紹介＞ 

第2東急鷺沼ビルは東急鷺沼ビル（フレルさぎ

沼）の駐車場の確保を目的として取得したもので

す。 

東急ストアが大店立地法に基づき定められた指

針を充足するために、駐車場部分（駐車場台数84

台分）を賃借し、来店者の利用に供しています。

本物件は、銀行店舗と駐車場で構成されており、

1階から3階が銀行店舗、地下1階から地下3階が駐

車場となっています。 

  

＜特記事項＞ 

1. 信託不動産の北西側擁壁の基礎部分が、地中

にて隣地（地番18番3）に越境しています。

なお、かかる越境に関しては、信託受託者と

隣地所有者である東急電鉄との間で、当該擁

壁が存続する限り越境を承認する旨の合意が

なされています。 

2. 第2東急鷺沼ビルの駐車場は、東急鷺沼ビル

（フレルさぎ沼）のテナントである東急スト

アが、大店立地法に基づき定められた指針を

充足するために、賃借しているものです（詳

細は前記「［R］東急鷺沼ビル（フレルさぎ

沼）」をご参照下さい。）。 

運 

用 

期 

間 

期別 第15期 第16期 

始期 自 平成22年8月 1日 自 平成23年 2月 1日 

終期 至 平成23年1月31日 至 平成23年 7月31日 

日数 184日  181日  

期末稼働率 100.0％ 100.0％

不動産賃貸事業収益 64,661  62,840 

  賃貸事業収入 62,002  60,577 

  
その他賃貸事業収

入 
2,659  2,263 

賃貸事業費用 48,493  21,230 

  水道光熱費 2,659  2,263 

  外注委託費 1,762  1,582 

  
プロパティ・マネ

ジメント報酬 
2,388  1,370 

  修繕費 25,990  390 

  公租公課 6,364  6,402 

  損害保険料 180  146 

  減価償却費等 8,576  8,545 

  
その他賃貸事業費

用 
571  528 

不動産賃貸事業利益 16,168  41,609 

減価償却費等控除前利

益（NOI） 
24,745  50,155  

資本的支出額 ― 200  

期末算定価額 1,350,000  1,350,000  

期末貸借対照表計上額 1,211,758  1,203,413  

  信託土地 988,169  988,169  

  
上記信託土地以外

の信託不動産等 
223,589  215,243  
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［R］TOKYU REIT渋谷宇田川町スクエア 

物件名 TOKYU REIT渋谷宇田川町スクエア 用途 商業施設 

特定資産の 

種類 
不動産 地域 

東京都心5区地域・東急沿線地域

（渋谷） 

所在地 

(地番)東京都渋谷区宇田川町86番2 

(住居表示) 

＜建物1＞ 東京都渋谷区宇田川町25番10号 

＜建物2＞ 東京都渋谷区宇田川町25番5号 

売主 TCプロパティーズ株式会社 

最寄り駅から

の所要時間 

JR山手線等「渋谷」駅 徒歩約2分 

東京メトロ銀座線等「渋谷」駅 徒歩約2分  

東急東横線・田園都市線、京王井の頭線「渋谷」

駅 徒歩約2分 

取得年月日 平成16年3月1日 

信託受託者 ― 

地積 679.27㎡ 延床面積 

＜建物1＞ 

1,473.10㎡ 

＜建物2＞ 

56.39㎡ 

信託契約 

期間満了日 
― 

構造・階数 
＜建物1＞ 鉄骨造陸屋根3階建 

＜建物2＞ 鉄骨造鉄板葺2階建 

取得価額 

（土地）6,382百万円 

（建物） 218百万円 

（合計）6,600百万円 
竣工年月 

＜建物1＞ 平成10年7月 

＜建物2＞ 平成7年6月 

テナント 
株式会社ザラ・ジャパン 

株式会社にっぱん 

取得時 

鑑定評価額 
6,680百万円 

PM会社 東京急行電鉄株式会社 
所有形態 

（土地）所有権 

（建物）所有権 PML 7.3％ 

＜賃貸借及び損益の状況＞         （単位：千円）  ＜物件紹介＞ 

 TOKYU REIT渋谷宇田川町スクエアは、全国屈指

の商業集積地である渋谷の中心部に位置し、井の

頭通り、渋谷センター街という主要な商業導線に

面しています。建物1のテナントであるZARAは、

スペインを始めとする世界各国で1,759店舗（平

成23年7月31日現在）を展開するカジュアル衣料

を中心に取扱うブランドです。また、建物2に

は、飲食店（株式会社にっぱん；店名「魚がし日

本一」）が入居しています。 

  

＜特記事項＞ 

なし 

運 

用 

期 

間 

期別 第15期 第16期 

  

始期 自 平成22年8月 1日 自 平成23年 2月 1日 

終期 至 平成23年1月31日 至 平成23年 7月31日 

日数 184日  181日  

期末稼働率 100.0％ 100.0％

不動産賃貸事業収益 169,824  169,824 

  賃貸事業収入 169,824  169,824 

  
その他賃貸事業収

入 
― ― 

賃貸事業費用 25,621  27,909 

  水道光熱費 ― ― 

  外注委託費 100 ― 

  
プロパティ・マネ

ジメント報酬 
1,698  1,732 

  修繕費 264  760 

  公租公課 18,556  20,329 

  損害保険料 120  102 

  減価償却費等 4,878  4,878 

  
その他賃貸事業費

用 
3  106 

不動産賃貸事業利益 144,202  141,914 

減価償却費等控除前利

益（NOI） 
149,080  146,792  

資本的支出額 ― ―  

期末算定価額 6,830,000  7,020,000  

期末貸借対照表計上額 6,635,619  6,630,741  

  土地 6,446,436  6,446,436  

  
上記土地以外の不

動産等 
189,183  184,305  
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［R］ビーコンヒルプラザ（イトーヨーカドー能見台店）

物件名 
ビーコンヒルプラザ（イトーヨーカドー能見台

店） 
用途 商業施設 

特定資産の 

種類 
信託不動産 地域 その他 

所在地 
(地番)神奈川県横浜市金沢区能見台東88番1ほか 

(住居表示)神奈川県横浜市金沢区能見台東3番1号 
売主 

有限会社レオ・キャピタル・コ

ーポレーション 

最寄り駅から

の所要時間 
京浜急行本線「能見台」駅 徒歩約4分 

取得年月日 平成16年8月3日 

信託受託者 住友信託銀行株式会社 

地積 17,318.78㎡ 延床面積 46,587.87㎡ 信託契約 

期間満了日 
平成25年5月31日 

構造・階数 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付4階建 

取得価額 

（土地）5,408百万円 

（建物）4,112百万円 

（合計）9,520百万円 
竣工年月 平成10年6月 

テナント 株式会社イトーヨーカ堂 
取得時 

鑑定評価額 
9,560百万円 

PM会社 株式会社東急コミュニティー  
所有形態 

（土地）所有権 

（建物）所有権 
PML 9.5％ 

  

＜賃貸借及び損益の状況＞         （単位：千円）  ＜物件紹介＞ 

イトーヨーカドー能見台店は、約7,000坪の店

舗と約900台の建物内駐車場を有した大規模GMS

（General Merchandise Store:総合スーパー）で

す。本物件は本投資法人の主な投資対象地域に所

在していませんが、安定的な成長の見込める商圏

に立地しています。 

  

＜特記事項＞ 

1. 信託建物の賃貸人である信託受託者と、賃借

人である株式会社イトーヨーカ堂との間で

は、現在、賃料改定協議が行われています。

2. 信託不動産には、信託建物の賃貸人たる信託

受託者の保証金敷金返還債務を担保するため

に株式会社イトーヨーカ堂を抵当権者とする

抵当権が設定されています。 

運 

用 

期 

間 

期別 第15期 第16期 

  

始期 自 平成22年8月 1日 自 平成23年 2月 1日 

終期 至 平成23年1月31日 至 平成23年 7月31日 

日数 184日  181日  

期末稼働率 100.0％ 100.0％

不動産賃貸事業収益 300,266  300,266 

  賃貸事業収入 300,266  300,266 

  
その他賃貸事業収

入 
― ― 

賃貸事業費用 135,160  143,110 

  水道光熱費 99  92 

  外注委託費 1,544  1,419 

  
プロパティ・マネ

ジメント報酬 
3,030  3,417 

  修繕費 548  8,529 

  公租公課 45,136  45,119 

  損害保険料 1,193  851 

  減価償却費等 82,383  82,435 

  
その他賃貸事業費

用 
1,226  1,246 

不動産賃貸事業利益 165,105  157,155 

減価償却費等控除前利

益（NOI） 
247,488  239,590  

資本的支出額 1,344  1,348  

期末算定価額 8,100,000  8,120,000  

期末貸借対照表計上額 8,725,611  8,644,524  

  信託土地 5,585,737  5,585,737  

  
上記信託土地以外

の不動産等 
3,139,873  3,058,786  
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(注1) 平成17年4月6日に信託受益権の準共有持分の60％を取得しています。 

(注2) 平成17年8月2日に信託受益権の準共有持分の40％を取得しています。 

  

（注）「期末貸借対照表計上額」に信託その他無形固定資産として商標権（ 

    第15期4,407千円、第16期4,054千円）を含みます。 

［R］cocoti（ココチ） 

物件名 cocoti（ココチ） 用途 商業施設 

特定資産の 

種類 
信託不動産 地域 

東京都心5区地域・東急沿線地域

（渋谷） 

所在地 
(地番)東京都渋谷区渋谷一丁目23番1 

(住居表示)東京都渋谷区渋谷一丁目23番16号 
売主 

有限会社ビットファースト(注1) 
有限会社カシオペア・キャピタ

ル・コーポレーション(注2) 

最寄り駅から

の所要時間 

JR山手線等「渋谷」駅 徒歩約3分 

東京メトロ銀座線等「渋谷」駅 徒歩約1分  

東急東横線・田園都市線、京王井の頭線「渋谷」
駅 徒歩約1分 

取得年月日 
平成17年4月6日(注1) 

平成17年8月2日(注2) 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会社 

地積 1,705.35㎡ 延床面積 11,847.87㎡ 信託契約 

期間満了日 
平成25年9月30日 

構造・階数 
鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付 

12階建 

取得価額 

（土地）17,028百万円 

（建物） 7,472百万円 

（合計）24,500百万円 
竣工年月 平成16年9月 

代表的 
テナント 

株式会社トゥモローランド 
株式会社ディーゼルジャパン 

株式会社THINKフィットネス 

取得時 
鑑定評価額 

24,500百万円 

PM会社 東京急行電鉄株式会社 
所有形態 

（土地）所有権 

（建物）所有権 PML 6.2％ 

＜賃貸借及び損益の状況＞         （単位：千円）  ＜物件紹介＞ 

cocoti（ココチ）は、渋谷駅から徒歩約1分の

明治通り沿いに立地しており、周辺エリアでは、

カジュアルアパレルブランドを中心とする集積が

進み、いわゆる「裏原宿」と連担しています。本

物件のテナントは、ブランドショップ、カフェ、

スポーツジム等で構成され、消費者の多様なニー

ズに対応した建物となっています。 

  

＜特記事項＞ 

シンボールマークについては、平成18年7月28

日に、呼称及びロゴについては、平成19年9月19

日に商標登録済です。   

運 

用 

期 

間 

期別 第15期 第16期 

  

始期 自 平成22年8月 1日 自 平成23年 2月 1日 

終期 至 平成23年1月31日 至 平成23年 7月31日 

日数 184日  181日  

期末稼働率 97.5％ 100.0％

不動産賃貸事業収益 516,436  520,930 

  賃貸事業収入 435,571  474,548 

  
その他賃貸事業収

入 
80,864  46,381 

賃貸事業費用 411,707  351,695 

  水道光熱費 47,516  45,388 

  外注委託費 41,929  39,224 

  
プロパティ・マネ

ジメント報酬 
14,619  13,501 

  修繕費 50,418  5,227 

  公租公課 36,491  38,127 

  損害保険料 946  434 

  減価償却費等 176,400  175,206 

  
その他賃貸事業費

用 
43,384  34,585 

不動産賃貸事業利益 104,728  169,235 

減価償却費等控除前利

益（NOI） 
281,129  344,442  

資本的支出額 11,950  5,448  

期末算定価額 16,500,000  16,600,000  

期末貸借対照表計上額 23,539,871  23,376,894  

  信託土地 17,554,598  17,554,598  

  
上記信託土地以外の

信託不動産等（注） 
5,985,273  5,822,295  
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［R］湘南モールフィル（底地） 

物件名 湘南モールフィル（底地） 用途 商業施設 

特定資産の 
種類 

信託不動産 地域 その他 

所在地 
(地番)神奈川県藤沢市辻堂新町四丁目4300番1 
(住居表示)神奈川県藤沢市辻堂新町四丁目1番1号 

売主   アルファ・キャピタル有限会社 

最寄り駅から
の所要時間 

JR東海道線「辻堂」駅 バス約3分又は徒歩約20
分 
JR東海道線、小田急江ノ島線、江ノ島電鉄「藤
沢」駅 バス約5分 

取得年月日 平成18年4月28日 

信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社 

地積 44,078.12㎡ 延床面積 ― 信託契約 
期間満了日 

平成27年9月30日 

構造・階数 ― 

取得価額 
（土地）6,810百万円 
（建物） ― 百万円 
（合計）6,810百万円 

竣工年月 ― 

テナント 大和ハウス工業株式会社 
取得時 
鑑定評価額 

6,870百万円 

PM会社 ― 
所有形態 

（土地）所有権 
（建物） ― PML ― 

＜賃貸借及び損益の状況＞         （単位：千円）

  

＜物件紹介＞
 湘南モールフィル（底地）は、JR東海道本線の
藤沢駅と辻堂駅の中間に立地する商業施設です。
本投資法人は、本物件の事業用定期借地権付土地
（底地）を信託する信託受益権を保有していま
す。 
本土地は、本投資法人の主な投資対象地域に所

在していませんが、安定的な成長の見込める商圏
に立地しています。 
  

＜特記事項＞ 
1. 平成35年までの長期の事業用定期借地契約を

借地人である大和ハウス工業株式会社と締結
しています。 

2. 本土地には、本物件の開業以前に、鉛蓄電池
製造工場等が稼動していたほか、その周辺部
にも、過去及び現在にわたり、各種工場が立
地してきました。本土地においては、上記工
場の閉鎖に伴い、平成13年から平成14年にか
けて一定の土壌調査及び浄化対策工事が実施
されていますが、平成17年9月に株式会社イ
ー・アール・エスによりデューデリジェンス
を目的として自主的に実施された土壌環境調
査の結果、本土地には鉛、セレン、トリクロ
ロエチレン等による土壌汚染の可能性がある
旨の指摘がされたことから、本土地の一部を
対象としてボーリング調査を行ったところ、
土壌汚染対策法の基準値を若干超える鉛の溶
出量が検出されました。セレンについては土
壌汚染対策法の基準を満たしており、土壌汚
染の可能性は極めて低い旨の報告を最終的に
受けています。株式会社イー・アール・エス
からは、現行の土地利用においては、ほぼ全
体的に建物とアスファルト舗装あるいは植栽
土に覆われているため、当該利用状況が継続
される限りにおいては健康被害が生じる可能
性は少なく、現況の土地利用を続ける限り、
土壌汚染関連法令に基づく調査業務が課せら
れる可能性も低い旨の報告を受けています。

3. 本物件及びその他の開発による道路交通の混
雑を緩和するため、藤沢市の要望に基づき、
本資産運用会社及び藤沢市は道路拡幅につい
て協議を行っています。本件土地のうち、
100㎡程度の部分を藤沢市へ提供する可能性
があります。 

運 

用 

期 

間 

期別 第15期 第16期 

始期 自 平成22年8月 1日 自 平成23年 2月 1日 

終期 至 平成23年1月31日 至 平成23年 7月31日 

日数 184日  181日  

期末稼働率 100.0％ 100.0％

不動産賃貸事業収益 174,019  174,019 

  賃貸事業収入 174,019  174,019 

  
その他賃貸事業収

入 
―     ― 

賃貸事業費用 26,059  26,112 

  水道光熱費 ―    ― 

  外注委託費 ―    ― 

  
プロパティ・ 

マネジメント報酬 
―    ― 

  修繕費 ―    ― 

  公租公課 25,036  25,038 

  損害保険料 ―    ― 

  減価償却費等 ―    ― 

  
その他賃貸事業費

用 
1,023  1,073 

不動産賃貸事業利益 147,959  147,907 

減価償却費等控除前利

益（NOI） 
147,959  147,907 

資本的支出額 ― ― 

期末算定価額 5,400,000  5,400,000  

期末貸借対照表計上額 7,026,112  7,026,112  

  信託土地 7,026,112  7,026,112  

  
上記信託土地以外

の信託不動産等 
―     ― 
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(注) 取得価額には、その他無形固定資産として商標権736千円を含みます。 

  

  

［R］CONZE（コンツェ）恵比寿 

物件名 CONZE（コンツェ）恵比寿 用途 商業施設 

特定資産の 

種類 
不動産 地域 東京都心5区地域・東急沿線地域 

所在地 
(地番)東京都渋谷区恵比寿南二丁目3番5ほか 

(住居表示)東京都渋谷区恵比寿南二丁目3番14号 
売主   野村不動産株式会社 

最寄り駅から

の所要時間 

JR山手線等「恵比寿」駅 徒歩約3分 

東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅 徒歩約2分 

取得年月日 平成18年10月31日 

信託受託者 ― 

地積 562.07㎡ 延床面積 2,789.35㎡ 信託契約 

期間満了日 
― 

構造・階数 
鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付9

階建 
取得価額 

(注) 

（土地）4,108百万円 

（建物）1,008百万円 

（合計）5,116百万円 
竣工年月 平成16年3月 

代表的 

テナント 

株式会社シークレットテーブル、 

株式会社タスク、株式会社ミュープランニングア

ンドオペレーターズ 

取得時 

鑑定評価額 
5,020百万円 

PM会社 東京急行電鉄株式会社 
所有形態 

（土地）所有権 

（建物）所有権 
PML 4.1％ 

＜賃貸借及び損益の状況＞         （単位：千円）  ＜物件紹介＞ 

 CONZE（コンツェ）恵比寿は、東京メトロ日比

谷線恵比寿駅から徒歩約2分、JR山手線・JR埼京

線恵比寿駅から徒歩約3分に立地し、地下1階から
8階の全フロアを飲食店で構成する建物です。恵

比寿駅周辺は、広尾から代官山、中目黒に連なる

外資系、ファッション系の企業の集積が進み、各

種メディアに多く取り上げられる注目度の高いエ
リアであり、飲食店立地としても今後が期待され

ます。 

  
＜特記事項＞ 

 本土地の隣地との境界の一部につき、隣地所有

者との間で境界確認が未了となっていますが、当

該隣地共有者の一部との境界確認書は存在してい

ます。なお、当該隣地と本土地の地積測量図につ

きましては、管轄法務局に保管されています。 

運 

用 
期 

間 

期別 第15期 第16期 

  

始期 自 平成22年8月 1日 自 平成23年 2月 1日 

終期 至 平成23年1月31日 至 平成23年 7月31日 

日数 184日  181日  

期末稼働率 87.6％ 87.6％

不動産賃貸事業収益 118,607  112,000 

  賃貸事業収入 98,433  94,341 

  
その他賃貸事業収
入 

20,174  17,658 

賃貸事業費用 54,299  53,931 

  水道光熱費 16,878  15,308 

  外注委託費 5,906  5,753 

  
プロパティ・マネ

ジメント報酬 
2,178  2,445 

  修繕費 688  1,263 

  公租公課 5,166  5,421 

  損害保険料 142  92 

  減価償却費等 18,692  18,790 

  
その他賃貸事業費

用 
4,644  4,855 

不動産賃貸事業利益 64,308  58,068 

減価償却費等控除前利

益（NOI） 
83,001  76,859  

資本的支出額 1,509  885  

期末算定価額 4,110,000  4,070,000  

期末貸借対照表計上額 4,991,964  4,974,060  

  土地 4,121,248  4,121,248  

  
上記土地以外の不
動産等（注） 

870,716  852,812  

(注) 「期末貸借対照表計上額」にその他無形固定資産として商標権（第15期

457千円、第16期416千円）及びソフトウエア（第15期1,454千円、第16期

1,264千円、）を含みます。 
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 (注1) 敷地権の共有です。 

 (注2） 一棟の建物の延床面積であり、ウェストについては、他の区分所有者の所有部分を含みます。本投資法人の所有に係るウェストの専有

部分の面積は、1,182.62㎡です。  

  

［R］代官山フォーラム 

物件名 代官山フォーラム 用途 商業施設 

特定資産の 

種類 
不動産  地域 東京都心5区地域・東急沿線地域

所在地 

(地番)＜イースト＞東京都渋谷区猿楽町33番18ほ

か 

   ＜ウェスト＞東京都渋谷区猿楽町33番1  
(住居表示) 東京都渋谷区猿楽町17番16号  

売主   個人5人  

最寄り駅から
の所要時間 

東急東横線「代官山」駅 徒歩約6分  
取得年月日 平成20年4月22日  

信託受託者 ― 

地積 (注1)  

＜イースト＞

942.30㎡ 
＜ウェスト＞

1,108.01㎡ 

 延床面積(注2)

＜イースト＞

1,441.57㎡ 
＜ウェスト＞

2,388.70㎡
信託契約 
期間満了日 

― 

構造・階数 

＜イースト＞鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階

付2階建 

＜ウェスト＞鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階
付5階建  取得価額 

 (土地) 3,727百万円 

 (建物)  409百万円 

 (合計) 4,136百万円 竣工年月 平成5年2月  

代表的 
テナント 

株式会社ジュン アシダ、株式会社ひらまつ、 
有限会社アートイン写観  

取得時 
鑑定評価額 

4,160百万円  

PM会社 東京急行電鉄株式会社  

所有形態 

(土地) ＜イースト＞ 

    所有権 
    ＜ウェスト＞ 

    所有権（共有持分割合 

    10,000分の6,413）  

(建物) 区分所有権  
PML 8.0％  
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＜賃貸借及び損益の状況＞         （単位：千円）  ＜物件紹介＞ 

 代官山フォーラムは旧山手通りのイメージに合

うように設計された2棟（イースト、ウェスト）

で構成され、ハイエンドなアパレルショップやフ

レンチレストラン等が入居しています。本投資法

人は、本物件のイーストの100％及びウェストの

約64％の持分を保有しています。 

  

＜特記事項＞ 

 なし 

運 

用 

期 

間 

期別 第15期 第16期 

  

始期 自 平成22年8月 1日 自 平成23年 2月 1日 

終期 至 平成23年1月31日 至 平成23年 7月31日 

日数 184日  181日  

期末稼働率 91.5％ 91.5％

不動産賃貸事業収益 97,611  94,431 

  賃貸事業収入 85,977  84,393 

  
その他賃貸事業収

入 
11,633  10,037 

賃貸事業費用 79,662  47,252 

  水道光熱費 10,312  8,266 

  外注委託費 12,995  12,956 

  
プロパティ・マネ

ジメント報酬 
3,628  2,072 

  修繕費 27,047  1,292 

  公租公課 10,493  11,147 

  損害保険料 466  442 

  減価償却費等 12,758  10,336 

  
その他賃貸事業費

用 
1,959  738 

不動産賃貸事業利益 17,948  47,179 

減価償却費等控除前利

益（NOI） 
30,707  57,515  

資本的支出額 7,003  ―  

期末算定価額 3,090,000  3,100,000  

期末貸借対照表計上額 4,150,553  4,140,216  

  土地 3,765,473  3,765,473  

  
土地以外の不動産

等 
385,079  374,743  
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(注1) 信託建物の敷地全体の面積（他の共有者の持分を含みます。）。この他に、世田谷区から公共溝渠使用許可を受けて、公衆用道路（260番

41）の上空をスカイブリッジとして、地下を駐車場地下通路、高圧電線等スペースとして使用しています。 

(注2) 信託建物一棟の延床面積（他の共有者の持分を含みます。）。なお、本物件を構成する8つの建物は、登記簿上も建築基準法上も一棟の建

物と認識されています。 

(注3) 本物件の他の共有者は、その共有持分（共有持分割合100分の45）を信託する信託（以下「他信託」といいます。）の受託者としての住友

信託銀行株式会社（以下「他信託受託者」といいます。）です。なお、他信託の受益者はレオ・プロパティ有限会社（以下「レオ・プロ

パティ」といいます。）であり、他信託の信託受益権の運用に係る指図は、インベスコ・グローバル・リアルエステート・アジアパシフ

ィック・インク（以下「IGRE」といいます。）により行われています。 

(注4) 東急コミュニティーは、(i)本投資法人、本資産運用会社及び信託受託者（以下総称して「本共有者グループ」といいます。）との間の定

期建物賃貸借契約兼プロパティ・マネジメント契約書（以下「本ML/PM契約」といいます。）、並びに、(ii) レオ・プロパティ、IGRE及

び他信託受託者（以下総称して「他共有者グループ」といいます。また、本共有者グループと他共有者グループを個別に「共有者グルー

プ」といいます。）との間の定期建物賃貸借契約兼プロパティ・マネジメント契約書（以下「他ML/PM契約」といいます。）に基づき、信

託建物を原則として一括賃借しかつPM業務を受託しています。なお、本ML/PM契約と他ML/PM契約は別個独立の契約であり、それぞれの契

約に基づく当事者間の権利義務も別個独立のものです。 

  

［O］世田谷ビジネススクエア

物件名 世田谷ビジネススクエア 用途 オフィス 

特定資産の 

種類 
信託不動産 地域 東急沿線地域 

所在地 

(地番)東京都世田谷区用賀四丁目260番2ほか 

(住居表示)東京都世田谷区用賀四丁目10番1号、2

号、3号、4号、5号、6号 

売主 
エス・ビー・エス・アセット・

ファンディング有限会社 

最寄り駅から

の所要時間 
東急田園都市線「用賀」駅 徒歩約1分 

取得年月日 平成15年9月11日 

信託受託者 住友信託銀行株式会社 

地積(注1) 21,315.68㎡ 延床面積(注2) 94,373.72㎡ 信託契約 

期間満了日 
平成28年3月31日 

構造・階数 
鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート・鉄骨

造陸屋根地下2階付28階建 

取得価額 

（土地）11,065百万円 

（建物）11,334百万円 

（合計）22,400百万円 
竣工年月 平成5年9月 

代表的 

テナント 

コヴィディエンジャパン株式会社 

株式会社東急コミュニティー  

日本オラクル株式会社 

取得時 

鑑定評価額 
22,400百万円 

PM会社(注4)  株式会社東急コミュニティー 
所有形態 

(注3) 

（土地）所有権（共有持分割合

100分の55） 

（建物）所有権（共有持分割合

100分の55） PML 2.8％ 
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＜賃貸借及び損益の状況＞        （単位：千円）  ＜物件紹介＞ 

 世田谷ビジネススクエアは東急田園都市線用賀駅に直結

する超高層ビルのタワー棟（地上28階建て）、中規模オフ

ィスビルのヒルズ棟（Ⅰ～Ⅳ）、店舗ビルのテラス棟

（Ⅰ、Ⅱ）及び地域公共施設のコミュニティテラスから構

成されています。立地は、国道246号線、環状8号線及び首

都高速3号線用賀ICからのアクセスが良く、鉄道も用賀駅か

ら渋谷駅まで約12分（大手町駅まで約27分）と、交通至便

のエリアです。 

＜特記事項＞ 

1. 本物件は、用賀駅周辺地区地区計画の「Ａ1地区（業

務中心地区）」に該当し、建ぺい率の最高限度は45％

とされています。 

2. 本共有者グループは、他共有者グループとの間で、平

成18年3月27日付で共有者間基本協定書を締結してい

ます。 

共有者間基本協定書では、①当該協定書締結日から5

年間は原則として本物件の共有物分割請求しない旨

（注2）、②土地共有持分と建物共有持分を分離して

譲渡又は担保設定しない旨、③他方の共有者グループ

の承諾を得ずに、共有持分及び／又は共有持分を信託

財産とする信託受益権（以下「共有持分等」といいま

す。）への担保設定しない旨、④共有持分等を第三者

へ譲渡する場合には、他方の共有者グループへの優先

買取手続（以下「本件優先買取手続」といいます。）

を経なければならない旨、⑤共有持分等を譲渡する場

合には、譲受人に当該協定書上の地位を承継させる

旨、⑥信託受託者は、東急コミュニティーがテナント

に対して負う敷金等返還債務を併存的に引受け、か

つ、当該債務の最終的な負担者となる旨、⑦信託受託

者は、テナントに対する敷金等返還債務相当額を信託

敷金口座に留保し、同口座から原則として移動させな

い旨及び⑧本ML/PM契約と他ML/PM契約は、所定の主要

条件に従い締結されるものとし、かかる主要条件を変

更又は修正するには、共有者グループ間の協議会にお

ける承認を要する旨等が定められています。 

なお、本共有者グループは、他共有者グループに対

し、他信託の信託受益権につき、レオ・プロパティが

質権を設定することを承諾しています。 

3. 不動産信託契約においては、信託受益権の譲渡又は質

権設定等については信託受託者の承諾が必要となりま

す。なお、信託受託者は、本件優先買取手続が履践さ

れたこと又は他共有者グループが本件優先買取手続を

履践しないことに書面により同意していること等を、

かかる承諾を行うについての条件とすることができる

ものとされています。 

運 

用 

期 

間 

期別 第15期 第16期 

  

始期 自 平成22年8月 1日 自 平成23年 2月 1日 

終期 至 平成23年1月31日 至 平成23年 7月31日 

日数 184日  181日  

期末稼働率 86.4％ 93.4％

不動産賃貸事業収益 1,088,119  1,071,512 

  賃貸事業収入 971,646  959,571 

  
その他賃貸事業収

入 
116,472  111,941 

賃貸事業費用 772,391  655,340 

  水道光熱費 193,634  176,002 

  外注委託費 128,336  118,775 

  
プロパティ・ 

マネジメント報酬 
35,157  39,855 

  修繕費 21,256  16,593 

  公租公課 129,644  136,573 

  損害保険料 4,050  3,539 

  減価償却費等 254,667  159,759 

  
その他賃貸事業費

用 
5,644  4,241 

不動産賃貸事業利益 315,727  416,171 

減価償却費等控除前利

益（NOI） 
570,395  575,930  

資本的支出額 5,765  3,697  

期末算定価額 19,900,000  20,300,000  

期末貸借対照表計上額 18,905,859  18,749,954  

  信託土地 11,081,787  11,081,787  

  

上記信託土地以外

の信託不動産等

（注1） 

7,824,071  7,668,166  

（注1) 「期末貸借対照表計上額」にその他無形固定資産として電気施設利用

権（第15期1,341千円、第16期1,254千円）及び水道施設利用権（第15期

5,774千円、第16期5,401千円、）を含みます。 

（注2) 平成23年3月28日特約により更に5年間更新されています。 
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［O］東急南平台町ビル 

物件名 東急南平台町ビル 用途 オフィス 

特定資産の 

種類 
信託不動産 地域 

東京都心5区地域・東急沿線地域

（渋谷） 

所在地 
(地番)東京都渋谷区南平台町12番3 

(住居表示)東京都渋谷区南平台町5番6号 
売主 

エヌ・エス・エス・アセット・

ファンディング有限会社 

最寄り駅から

の所要時間 

JR山手線等「渋谷」駅 徒歩約7分 

東京メトロ銀座線等「渋谷」駅 徒歩約7分 

東急東横線・田園都市線、京王井の頭線「渋谷」

駅 徒歩約7分 

取得年月日 平成15年9月11日 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会社 

地積 2,013.28㎡ 延床面積 7,003.88㎡ 信託契約 

期間満了日 
平成24年12月31日 

構造・階数 
鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付 

5階建 

取得価額 

（土地）2,968百万円 

（建物）1,691百万円 

（合計）4,660百万円 
竣工年月 平成4年7月 

テナント 東京急行電鉄株式会社 
取得時 

鑑定評価額 
4,660百万円 

PM会社 東京急行電鉄株式会社 
所有形態 

（土地）所有権 

（建物）所有権 
PML 7.9％ 

＜賃貸借及び損益の状況＞        （単位：千円）  ＜物件紹介＞ 

東急南平台町ビルは渋谷区に所在する5階建て

のオフィスビルで、東急電鉄が本社として使用し

ています。平成24年12月までの定期借家契約を締

結しており、収益の安定性に寄与しています。 

  

＜特記事項＞ 

なし 

運 

用 

期 

間 

期別 第15期 第16期 

  

始期 自 平成22年8月 1日 自 平成23年2月 1日 

終期 至 平成23年1月31日 至 平成23年7月31日 

日数 184日  181日  

期末稼働率 100.0％ 100.0％

不動産賃貸事業収益 182,376  182,376 

  賃貸事業収入 182,376  182,376 

  
その他賃貸事業収

入 
― ― 

賃貸事業費用 54,323  53,956 

  水道光熱費 ― ― 

  外注委託費 9,203  9,063 

  
プロパティ・マネ

ジメント報酬 
1,879  1,919 

  修繕費 1,839  2,234 

  公租公課 18,344  18,438 

  損害保険料 400  360 

  減価償却費等 20,981  21,075 

  
その他賃貸事業費

用 
1,674  864 

不動産賃貸事業利益 128,053  128,419 

減価償却費等控除前利

益（NOI） 
149,035  149,495  

資本的支出額 7,022  7,283  

期末算定価額 5,540,000  5,550,000  

期末貸借対照表計上額 4,284,817  4,271,026  

  信託土地 2,974,520  2,974,520  

  
上記信託土地以外

の信託不動産等 
1,310,297  1,296,505  
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(注1) 一棟の建物のすべての区分所有権が信託されています。 

(注2) 東京電力株式会社は賃借部分（地下2階及び地下3階）を変電所として利用しています。 

  

  

［O］東急桜丘町ビル 

物件名 東急桜丘町ビル 用途 オフィス 

特定資産の 

種類 
信託不動産 地域 

東京都心5区地域・東急沿線地域

（渋谷） 

所在地 
(地番)東京都渋谷区桜丘町109番9 

(住居表示)東京都渋谷区桜丘町31番2号 
売主 

エヌ・エス・エス・アセット・

ファンディング有限会社 

最寄り駅から

の所要時間 

JR山手線等「渋谷」駅 徒歩約5分 

東京メトロ銀座線等「渋谷」駅 徒歩約5分 

東急東横線・田園都市線、京王井の頭線「渋谷」

駅 徒歩約5分  

取得年月日 平成15年9月11日 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会社 

地積 1,013.03㎡ 延床面積 6,505.39㎡ 信託契約 

期間満了日 
平成24年12月31日 

構造・階数 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下3階付9階建 

取得価額 

（土地）5,223百万円 

（建物）1,396百万円 

（合計）6,620百万円 
竣工年月 昭和62年6月 

テナント 
東京急行電鉄株式会社 

東京電力株式会社(注2) 

取得時 

鑑定評価額 
6,620百万円 

PM会社 東京急行電鉄株式会社 
所有形態 

（土地）所有権 

（建物）区分所有権(注1) 
PML 11.1％ 

＜賃貸借及び損益の状況＞         （単位：千円）  ＜物件紹介＞ 

東急桜丘町ビルは渋谷区に所在する9階建ての

オフィスビルで、主に東急電鉄が本社（事業部

門）として使用しています。平成23年12月31日付
で東急電鉄との定期借家契約が終了するため、現

在、同社との間で再契約に向けた協議を行ってい

ます。  

  
＜特記事項＞ 

信託建物の一部（外壁耐火被覆）にアスベスト

含有吹付材が使用されています。かかるアスベス

ト含有吹付材は、法令に基づき、解体等廃棄する
際には飛散防止の処置が必要ですが、現状の使用

状態である限り、特段の支障はありません。定期

的に状態確認を行い、必要が生じれば是正措置を

とります。 

運 
用 

期 

間 

期別 第15期 第16期 

  

始期 自 平成22年8月 1日 自 平成23年2月 1日 

終期 至 平成23年1月31日 至 平成23年7月31日 

日数 184日  181日  

期末稼働率 100.0％ 100.0％

不動産賃貸事業収益 252,664  249,577 

  賃貸事業収入 242,295  240,394 

  
その他賃貸事業収

入 
10,368  9,183 

賃貸事業費用 69,253  68,865 

  水道光熱費 10,365  9,234 

  外注委託費 10,305  10,155 

  
プロパティ・マネ

ジメント報酬 
3,598  3,701 

  修繕費 1,031  3,299 

  公租公課 21,542  21,127 

  損害保険料 395  348 

  減価償却費等 20,289  20,130 

  
その他賃貸事業費

用 
1,725  867 

不動産賃貸事業利益 183,410  180,712  

減価償却費等控除前利
益（NOI） 

203,699  200,842  

資本的支出額 ― 1,081  

期末算定価額 8,260,000  8,110,000  

期末貸借対照表計上額 6,378,777  6,359,728  

  信託土地 5,233,294  5,233,294  

  
上記信託土地以外

の信託不動産等 
1,145,482  1,126,433  
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 (注1) 信託建物には事務所部分の他住居部分（8戸、合計賃貸可能面積654.62㎡）が含まれています。 

（注2） 平成23年4月1日付で株式会社東日カーライフグループから賃借人としての地位を承継しています。  

  

  

［O］東京日産台東ビル 

物件名 東京日産台東ビル 用途 オフィス 

特定資産の 

種類 
信託不動産 地域 東京都心5区地域 

所在地 
(地番)東京都台東区元浅草二丁目120番2ほか 

(住居表示)東京都台東区元浅草二丁目6番6号 
売主 

有限会社レプス・キャピタル・

コーポレーション 

最寄り駅から

の所要時間 

東京メトロ銀座線「稲荷町」駅 徒歩約3分 

都営地下鉄大江戸線「新御徒町」駅 徒歩約3分 

首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス「新御徒

町」駅 徒歩約4分 

JR山手線等「上野」駅 徒歩約10分 

取得年月日 平成15年9月11日 

信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社 

地積 1,718.45㎡ 
延床面積  

(注1)  
11,373.20㎡ 信託契約 

期間満了日 
平成29年11月30日 

構造・階数 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付10階建 

取得価額 

（土地）1,917百万円 

（建物）2,532百万円 

（合計）4,450百万円 
竣工年月 平成4年9月 

代表的 

テナント 

ミヤチテクノス株式会社 

日産ネットワークホールディングス株式会社（注

2） 

アタカ大機株式会社 

取得時 

鑑定評価額 
4,450百万円 

PM会社 株式会社東急コミュニティー  
所有形態 

（土地）所有権 

（建物）所有権 PML 7.4％ 

＜賃貸借及び損益の状況＞         （単位：千円）  ＜物件紹介＞ 
東京日産台東ビルは清洲橋通りに面する10階建

てのオフィスビルです。 

平成17年8月に首都圏新都市鉄道つくばエクス

プレス「新御徒町」駅が徒歩約4分に開業し、利
便性が更に向上しています。 

メインテナントの一社である日産ネットワーク

ホールディングス株式会社とは、1、2階及び地下

駐車場において定期借家契約を締結しており、収
益の安定性に寄与しています。 

  
＜特記事項＞ 

 信託建物の工作物（屋上フェンス）に関して
は、建築確認は受けているものの検査済証の交付

を受けていません。なお、構造安全上問題はない

旨の専門家の意見書を取得しています。 

運 

用 
期 

間 

期別 第15期 第16期 

  

始期 自 平成22年8月 1日 自 平成23年2月 1日 

終期 至 平成23年1月31日 至 平成23年7月31日 

日数 184日  181日  

期末稼働率  100.0％ 100.0％

不動産賃貸事業収益 227,377  221,347 

  賃貸事業収入 204,603  205,624 

  
その他賃貸事業収
入 

22,774  15,722 

賃貸事業費用 103,463  105,922 

  水道光熱費 15,988  15,128 

  外注委託費 19,991  19,906 

  
プロパティ・マネ

ジメント報酬 
4,789  5,004 

  修繕費 6,706  12,274 

  公租公課 20,411  20,523 

  損害保険料 601  511 

  減価償却費等 31,163  31,400 

  
その他賃貸事業費

用 
3,812  1,172 

不動産賃貸事業利益 123,913  115,424 

減価償却費等控除前利

益（NOI） 
155,077  146,825  

資本的支出額 13,665  ―  

期末算定価額 5,010,000  5,010,000  

期末貸借対照表計上額 3,840,802  3,809,401  

  信託土地 1,922,944  1,922,944  

  
上記信託土地以外
の信託不動産等 

1,917,857  1,886,456  
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［O］TOKYU REIT赤坂檜町ビル

物件名 TOKYU REIT赤坂檜町ビル 用途 オフィス 

特定資産の 

種類 
信託不動産 地域 東京都心5区地域 

所在地 
(地番)東京都港区赤坂六丁目1401番ほか 

(住居表示)東京都港区赤坂六丁目14番15号 
売主 

ティーアール・アセット・ファン

ディング有限会社 

最寄り駅から

の所要時間 
東京メトロ千代田線「赤坂」駅 徒歩約4分 

取得年月日 平成15年9月10日 

信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社 

地積 866.61㎡ 延床面積 4,058.92㎡ 信託契約 

期間満了日 
平成29年11月30日 

構造・階数 鉄筋コンクリート造陸屋根7階建 

取得価額 

（土地）2,945百万円 

（建物） 624百万円 

（合計）3,570百万円 
竣工年月 昭和59年8月 

テナント 

株式会社キュー・テック 

株式会社セブン-イレブン・ジャパン  

有限会社レナージュ  

取得時 

鑑定評価額 
3,570百万円 

PM会社 株式会社東急コミュニティー  
所有形態 

（土地）所有権 

（建物）所有権 
PML 11.2％ 

  

＜賃貸借及び損益の状況＞        （単位：千円）  ＜物件紹介＞ 

TOKYU REIT赤坂檜町ビルは赤坂通りに面する7

階建てのオフィスビルです。 

近隣は大規模な事務所ビルや複合商業施設も多

く、平成19年開業の東京ミッドタウンや平成20年

開業の赤坂サカス等、大規模再開発に伴い繁華性

が高まっています。 

  

＜特記事項＞ 

 なし  

運 

用 

期 

間 

期別 第15期 第16期 

  

始期 自 平成22年8月 1日 自 平成23年2月 1日 

終期 至 平成23年1月31日 至 平成23年7月31日 

日数 184日  181日  

期末稼働率 92.5％ 95.0％

不動産賃貸事業収益 128,414  139,447 

  賃貸事業収入 108,712  109,978 

  
その他賃貸事業収

入 
19,702  29,469 

賃貸事業費用 47,421  49,577 

  水道光熱費 14,605  13,628 

  外注委託費 7,750  7,500 

  
プロパティ・マネ

ジメント報酬 
2,459  2,573 

  修繕費 974  3,265 

  公租公課 8,205  8,234 

  損害保険料 220  188 

  減価償却費等 9,893  9,971 

  
その他賃貸事業費

用 
3,313  4,216 

不動産賃貸事業利益 80,992  89,870 

減価償却費等控除前利

益（NOI） 
90,885  99,842  

資本的支出額 1,890  ―  

期末算定価額 3,960,000  4,030,000  

期末貸借対照表計上額 3,463,985  3,454,013  

  信託土地 2,950,298  2,950,298  

  
上記信託土地以外

の信託不動産等 
513,686  503,715  

2011/10/26 10:13:2911784346_有価証券報告書_20111026101317

- 105 -



  

  

［O］TOKYU REIT蒲田ビル 

物件名 TOKYU REIT蒲田ビル 用途 オフィス 

特定資産の 

種類 
信託不動産 地域 東急沿線地域 

所在地 
(地番)東京都大田区蒲田五丁目13番7 

(住居表示)東京都大田区蒲田五丁目13番23号 
売主 

蒲田アセット・ファンディング特

定目的会社 

最寄り駅から

の所要時間 

JR京浜東北線「蒲田」駅 徒歩約2分 

東急多摩川線・池上線「蒲田」駅 徒歩約2分 

取得年月日 平成15年9月10日 

信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社 

地積 1,642.86㎡ 延床面積 10,244.51㎡ 信託契約 

期間満了日 
平成29年11月30日 

構造・階数 
鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付9

階建 

取得価額 

（土地）2,161百万円 

（建物）2,558百万円 

（合計）4,720百万円 
竣工年月 平成4年2月 

代表的 

テナント 

株式会社富士通アドバンストソリューションズ 

大日本塗料株式会社 

キヤノンソフトウェア株式会社 

取得時 

鑑定評価額 
4,720百万円 

PM会社 東京急行電鉄株式会社 
所有形態 

（土地）所有権 

（建物）所有権 
PML 7.7％ 

＜賃貸借及び損益の状況＞        （単位：千円）  ＜物件紹介＞ 

TOKYU REIT蒲田ビルは大田区役所に近接する9

階建てのオフィスビルです。蒲田は東京市区人口

第3位である大田区の中心地で、蒲田駅は東急線2

線とJR線が交差する交通至便のターミナル駅で

す。将来的に、東急多摩川線が京浜急行空港線と

結ばれることになった場合、さらに利便性が高ま

る可能性を秘めています（運輸政策審議会答申第

18号）。 

  

＜特記事項＞ 

信託建物の工作物設置工事（建物屋上の外壁部

分）に関しては、建築確認を受けているものの、

検査済証の交付を受けていません。なお、構造安

全上問題はない旨の専門家の意見書を取得してい

ます。 

運 

用 

期 

間 

期別 第15期 第16期 

  

始期 自 平成22年8月 1日 自 平成23年2月 1日 

終期 至 平成23年1月31日 至 平成23年7月31日 

日数 184日  181日   

期末稼働率 88.4％ 100.0％

不動産賃貸事業収益 255,292  259,574 

  賃貸事業収入 233,707  239,556 

  
その他賃貸事業収

入 
21,584  20,017 

賃貸事業費用 118,818  136,548 

  水道光熱費 37,694  35,013 

  外注委託費 16,751  15,367 

  
プロパティ・マネ

ジメント報酬 
4,744  5,824 

  修繕費 4,465  23,093 

  公租公課 18,943  19,447 

  損害保険料 522  423 

  減価償却費等 32,853  32,786 

  
その他賃貸事業費

用 
2,844  4,591 

不動産賃貸事業利益 136,473  123,026 

減価償却費等控除前利

益（NOI） 
169,326  155,812  

資本的支出額 3,536  1,957  

期末算定価額 6,600,000  5,990,000  

期末貸借対照表計上額 4,147,053  4,116,224  

  信託土地 2,165,631  2,165,631  

  
上記信託土地以外

の信託不動産等 
1,981,421  1,950,592  
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（注1）敷地権の共有です。 
（注2）一棟の建物の面積であり、他の区分所有者の所有部分を含みます。本投資法人の区分所有権及び区分所有権の共有部分の保有割合による

専有部分の面積は、10,787.59㎡です。  
（注3）平成16年12月15日に区分所有権（床面積9,688.59㎡、敷地権割合100,000分の73,585）を取得しています。 
（注4）平成19年9月21日に区分所有権（床面積865.14㎡、敷地権割合100,000分の8,579）を取得しています。 
（注5）平成19年9月21日に区分所有権（床面積139.93㎡、敷地権割合100,000分の1,322）を取得しています。 
（注6）平成19年10月26日に区分所有権（床面積93.93㎡、敷地権割合100,000分の1,166）を取得しています。 
（注7）平成23年10月31日をもって賃貸借契約を解約することに平成23年9月30日付で合意しています。 
  

［O］TOKYU REIT虎ノ門ビル 

物件名 TOKYU REIT虎ノ門ビル 用途 オフィス 

特定資産の 

種類 
不動産 地域 東京都心5区地域 

所在地 
（地番）東京都港区虎ノ門三丁目45番6 

（住居表示）東京都港区虎ノ門三丁目17番1号 
売主 

①藤田観光株式会社 

②藤田観光株式会社 

③個人4名 
④個人1名 

最寄り駅から

の所要時間 

東京メトロ日比谷線「神谷町」駅 徒歩約1分、 

銀座線「虎ノ門」駅 徒歩約9分 

都営地下鉄三田線「御成門」駅 徒歩約9分 

取得年月日 

①平成16年12月15日（注3）  

②平成19年 9月21日（注4）  

③平成19年 9月21日（注5）  

④平成19年10月26日（注6）  

信託受託者 ― 

地積（注1） 1,728.38㎡ 延床面積(注2) 15,343.73㎡ 信託契約 

期間満了日 
― 

構造・階数 
鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造陸屋

根地下2階付9階建 
取得価額 

（土地） 7,971百万円 
（建物） 2,098百万円 

（合計）10,070百万円 竣工年月 昭和63年4月 

代表的 

テナント 

独立行政法人原子力安全基盤機構(注7) 

一般財団法人リモート・センシング技術センター 

大東企業株式会社  

取得時 

鑑定評価額 

①8,640百万円 

②③④1,428百万円 

PM会社 東京急行電鉄株式会社 

所有形態 

（土地）所有権（共有持分割合
100,000分の84,652） 

（建物）区分所有権及び 

    区分所有権の共有  
PML 7.2％ 

＜賃貸借及び損益の状況＞        （単位：千円）  ＜物件紹介＞ 
TOKYU REIT虎ノ門ビルは、東京メトロ日比谷線

神谷町駅から徒歩約1分に立地し、国道1号線（桜
田通り）に面しています。平成21年にエレベータ
ホールのリニューアル工事、平成22年に空調機更
新工事、平成23年にはOAフロア設置工事を行い、
オフィス集積エリア内での競争力維持を図ってい
ます。  
  

＜特記事項＞ 
1. 本物件の所有者間には各々の区分所有権につ

いて相互に優先譲渡の権利を有する合意があ
ります。 

2. 本物件で使用中の一部変圧器内絶縁油には、
基準値を超える微量のPCBを含有しており、
東京都環境局等に対し、「使用中のPCB製品
の使用状況報告書」を提出済です。なお、か
かるPCB含有機器について、使用を中止する
場合には、法令に基づき適切に保管あるいは
処分が必要ですが、絶縁油が機器内に密閉さ
れている状態において、使用継続に特段の法
令違反はありません。 

運 
用 
期 
間 

期別 第15期 第16期 

  

始期 自 平成22年8月 1日 自 平成23年2月 1日

終期 至 平成23年1月31日 至 平成23年7月31日

日数 184日  181日   

期末稼働率 76.6％ 88.3％

不動産賃貸事業収益 327,031  333,095 

  賃貸事業収入 307,960  315,223 

  
その他賃貸事業収
入 

19,071  17,872 

賃貸事業費用 191,958  194,600 

  水道光熱費 22,202  20,771 

  外注委託費 32,064  32,338 

  
プロパティ・マネ
ジメント報酬 

6,882  7,639 

  修繕費 5,218  4,769 
  公租公課 30,883  31,395 

  損害保険料 598  386 

  減価償却費等 35,870  36,477 

  
その他賃貸事業費
用 

58,237  60,822 

不動産賃貸事業利益 135,072  138,495 
減価償却費等控除前利
益（NOI） 

170,942  174,973  

資本的支出額 50,446  11,497  

期末算定価額 10,200,000  9,350,000  

期末貸借対照表計上額 9,947,063  9,922,083  

  土地 8,102,562  8,102,562  

  
上記土地以外の不
動産等 

1,844,501  1,819,520  
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［O］TOKYU REIT八丁堀ビル 

物件名 TOKYU REIT八丁堀ビル  用途 オフィス 

特定資産の 

種類 
信託不動産 地域 東京都心5区地域 

所在地 
(地番)東京都中央区八丁堀二丁目104番1ほか 
(住居表示)東京都中央区八丁堀二丁目7番1号 

売主   GEリアル・エステート株式会社 

最寄り駅から

の所要時間 

東京メトロ日比谷線「八丁堀」駅 徒歩約3分、 

東西線「茅場町」駅 徒歩約6分 

JR山手線等「東京」駅 徒歩約10分 
都営地下鉄浅草線「宝町」駅 徒歩約6分 

取得年月日 平成18年9月29日 

信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社 

地積 974.32㎡ 延床面積 8,810.21㎡ 信託契約 

期間満了日 
平成32年9月30日 

構造・階数 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付9階建 

取得価額 

（土地）5,467百万円 

（建物）1,533百万円 
（合計）7,000百万円 

竣工年月 昭和40年9月 

代表的 

テナント 

東海興業株式会社、ポレール特許業務法人、 

株式会社ユニバーサルホーム 

取得時 

鑑定評価額 
7,310百万円 

PM会社 株式会社東急コミュニティー  
所有形態 

（土地）所有権 

（建物）所有権 
PML 4.0％ 

＜賃貸借及び損益の状況＞        （単位：千円）  ＜物件紹介＞ 
 TOKYU REIT八丁堀ビルは、東京駅八重洲エリアか
ら連なる伝統的なオフィス集積地である八丁堀エリ
アに立地し、基準階貸室面積が200坪の大型オフィ
スビルです。利便性の高い交通アクセスは、東京メ
トロ日比谷線八丁堀駅から徒歩約3分のほか複数の
駅が利用可能です。 
 また、平成11年以降、外装、エントランス、エレ
ベーターホール等意匠面の全面改修を施し、平成17
年には免震化工事を実施して建築基準法に定める新
耐震構造を大幅に上回る耐震性能とする等、適切な
リニューアルにより市場競争力を維持してきた物件
です。 
  
＜特記事項＞ 
1. 北側道路境界において5cm程度境界石の越境が

確認されています。エンジニアリングレポート
においては、補修費用を1,000千円と査定して
おり、必要に応じ補修を行います。 

2. 信託建物は既存不適格物件であり、現行の建築
関連諸法令に必ずしも合致するものではありま
せん。特に容積率については現状の指定容積率
600％に対し、現建物は895％となっているた
め、建替時には現在と同規模の建物が建築でき
ない場合があります。 

3. 信託建物の一部（地下2階機械室等）にアスベ
スト含有吹付被覆が確認されています。これら
の被覆には飛散防止剤の塗布などが施されたう
え、更に囲い込み工事が完了しています。ただ
し、建物の改修、解体等を実施する際には法令
に従い措置をとる必要があります。 

4. 平成21年7月及び平成22年1月に実施した電気工
事に伴って取り外した照明安定器の中に、PCB
を含有する安定器が計48台あることが確認され
ました。本機器については、法令に基づき適切
に密閉保管しており、東京都環境局に「PCB廃
棄物の保管届出書」を提出しています。 

運 

用 

期 
間 

期別 第15期 第16期 

  

始期 自 平成22年8月 1日 自 平成23年2月 1日 

終期 至 平成23年1月31日 至 平成23年7月31日 

日数 184日  181日   

期末稼働率 100.0％ 100.0％

不動産賃貸事業収益 218,942  207,683 

  賃貸事業収入 202,667  194,748 

  
その他賃貸事業収

入 
16,275  12,935 

賃貸事業費用 84,346  88,830 

  水道光熱費 17,091  14,848 

  外注委託費 16,795  15,124 

  
プロパティ・マネ

ジメント報酬 
4,426  4,615 

  修繕費 1,045  9,823 

  公租公課 9,608  9,683 

  損害保険料 460  432 

  減価償却費等 33,034  33,038 

  
その他賃貸事業費

用 
1,885  1,263 

不動産賃貸事業利益 134,595  118,852 

減価償却費等控除前利

益（NOI） 
167,630  151,891  

資本的支出額 ― 993  

期末算定価額 5,370,000  5,320,000  

期末貸借対照表計上額 6,914,981  6,882,935  

  信託土地 5,638,709  5,638,709  

  
上記信託土地以外

の信託不動産等 
1,276,271  1,244,226  
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［O］赤坂四丁目ビル（東急エージェンシー本社ビル） 

物件名 赤坂四丁目ビル（東急エージェンシー本社ビル） 用途 オフィス 

特定資産の 

種類 
信託不動産 地域 東京都心5区地域 

所在地 
(地番)東京都港区赤坂四丁目806番、819番 

(住居表示)東京都港区赤坂四丁目8番18号 
売主   

アミット・インベストメント有

限会社 

最寄り駅から
の所要時間 

東京メトロ銀座線・丸ノ内線「赤坂見附」駅 徒
歩約4分、半蔵門線等「永田町」駅 徒歩約4分 

取得年月日 平成20年1月31日 

信託受託者 中央三井信託銀行株式会社 

地積 712.49㎡ 延床面積 5,002.36㎡ 信託契約 

期間満了日 
平成30年1月31日 

構造・階数 
鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付9
階建 

取得価額 

（土地）7,040百万円 

（建物）1,460百万円 

（合計）8,500百万円 
竣工年月 平成15年2月 

テナント 株式会社東急エージェンシー 
取得時 

鑑定評価額 
8,500百万円 

PM会社 株式会社東急コミュニティー  
所有形態 

（土地）所有権 
（建物）所有権 

PML 3.9％ 

  

＜賃貸借及び損益の状況＞        （単位：千円）  ＜物件紹介＞ 

 赤坂四丁目ビル（東急エージェンシー本社ビル）

は、中央官公庁が集積する霞ヶ関・永田町地区に近

い赤坂周辺エリアに立地するオフィスビルです。 

 東京メトロの5線が利用可能な赤坂見附駅・永田

町駅から徒歩約4分と利便性が高く、2,700mmの天井

高や個別空調等のオフィススペックにも優れた物件

です。テナントとして、株式会社東急エージェンシ

ーが入居しており、平成20年1月31日（本物件取得

日）を開始日とする5年間の定期借家契約を締結す

ることで、収益の安定性に寄与しています。 

  

＜特記事項＞ 

 南東側区道において、官民境界と現況利用とに相

違がありますが、現状の権利関係及び建物の利用に

問題ない旨を港区役所に確認しています。 

運 

用 

期 

間 

期別 第15期 第16期 

  

始期 自 平成22年8月 1日 自 平成23年2月 1日 

終期 至 平成23年1月31日 至 平成23年7月31日 

日数 184日  181日   

期末稼働率 100.0％ 100.0％

不動産賃貸事業収益 204,346  202,346 

  賃貸事業収入 193,002  193,002 

  
その他賃貸事業収

入 
11,344  9,344 

賃貸事業費用 76,876  77,655 

  水道光熱費 9,239  8,409 

  外注委託費 8,329  8,204 

  
プロパティ・マネ

ジメント報酬 
2,853  2,916 

  修繕費 187  2,527 

  公租公課 17,814  17,237 

  損害保険料 295  260 

  減価償却費等 37,192  37,201 

  
その他賃貸事業費

用 
964  896 

不動産賃貸事業利益 127,470  124,690 

減価償却費等控除前利

益（NOI） 
164,662  161,892  

資本的支出額 ― 571  

期末算定価額 6,760,000  6,790,000  

期末貸借対照表計上額 8,309,620  8,272,990  

  信託土地 7,063,936  7,063,936  

  
上記信託土地以外

の信託不動産等 
1,245,684  1,209,053  
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［O］東急池尻大橋ビル 

物件名 東急池尻大橋ビル 用途 オフィス  

特定資産の 

種類 
信託不動産  地域 東急沿線地域  

所在地 
(地番)東京都目黒区東山三丁目1050番ほか 

(住居表示)東京都目黒区東山三丁目8番1号  
売主   KIリアルティ有限会社  

最寄り駅から

の所要時間 
東急田園都市線「池尻大橋」駅 徒歩約5分  

取得年月日 平成20年3月28日  

信託受託者 住友信託銀行株式会社  

地積  2,382.67㎡ 延床面積 7,619.56㎡ 信託契約 
期間満了日 

平成25年2月28日  

構造・階数 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根7階建  

取得価額 
 (土地) 4,406百万円 
 (建物) 1,074百万円 

 (合計) 5,480百万円 
竣工年月 平成元年10月  

代表的 

テナント 

東急バス株式会社、トップツアー株式会社、 

東急ファシリティサービス株式会社 

取得時 

鑑定評価額 
5,500百万円  

PM会社 東京急行電鉄株式会社  
所有形態 

（土地）所有権  
（建物）所有権  PML 5.8％  

＜賃貸借及び損益の状況＞        （単位：千円）  ＜物件紹介＞ 

 東急池尻大橋ビルが立地する東急田園都市線池

尻大橋駅周辺エリアは、渋谷駅周辺エリアの需要

の受け皿としての安定的な需要を見込むことので

きる地域です。 

 本物件は四方が道路に面し、延床面積（約7,700

㎡）や基準階面積（約1,000㎡）、整形なフロア形

状等から、池尻大橋駅周辺エリアの中でも稀少

性・競争力を有する物件です。 

  

＜特記事項＞ 

 なし 

運 

用 

期 

間 

期別 第15期 第16期 

  

始期 自 平成22年8月 1日 自 平成23年2月 1日 

終期 至 平成23年1月31日 至 平成23年7月31日 

日数 184日  181日   

期末稼働率 81.8％ 100.0％

不動産賃貸事業収益 189,893  170,747 

  賃貸事業収入 175,005  158,798 

  
その他賃貸事業収

入 
14,887  11,948 

賃貸事業費用 75,307  78,301 

  水道光熱費 14,728  13,574 

  外注委託費 12,430  10,108 

  
プロパティ・マネ

ジメント報酬 
3,990  4,050 

  修繕費 4,248  12,114 

  公租公課 12,689  13,143 

  損害保険料 338  292 

  減価償却費等 25,214  21,043 

  
その他賃貸事業費

用 
1,666  3,975 

不動産賃貸事業利益 114,585  92,445 

減価償却費等控除前利

益（NOI） 
139,800  113,488  

資本的支出額 122,546  9,305  

期末算定価額 4,330,000  4,470,000  

期末貸借対照表計上額 5,527,504  5,515,766  

  信託土地 4,419,276  4,419,276  

  
上記信託土地以外

の信託不動産等 
1,108,228  1,096,489  
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［O］麹町スクエア 

物件名 麹町スクエア 用途 オフィス  

特定資産の 

種類 
信託不動産  地域 東京都心5区地域  

所在地 
(地番)東京都千代田区二番町3番9、3番3 

(住居表示)東京都千代田区二番町3番地  
売主   

ベルデ・インベストメント有限

会社  

最寄り駅から

の所要時間 

東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩約1分、 

半蔵門線「半蔵門」駅 徒歩約7分、南北線「市
ヶ谷」駅 徒歩約8分、丸ノ内線「四ツ谷」駅 

徒歩約10分 

JR総武線「市ヶ谷」駅 徒歩約7分 

中央線・総武線「四ツ谷」駅 徒歩約8分  
都営地下鉄新宿線「市ヶ谷」駅 徒歩約8分 

取得年月日 平成22年3月19日  

信託受託者 中央三井信託銀行株式会社  

地積 1,269.24㎡ 延床面積 6,803.47㎡ 信託契約 
期間満了日 

平成32年3月18日  

構造・階数 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付7階建

取得価額 
 (土地) 6,872百万円 
 (建物) 2,158百万円 

 (合計) 9,030百万円 
竣工年月 平成15年1月  

代表的 

テナント 

独立行政法人科学技術振興機構 

自動車安全運転センター、財団法人建設業技術者

センター  

取得時 

鑑定評価額 
9,100百万円  

PM会社 株式会社東急コミュニティー  
所有形態 

（土地）所有権  

（建物）所有権  PML 4.8％  

＜賃貸借及び損益の状況＞         （単位：千円）  ＜物件紹介＞ 

 麹町スクエアは、東京メトロ有楽町線「麹町」

駅より徒歩約1分のほか、「市ヶ谷」駅、「四ツ

谷」駅、「半蔵門」駅など複数の路線と駅が利用

可能な好立地であり、伝統と歴史的なエリアイメ

ージ、永田町・霞ヶ関との近接性、閑静な環境の

良さ等を求めるテナントの需要が見込まれます。 

   

＜特記事項＞ 

1. 北側区道において、官民境界と現況利用とに
相違がありますが、現状の権利関係及び建物
の利用に問題ない旨を千代田区役所に確認し
ています。 

2. 信託土地の北側に接面している道路について
は、本書の日付現在の境界線から信託土地側
に向けて拡幅される旨の都市計画決定が昭和
21年になされており、当該部分（約15㎡）に
は都市計画法に基づく建築制限があるもの
の、信託建物はセットバック済です（なお、
事業決定の具体的時期等については、本書の
日付現在未定です。）。 

  

運 

用 

期 

間 

期別 第15期 第16期 

  

始期 自 平成22年8月 1日 自 平成23年2月 1日

終期 至 平成23年1月31日 至 平成23年7月31日

日数 184日 181日 

期末稼働率 100.0％ 100.0％ 

不動産賃貸事業収益 305,987  290,019 

  賃貸事業収入 290,506  277,562 

  
その他賃貸事業収

入 
15,481  12,456 

賃貸事業費用 91,895  105,556 

  水道光熱費 14,369  12,797 

  外注委託費 9,960  10,073 

  
プロパティ・マネ

ジメント報酬 
6,526  6,210 

  修繕費 45  596 

  公租公課 ― 14,215 

  損害保険料 392  369 

  減価償却費等 59,486  59,508 

  
その他賃貸事業費

用 
1,115  1,785 

不動産賃貸事業利益 214,091  184,463 

減価償却費等控除前利

益（NOI） 
273,577  243,971  

資本的支出額 ― 767  

期末算定価額 8,610,000  7,940,000  

期末貸借対照表計上額 8,951,032  8,892,291  

  信託土地 6,887,861  6,887,861  

  
上記信託土地以外

の信託不動産等 
2,063,170  2,004,429  
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（注1）平成23年3月1日に名称変更しています（旧オリックス新宿ビル）。  

（注2）平成23年4月1日付で株式会社JTB首都圏から賃借人としての地位を承継しています。 

  

   

［O］TOKYU REIT新宿ビル 

物件名 TOKYU REIT新宿ビル（注1） 用途 オフィス  

特定資産の 

種類 
不動産  地域 東京都心5区地域  

所在地 
(地番)東京都新宿区新宿四丁目2番3ほか 

(住居表示)東京都新宿区新宿四丁目3番25号  
売主   オリックス不動産投資法人  

最寄り駅から

の所要時間 

東京メトロ丸ノ内線・副都心線「新宿三丁目」駅

徒歩約1分 
JR山手線等「新宿」駅 徒歩約4分 

都営地下鉄新宿線・大江戸線「新宿」駅 徒歩約

6分 

京王線「新宿」駅 徒歩約6分 
小田急小田原線「新宿」駅 徒歩約7分  

取得年月日 平成22年3月26日  

信託受託者 ― 

地積 1,113.87㎡ 延床面積 8,720.09㎡ 信託契約 
期間満了日 

― 

構造・階数 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根10階建  

取得価額 
 (土地) 7,425百万円 
 (建物) 1,575百万円 

 (合計) 9,000百万円 
竣工年月 平成15年5月  

代表的 

テナント 

オリックス株式会社、株式会社JTB法人東京（注

2）、大同生命保険株式会社 

取得時 

鑑定評価額 
9,790百万円  

PM会社 東京急行電鉄株式会社  
所有形態 

（土地）所有権  
（建物）所有権  PML 4.2％  

＜賃貸借及び損益の状況＞         （単位：千円）  ＜物件紹介＞ 

 TOKYU REIT新宿ビルが立地する新宿エリアは、

日本最大級のターミナル駅である「新宿」駅を基

点に形成されており、都内屈指の商業繁華性を有

し、駅周辺には大型商業店舗を始め多数の商業ビ

ルが集積しています。こうした地域特性を背景

に、営業・サービス関連企業など集客性・繁華性

を重視する企業に対する高い立地訴求力を発揮す

ることが見込まれます。 

   

＜特記事項＞ 

  本土地の一部について、東京メトロ副都心線の

出入り口設置のため、地上権者を東京地下鉄株式

会社、目的を地下鉄道駅出入口等敷設、存続期間

を地下鉄道構築物存続中とする区分地上権が設定

されています。当該地上権の地代は発生しませ

ん。  

  

運 

用 

期 

間 

期別 第15期 第16期 

  

始期 自 平成22年8月 1日 自 平成23年2月 1日 

終期 至 平成23年1月31日 至 平成23年7月31日 

日数 184日 181日 

期末稼働率 100.0％ 100.0％ 

不動産賃貸事業収益 303,224  294,492 

  賃貸事業収入 285,688  276,724 

  
その他賃貸事業収

入 
17,535  17,767 

賃貸事業費用 78,916  100,011 

  水道光熱費 19,668  18,360 

  外注委託費 10,773  10,773 

  
プロパティ・マネ

ジメント報酬 
6,381  6,217 

  修繕費 437  595 

  公租公課 14  21,992 

  損害保険料 444  410 

  減価償却費等 40,768  40,868 

  
その他賃貸事業費

用 
427  792 

不動産賃貸事業利益 224,308  194,481 

減価償却費等控除前利

益（NOI） 
265,077  235,349  

資本的支出額 328  1,247  

期末算定価額 9,780,000  9,690,000  

期末貸借対照表計上額 9,294,259  9,254,638  

  土地 7,708,328  7,708,328  

  
上記土地以外の不

動産等 
1,585,930  1,546,309  
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（注）一棟の建物のすべての区分所有権が信託されています。 

  

  

［O］秋葉原三和東洋ビル 

物件名 秋葉原三和東洋ビル 用途 オフィス  

特定資産の 

種類 
信託不動産  地域 東京都心5区地域 

所在地 
(地番)東京都千代田区外神田三丁目50番5ほか 

(住居表示)東京都千代田区外神田三丁目16番8号 
売主   合同会社アソーク 

最寄り駅から
の所要時間 

東京メトロ銀座線「末広町」駅 徒歩約1分 

JR山手線等「秋葉原」駅 徒歩約7分 
首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス「秋葉原」

駅 徒歩約9分  

取得年月日 平成22年10月29日  

信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社  

地積 795.33㎡ 延床面積 5,704.69㎡ 信託契約 

期間満了日 
平成32年10月31日 

構造・階数 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付8階建  

取得価額 

 (土地) 3,900百万円 

 (建物)   700百万円 

 (合計) 4,600百万円 
竣工年月 昭和60年9月  

代表的 

テナント 

株式会社三菱東京UFJ銀行 

オーエスエレクトロニクス株式会社 
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社  

取得時 

鑑定評価額 
4,820百万円  

PM会社 株式会社東急コミュニティー 
所有形態 

（土地）所有権  

（建物）区分所有権（注） PML 11.8％  

＜賃貸借及び損益の状況＞          （単位：千円）   ＜物件紹介＞ 

 秋葉原三和東洋ビルが立地する秋葉原駅周辺地

区は、かねてより「秋葉原電気街」として全国的

にも知名度が高く、銀座や渋谷に並ぶ注目度の高

いエリアです。  

 本物件は、渋谷から上野・浅草を結ぶ東京メト

ロ銀座線「末広町」駅に直結し、中央通りと蔵前

橋通りの交差点角地に位置します。交通利便性に

加え視認性も非常に高く、稀少性のある物件であ

るといえます。 

  

＜特記事項＞ 

 信託土地の北側及び東側に接面している道路に

ついては、本書の日付現在の境界線から信託土地

側に向けて拡幅される旨の都市計画決定がなされ

ており、当該部分（約12㎡）には都市計画法に基

づく建築制限があるものの、信託建物はセットバ

ック済です（なお、事業決定の具体的時期等につ

いては、本書の日付現在、未定です。）。なお、

本書の日付現在、信託建物は、当該セットバック

部分を除いたとしても、適用される建ぺい率及び

容積率の範囲内となるように建築されています。 

  

運 

用 

期 

間 

期別 第15期 第16期 

  

始期 自 平成22年10月29日 自 平成23年2月 1日

終期 至 平成23年 1月31日 至 平成23年7月31日

日数 95日 181日 

期末稼働率 100.0％ 100.0％ 

不動産賃貸事業収益 85,279  174,500 

  賃貸事業収入 79,990  164,171 

  
その他賃貸事業収

入 
5,289  10,329 

賃貸事業費用 21,481  52,611 

  水道光熱費 3,782  7,414 

  外注委託費 2,555  4,928 

  
プロパティ・マネ

ジメント報酬 
1,809  3,748 

  修繕費 367  560 

  公租公課 8  20,130 

  損害保険料 157  255 

  減価償却費等 9,442  14,181 

  
その他賃貸事業費

用 
3,356  1,391 

不動産賃貸事業利益 63,798  121,889 

減価償却費等控除前利

益（NOI） 
73,241  136,071  

資本的支出額 480  134  

期末算定価額 4,900,000  4,940,000  

期末貸借対照表計上額 4,700,792  4,686,744  

  信託土地 3,992,024  3,992,024  

  
上記信託土地以外

の信託不動産等 
708,767  694,720  
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（注1）駐車場部分（41.74㎡）を含みます。 

（注2）一棟の建物のすべての区分所有権が信託されています。 

  

  

  

［O］木場永代ビル 

物件名 木場永代ビル 用途 オフィス  

特定資産の 

種類 
信託不動産  地域 その他  

所在地 
(地番)東京都江東区東陽三丁目21番5ほか 

(住居表示)東京都江東区東陽三丁目7番13号  
売主   合同会社アソーク 

最寄り駅から

の所要時間 
東京メトロ東西線「木場」駅 徒歩約2分  

取得年月日 平成22年10月29日  

信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社 

地積 1,259.52㎡ 延床面積(注1) 7,513.09㎡ 信託契約 
期間満了日 

平成32年10月31日 

構造・階数 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根10階建  

取得価額 
 (土地) 2,431百万円 
 (建物) 1,569百万円 

 (合計) 4,000百万円 
竣工年月 平成4年2月  

代表的 

テナント 

日本ヒルズ・コルゲート株式会社 

株式会社エステーエス 

三菱マテリアルテクノ株式会社  

取得時 

鑑定評価額 
4,460百万円  

PM会社 株式会社東急コミュニティー 
所有形態 

（土地）所有権  

（建物）区分所有権(注2)  PML 7.3％  

＜賃貸借及び損益の状況＞          （単位：千円）   ＜物件紹介＞ 

 木場永代ビルが立地する東陽町エリアは、「東

京」駅より東に約4kmと、都心への近接性に優れ、

大手企業の関連会社や取引会社からの需要を見込

めます。また、都心アクセスの良さに比して賃料

水準が低いため、業種を問わずリストラに伴うオ

フィス移転需要も見込むことができます。過去14

年間の空室率は、東京23区平均及び都心5区平均と

比較しても、低位に推移しており、今後も安定的

なパフォーマンスが期待されます。 

    

＜特記事項＞ 

1. 本書の日付現在、信託建物は区分所有建物で
すが、本投資法人は、合体による登記等の申
請を行い、信託建物を1棟の建物へと変更する
予定です。 

2. 本書の日付現在、信託土地の東側に所在する
隣地は、私道として無償で使用されていま
す。当該私道は建築基準法第42条第2項に定め
られる道路であり、当該道路の中心線から2m
以内の部分が道路として扱われますが、本書
の日付現在、その中心線が定まっていないた
め、将来建替え等を行う際にセットバックが
必要となる可能性があります。なお、本書の
日付現在、信託建物に適用される建ぺい率及
び容積率の超過はなく、セットバックの必要
はありません。  

  

運 

用 

期 

間 

期別 第15期 第16期 

  

始期 自 平成22年10月29日 自 平成23年2月 1日

終期 至 平成23年 1月31日 至 平成23年7月31日

日数 95日 181日 

期末稼働率 100.0％ 100.0％ 

不動産賃貸事業収益 104,066  207,576 

  賃貸事業収入 98,182  196,393 

  
その他賃貸事業収

入 
5,883  11,182 

賃貸事業費用 44,210  103,056 

  水道光熱費 6,608  12,686 

  外注委託費 4,769  9,571 

  
プロパティ・マネ

ジメント報酬 
2,182  5,294 

  修繕費 284  21,390 

  公租公課 9  12,155 

  損害保険料 212  350 

  減価償却費等 26,744  40,132 

  
その他賃貸事業費

用 
3,400  1,474 

不動産賃貸事業利益 59,855  104,519 

減価償却費等控除前利

益（NOI） 
86,600  144,652  

資本的支出額 110  531  

期末算定価額 4,460,000  4,440,000  

期末貸借対照表計上額 4,047,721  4,008,120  

  信託土地 2,474,615  2,474,615  

  
上記信託土地以外

の信託不動産等 
1,573,105  1,533,504  
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［O］東急銀座二丁目ビル 

物件名 東急銀座二丁目ビル 用途 オフィス  

特定資産の 

種類 
不動産  地域 東京都心5区地域  

所在地 
(地番)東京都中央区銀座二丁目215番1 

(住居表示)東京都中央区銀座二丁目15番2号  
売主   東京急行電鉄株式会社 

最寄り駅から
の所要時間 

東京メトロ有楽町線「新富町」駅 徒歩約2分、

日比谷線「東銀座」駅 徒歩約4分、銀座線等
「銀座」駅 徒歩約8分 

都営地下鉄浅草線「東銀座」駅 徒歩約4分 

取得年月日 平成23年2月15日  

信託受託者 ― 

地積 805.42㎡ 延床面積 5,098.61㎡ 信託契約 

期間満了日 
― 

構造・階数 
鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付き8階

建  
取得価額 

 (土地) 3,052百万円 

 (建物) 1,958百万円 

 (合計) 5,010百万円 
竣工年月 平成20年8月  

代表的 

テナント 

株式会社第一ビルディング 

株式会社セブン-イレブン・ジャパン  

取得時 

鑑定評価額 
5,020百万円  

PM会社 東京急行電鉄株式会社  
所有形態 

（土地）所有権  

（建物）所有権  PML 4.4％  

＜賃貸借及び損益の状況＞ （単位：千円）   ＜物件紹介＞ 

 東急銀座二丁目ビルが立地する銀座エリアは、

全国でも有数の繁華性と高いブランド力を有する

エリアであり、本物件についても、銀座アドレス

を好む企業への訴求力が高いと考えられます。ま

た、交通利便性に加え、オフィススペックにおい

ても優れた物件です。 

   

＜特記事項＞ 

 なし 
  

運 

用 

期 

間 

期別 第16期   

  

始期 自 平成23年 2月15日  

終期 至 平成23年 7月31日  

日数 167日 

期末稼働率 100.0％ 

不動産賃貸事業収益 204,084   

  賃貸事業収入 198,846   

  
その他賃貸事業収

入 
5,237   

賃貸事業費用 53,873   

  水道光熱費 7,343   

  外注委託費 6,517   

  
プロパティ・マネ

ジメント報酬 
2,933   

  修繕費 63   

  公租公課 5   

  損害保険料 256   

  減価償却費等 36,721   

  
その他賃貸事業費

用 
33   

不動産賃貸事業利益 150,210   

減価償却費等控除前利

益（NOI） 
186,932    

資本的支出額 ―    

期末算定価額 5,060,000   

期末貸借対照表計上額 5,036,294    

  土地 3,084,377    

  
上記土地以外の不

動産等 
1,951,917    
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c. テナントに関する情報 

① 投資不動産全体 

  

② 主要な物件 

 個別不動産等のうち、当期の不動産賃貸事業収益が不動産賃貸事業収益の合計の10％以上を占める物件

（主要な物件）とは、世田谷ビジネススクエア（15.6％）を指します。 

  

  

延べテナントの総数  172

総賃貸面積の合計    (㎡)  241,751.70

総賃貸可能面積の合計  (㎡)  245,373.01

最近5年の稼働率の推移 (％) 

平成23年7月31日  98.5

平成23年1月31日  96.3

平成22年7月31日  96.8

平成22年1月31日  96.9

平成21年7月31日  98.6

平成21年1月31日  98.6

平成20年7月31日  99.4

平成20年1月31日  99.9

平成19年7月31日  99.6

平成19年1月31日  99.8

世田谷ビジネススクエア 最近5年の稼働率の推移(％) 

テナント数  55 平成23年7月31日  93.4

総賃貸面積    (㎡)  23,309.14 平成23年1月31日  86.4

総賃貸可能面積  (㎡)  24,956.99 平成22年7月31日  96.1

不動産賃貸事業収益 
第16期 

1,071百万円 

平成22年1月31日  89.4

平成21年7月31日  95.1

平成21年1月31日  94.6

平成20年7月31日  99.8

平成20年1月31日  99.2

平成19年7月31日  99.8

平成19年1月31日  98.3
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d. 資本的支出の状況 

① 資本的支出の予定について 

 保有不動産等に関し、平成23年7月31日現在計画が確定している改修工事等に伴う資本的支出の予定額の

うち、主要なものは以下の通りです。なお、工事予定金額には、会計上の費用に区分経理される部分が含ま

れています。 

  今後とも、中長期的な視野から物件の競争力維持及び向上につながる効率的な修繕計画を物件毎に作成

し、修繕及び資本的支出を行います。 

② 期中に行った資本的支出について 

 保有不動産等において当期中に行った資本的支出に該当する主要な工事の概要は以下の通りです。 

 当期の資本的支出は259百万円であり、費用に区分された修繕費219百万円及び災害による損失22百万円と

併せ、合計501百万円の工事を実施しています。 

  

不動産等の名称 所在地 目 的 予定期間

工事予定金額（百万円）

総額 
当期

支払額
既支払
総額 

O 東急桜丘町ビル  
東京都 

渋谷区  
外壁改修工事 

自 平成23年 8月 

至 平成23年11月 
 75  ―  ―

O TOKYU REIT 虎ノ門ビル 
東京都 

港区 
4～9階OA床設置工事 

自 平成24年 1月 

至 平成24年 1月 
 55  ―  ―

O TOKYU REIT 虎ノ門ビル 
東京都 

港区 

4、5、9階空気熱源空調機 

更新工事 

自 平成24年 1月 

至 平成24年 1月 
 27  ―  ―

O TOKYU REIT 虎ノ門ビル 
東京都 

港区 
4～9階EVホール改修工事 

自 平成23年11月 

至 平成24年 1月 
 25  ―  ―

O TOKYU REIT 虎ノ門ビル 
東京都 

港区 

4～9階化粧室及び給湯室改修

工事 

自 平成23年11月 

至 平成23年12月 
 25  ―  ―

不動産等の名称 所在地 目 的 期間 
工事金額
（百万円） 

R 
東急鷺沼ビル 

（フレルさぎ沼）  

神奈川県 

川崎市  
受変電設備更新工事 

自 平成23年 2月 

至 平成23年 7月 
 79

R 
東急鷺沼ビル 

（フレルさぎ沼）  

神奈川県 

川崎市  
外壁改修他工事 

自 平成23年 1月 

至 平成23年 4月 
 46

R 
東急鷺沼ビル 

（フレルさぎ沼）  

神奈川県 

川崎市  
ターボ冷凍機更新工事 

自 平成23年 2月 

至 平成23年 4月 
 30

R 
東急鷺沼ビル 

（フレルさぎ沼）  

神奈川県 

川崎市  
3、4階客用化粧室改修工事 

自 平成23年 3月 

至 平成23年 5月 
 20

R 
東急鷺沼ビル 

（フレルさぎ沼）  

神奈川県 

川崎市  
排水主管更新工事 

自 平成23年 3月 

至 平成23年 4月 
 10

その他  72

合計  259
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③ 計算期間末毎に積立てた金銭（修繕積立金） 

 本投資法人は、物件毎に策定している長期修繕計画に基づき、期中のキャッシュ・フローの中から、中長

期的な将来の大規模修繕等の資金支払に充当することを目的とした修繕積立金を、以下の通り積み立ててい

ます。 

(注) 本投資法人は、信託受益権の売買に伴い従前の所有者が信託財産内において積み立てた積立金を承継しており、当該承継額を当期

積立額に含めて記載しています。 

  

計算期間 

第7期 
自 平成18年 

8月 1日 
至 平成19年 

1月31日 

第8期
自 平成19年 

2月 1日 
至 平成19年 

7月31日 

第9期
自 平成19年 

8月 1日 
至 平成20年 

1月31日 

第10期 
自 平成20年 

2月 1日 
至 平成20年 

7月31日 

第11期
自 平成20年 

8月 1日 
至 平成21年 

1月31日 

前期末積立金残高 

（百万円） 
 208  270  274  224  453

当期積立額 

（百万円） 
 212  128  172  430  357

当期積立金取崩額 

（百万円） 
 149  125  222  201  352

次期繰越額 

（百万円） 
 270  274  224  453  458

計算期間 

第12期 
自 平成21年 

2月 1日 
至 平成21年 

7月31日 

第13期
自 平成21年 

8月 1日 
至 平成22年 

1月31日 

第14期
自 平成22年 

2月 1日 
至 平成22年 

7月31日 

第15期 
自 平成22年 

8月 1日 
至 平成23年 

1月31日 

第16期
自 平成23年 

2月 1日 
至 平成23年 

7月31日 

前期末積立金残高 

（百万円） 
 458  364  245  370  428

当期積立額 

（百万円） 
 144  151  346  394  450

当期積立金取崩額 

（百万円） 
 239  269  222  336  348

次期繰越額 

（百万円） 
 364  245  370  428  531

2011/10/26 10:13:2911784346_有価証券報告書_20111026101317

- 118 -



e. テナントへの賃貸条件 

(イ）主なテナントの一覧（平成23年7月31日現在） 

 不動産等における主なテナント及び主なテナント毎の年間賃料と賃貸面積は、次表の通りです。ここで

「主なテナント」とは、以下のいずれかの条件に該当するテナントをいいます。 

① 当該テナントの契約上の賃貸面積が、総賃貸面積の合計の10％以上であること 

② 当該テナントが利害関係者であること 

＜主なテナントの賃貸面積及び年間賃料＞ 

(注1) 「比率」は、総賃貸面積に対する当該テナントの賃貸面積の比率を記載しています。 
(注2) 「比率」は、総賃料収入に対する当該テナントの賃料の比率を記載しています。 

(注3) 「その他」は利害関係者のテナントのうち賃貸面積が総賃貸面積の1％未満等のテナントをまとめて記載しています。 

＜利害関係者の賃貸面積及び年間賃料＞ 

(注1) 「比率」は、総賃貸面積に対する当該テナントの賃貸面積の比率を記載しています。 
(注2) 「比率」は、総賃料収入に対する当該テナントの年間賃料の比率を記載しています。 

(注3) 株式会社東急ストアの年間賃料には、第2東急鷺沼ビルの駐車場使用料が含まれています。 

(注4) 東京急行電鉄株式会社の年間賃料には、QFRONT（キューフロント）の壁面・室外機設置料及び第2東急鷺沼ビルの看板掲載料が含まれて

    います。 
(注5) 株式会社東急コミュニティーの年間賃料には、世田谷ビジネススクエアの駐車場使用料が含まれています。 

  

番号 名称 業種 物件名
賃貸面積
（㎡） 

比率
（％） 
（注1）

年間賃料 
（千円） 

月額賃料
（千円） 

比率
（％） 
（注2）

1 株式会社イトーヨーカ堂 小売 
ビーコンヒルプラザ 

（イトーヨーカドー能見台店） 
50,285.89 20.8  600,532 50,044 4.7

2 大和ハウス工業株式会社 建設 湘南モールフィル（底地） 44,078.12 18.2  348,000 29,000 2.7

3 株式会社東急ストア 小売 
東急鷺沼ビル 

（フレルさぎ沼） 
19,610.06 8.1  615,988 51,332 4.8

4 東京急行電鉄株式会社 陸運 東急南平台町ビル 7,148.18 3.0  364,753 30,396 2.9

5 東京急行電鉄株式会社 陸運 東急桜丘町ビル 3,878.36 1.6  363,538 30,294 2.8

6 株式会社東急エージェンシー サービス 
赤坂四丁目ビル 

（東急エージェンシー本社ビル）
3,533.03 1.5  385,200 32,100 3.0

7 株式会社東急コミュニティー サービス 世田谷ビジネススクエア 2,772.74 1.1  241,126 20,093 1.9

8 東京急行電鉄株式会社 陸運 QFRONT（キューフロント） （壁面） ―  259,200 21,600 2.0

9 その他(注3) ― ― 4,438.68 1.8  302,696 25,224 2.4

主なテナントの合計 135,745.06 56.2  3,481,035 290,086 27.2

ポートフォリオ合計 
総賃貸面積 241,751.70 100.0 ― ― ―

総賃料収入 ― ―  12,797,224 1,066,435 100.0

番号 名称 業種
賃貸面積
（㎡） 

比率（％）
（注1） 

年間賃料 
（千円） 

比率（％）
（注2） 

1 株式会社東急ストア(注3) 小売  19,610.06  8.1  637,919  5.0

2 東京急行電鉄株式会社(注4) 陸運  11,026.54  4.6  989,867  7.7

3 株式会社東急エージェンシー サービス  3,533.03  1.5  385,200  3.0

4 
株式会社東急コミュニティー

(注5)  
サービス  2,772.74  1.1  243,271  1.9

5 その他 ―  4,438.68  1.8  275,947  2.2

利害関係者の合計  41,381.05  17.1  2,532,205  19.8

ポートフォリオ合計 
総賃貸面積  241,751.70  100.0  ― ―

総賃料収入  ―  ―  12,797,224  100.0
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(ロ) 主なテナントへの賃貸条件（平成23年7月31日現在） 

 主なテナントへの賃貸条件は、それぞれ以下の通りです。 

① 商業施設テナントとの主な賃貸条件 

  

テナント名 株式会社イトーヨーカ堂 

物件名 
ビーコンヒルプラザ 

（イトーヨーカドー能見台店） 

契約期間 
自 平成10年6月18日 

至 平成30年6月17日 

契約更改の方法 
賃貸人と賃借人の協議を原則とし、これによれないときは、借地借家法の定めると

ころによる。 

敷金・保証金 （敷金）482,050千円（保証金）2,964,610千円(平成23年7月31日現在の預り金額) 

定期建物賃貸借の特約の有無 なし 

賃料改定条件 

1回目の賃料改定は平成20年6月18日に協議の上合意に基づいて行うこととされ、以

後3か年経過毎に、同様の手続により改定する。ただし、平成13年3月1日付不動産信

託契約に基づき、賃貸人が信託不動産の売却を行う場合、又は受益者が受益権の売

却を行う場合には、当該売却日が賃料改定日とされる。なお、賃貸人と賃借人との

間では、現在、賃料改定協議が継続している。 

その他特記事項 

・当初10年間は解約禁止。10年経過後、解約する場合は1年前までに申し出なければ

ならない。 

・保証金（当初預り金額4,338,454千円）は、予約完結の日から10年間（平成20年6

月17日まで）は据え置かれ、その日の属する月から爾後10年間毎月末日限り120回

にわたって均等返還される（据置期間中：無利息、11年目以降：未償還残高に対

し年利2％）。その際、保証金等返還請求権と賃料債権とは相殺することができ

る。ただし、中途終了時等には、期限の利益を喪失し、直ちに全額を一時に返還

しなければならない。 

・信託不動産には、賃貸人の保証金敷金返還債務を担保するために、賃借人を抵当

権者とする抵当権が設定されている。 

・賃貸人が建物・敷地を他に譲渡その他の処分をする場合には、敷地・建物その他

一切の権利も同時に、分離することなく、同一人に対して、譲渡等の処分をしな

ければならない。 

・賃貸人は、信託建物につき時価相当額の火災による損害保険契約を締結し、当該

保険契約に基づく保険金請求権に対して、賃借人を質権者とする質権を設定する

ものとされる。 

・賃貸人が建物・敷地を他に譲渡その他処分をする場合には、事前にその旨を賃借

人に通知するものとし、賃借人が譲受を希望したときは、同一条件をもって他に

（賃貸人の関連会社を除く）優先して、賃借人に買受けさせるものとする。 

・貸借人の責に帰すべき事由により、火災を発生させ、信託建物を破損・滅失した

場合であってもそれが軽微なる過失によるときは、賃貸人は賃借人に対して契約

上の責任を問わないものとされる。 

・信託建物が天災、火災、公用徴収等のため、滅失又は著しく毀損したことによ

り、本契約が終了した場合であっても、原則として信託建物を再建・修復し、改

めて貸借人の営業の再開・存続に当事者双方が協力するものとされる。 

2011/10/26 10:13:2911784346_有価証券報告書_20111026101317

- 120 -



(注) 敷金及び賃料改定条件については、テナントより開示することについての同意が得られ 

ていないため、やむを得ない事情により開示できない場合として記載していません。 

(注1) 本賃貸借は、第2東急鷺沼ビルの駐車場部分の賃貸借です。 

(注2) 「変動率」とは、総務省統計局発表の消費者物価指数（持家の帰属家賃及び生鮮食品を除く総合・東京都区部）をもとに、賃料改定時に

明らかになっている最新の消費者物価指数を従前の賃料設定時の消費者物価指数で除した値をいいます（小数点以下第3位を四捨五入）。

  

テナント名 大和ハウス工業株式会社 

物件名 湘南モールフィル（底地） 

契約期間 
自 平成15年3月20日 

至 平成35年3月19日 

契約更改の方法 更新なし 

敷金（注） ― 

定期建物賃貸借の特約の有無 あり（事業用借地権） 

賃料改定条件（注） ― 

その他特記事項 

原則本契約を解約することは出来ない。

ただし、賃借人の都合により中途解約し

ようとする時は、解約の1年前までに書

面で申し入れなければならない。この場

合賃借人は残存期間全額の賃料を支払

い、また預け入れた敷金全額の返還請求

権を放棄するものとする。 

賃借人は本契約が終了したときは、本件

土地を更地に復して賃貸人に明け渡さな

ければならない。 

テナント名 株式会社東急ストア 株式会社東急ストア(注1) 

物件名 東急鷺沼ビル（フレルさぎ沼） 第2東急鷺沼ビル 

契約期間 
自 平成15年9月10日 

至 平成30年6月30日 

自 平成14年12月27日 

至 平成30年 6月30日 

契約更改の方法 

期間満了の日の6か月前までに本契約を

終了させる旨の通知を書面により行わ

ない場合、期間満了後更に3年間延長さ

れ、その後も同様とされる。 

定めなし 

敷金 293,423千円 35,000千円 

定期建物賃貸借の特約の有無 なし なし 

賃料改定条件 

3年毎に、算定金額＝従前の月額賃料×

｛（変動率－1）×1／2＋1｝（1円未満

切捨て）で改定(注2) 

3年毎に、算定金額＝従前の月額賃料×

｛（変動率－1）×1／2＋1｝（1円未満

切捨て）で改定(注2) 

その他特記事項 なし なし 
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② オフィステナントとの主な賃貸条件 

(注) 「変動率」とは、総務省統計局発表の消費者物価指数（持家の帰属家賃及び生鮮食品を除く総合・東京都区部）をもとに、賃料改定時に明

らかになっている最新の消費者物価指数を従前の賃料設定時の消費者物価指数で除した値をいいます（小数点以下第3位を四捨五入）。 

  

テナント名 東京急行電鉄株式会社 東京急行電鉄株式会社 

物件名 東急南平台町ビル 東急桜丘町ビル 

契約期間 
自 平成14年12月27日 

至 平成24年12月31日 

自 平成14年12月27日 

至 平成23年12月31日 

契約更改の方法 更新なし 更新なし 

敷金 168,272千円 157,519千円 

定期建物賃貸借の特約の有無 あり あり 

賃料改定条件 

2年毎に下記の各号のうち最も高いもの 

(1) 現行賃料 

(2) 2以上の第三者鑑定人による査定賃

料の平均 

(3) 当初賃料に変動率を乗じた賃料

(注) 

※倉庫部分については賃料改定は

行わない。 

2年毎に下記の各号のうち最も高いもの 

(1) 現行賃料 

(2) 2以上の第三者鑑定人による査定賃

料の平均 

(3) 当初賃料に変動率を乗じた賃料

(注) 

※倉庫部分については賃料改定は

行わない。 

その他特記事項 なし なし 

テナント名 株式会社東急エージェンシー 

物件名 
赤坂四丁目ビル 

（東急エージェンシー本社ビル） 

契約期間 
自 平成20年1月31日 

至 平成25年1月31日 

契約更改の方法 更新なし 

敷金 321,000千円 

定期建物賃貸借の特約の有無 あり 

賃料改定条件 賃料改定は行わない 

その他特記事項 なし 
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(注1) 複数の賃貸借契約のうち、賃貸面積が最も大きい契約の開始日及び終了日を記載しています。 
(注2) 契約期間満了に伴い、更に2年間契約が更新されています。 

  

③ その他テナントとの主な賃貸条件 

  

テナント名 株式会社東急コミュニティー 

物件名 世田谷ビジネススクエア 

契約期間 
自  平成20年 8月 1日(注1)(注2) 

至 平成23年 7月31日(注1)(注2)  

契約更改の方法 

期間満了の6か月前までに更新しない旨

の通知を書面により行った場合を除

き、期間満了後更に2年間更新され、以

後この例による。 

敷金 356,164千円 

定期建物賃貸借の特約の有無 なし 

賃料改定条件 

契約更新毎に下記の各号のうち最も高

いもの 

(1) 現行賃料 

(2) 2以上の第三者鑑定人による査定賃

料の平均 

その他特記事項 

契約期間はタワー4・5・6F部分 

他にタワー11F西・17F西・2F・倉庫・ 

駐車場を賃貸しています。 

テナント名 東京急行電鉄株式会社 

物件名 QFRONT（キューフロント） 

契約期間 
自 平成14年12月20日 

至 平成31年12月31日 

契約更改の方法 

期間満了の日の1年前までに本契約を終

了させる旨の通知を書面により行わな

い場合、期間満了の日の翌日より6年間

延長され、その後も同様とされる。 

敷金 ― 

定期建物賃貸借の特約の有無 なし 

賃料改定条件 
賃貸借期間中変更されないものとされ

る。 

その他特記事項 

大型映像装置その他の広告媒体の設

置、管理及びこれを用いた宣伝・広

告・その他の運営並びに看板の掲出又

は宣伝・広告・その他の運営の目的の

ために使用する。 
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(ハ) 賃貸面積上位10テナント（平成23年7月31日現在） 

① 全テナント中の賃貸面積上位10テナント 

(注1) 複数の賃貸借契約のうち、賃貸面積が最も大きい契約の終了日を記載しています。 

(注2) 平成23年10月31日をもって賃貸借契約を解約することに平成23年9月30日付で合意しています。  

(注3） 平成23年9月30日をもって賃貸借契約を解約し、終了日を平成28年9月30日とする新たな賃貸借契約を締結しています。 

  

順位 テナント名 業種 物件名 契約終了日 
賃貸面積
（㎡） 

比率
（％）

1 株式会社イトーヨーカ堂 小売 
ビーコンヒルプラザ 

（イトーヨーカドー能見台店） 
平成30年 6月17日  50,285.89  20.8

2 大和ハウス工業株式会社 建設 湘南モールフィル（底地） 平成35年 3月19日  44,078.12  18.2

3 株式会社東急ストア 小売 
東急鷺沼ビル 

（フレルさぎ沼） 
平成30年 6月30日  19,610.06  8.1

4 東京急行電鉄株式会社 陸運 
東急南平台町ビル 平成24年12月31日  7,148.18  3.0

東急桜丘町ビル 平成23年12月31日  3,878.36  1.6

5 
独立行政法人 

原子力安全基盤機構 
その他 TOKYU REIT虎ノ門ビル 

平成24年 9月30日 

（注1）（注2） 
 7,096.80  2.9

6 
カルチュア・コンビニエ

ンス・クラブ株式会社 
サービス 

QFRONT（キューフロント） 
平成31年12月14日

（注1） 
 4,044.10  1.7

世田谷ビジネススクエア 
平成26年 8月14日 

（注1） 
 220.65  0.1

7 
株式会社東急エージェン

シー 
サービス 

赤坂四丁目ビル 

（東急エージェンシー本社ビル）
平成25年 1月31日  3,533.03  1.5

8 
株式会社富士通アドバン

ストソリューションズ 
情報・通信 TOKYU REIT蒲田ビル 平成25年 3月31日  3,402.84  1.4

9 
株式会社第一ビルディン

グ 
不動産 東急銀座二丁目ビル 

平成25年 8月31日 

（注3）  
 3,278.04  1.4

10 
コヴィディエンジャパン

株式会社 
卸売 世田谷ビジネススクエア 

平成24年 1月31日 

（注1） 
 3,203.86  1.3

賃貸面積上位10テナントの合計  149,779.93  62.0

総賃貸面積  241,751.70  100.0
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② 全テナント中の長期契約テナント(注1)（アンテナ等月額50万円以下のものは除きます。）との間にお

ける当該長期契約の概要 

(注1) 「長期契約テナント」とは、定期建物賃貸借契約であるか否かに拘わらず、平成23年8月1日を起点として契約残存期間が5年以上のもの
をいいます。なお、平成23年7月31日時点で契約期間の開始日が到来していない契約については除きます。 

(注2) 「比率」は、総賃料収入に対する全長期契約テナントの月額賃料の合計の比率を記載しています。 
(注3) 平成13年3月1日付建物賃貸借に関する覚書に基づき、賃貸人が信託不動産の売却を行う場合、又は受益者が受益権の売却を行う場合に

は、当該売却日が賃料改定日とされています。 
(注4) 事業用定期借地権設定契約のテナントです。 
(注5) 複数の賃貸借契約のうち、賃貸面積が最も大きい契約の開始日及び終了日を記載しています。 
(注6) 平成23年7月31日付で上記賃貸面積のうち、708.01㎡については解約されています。 
(注7） 平成23年4月1日付で株式会社東日カーライフグループから賃借人としての地位を承継しています。  
(注8)  平成25年9月1日以降、賃貸人及び賃借人協議の上、賃料改定が可能です。 
(注9) 平成26年2月1日以降、賃貸人及び賃借人協議の上、賃料改定が可能です。 

  

 本投資法人が保有する信託不動産は前記「② 投資不動産物件」に含めて記載しており、前記信託不動産以外

にその他投資資産はありません。 

  

テナント名 物件名 期間
賃料改定

期間 
賃貸面積 
（㎡） 

月額賃料
の合計 

（千円） 

比率
（％）
（注2）

株式会社イトーヨーカ堂 ビーコンヒルプラザ
（イトーヨーカドー能見台店） 

自：平成10年6月18日
至：平成30年6月17日 

3年毎
(注3)  50,285.89

274,947 25.8

大和ハウス工業株式会社(注4) 湘南モールフィル（底地）
自：平成15年3月20日
至：平成35年3月19日 3年毎  44,078.12

株式会社東急ストア 東急鷺沼ビル（フレルさぎ沼）
自：平成15年9月10日
至：平成30年6月30日 3年毎  19,610.06

カルチュア・コンビニエン
ス・クラブ株式会社 QFRONT（キューフロント）

自：平成13年7月2日(注5)
至：平成31年12月14日(注5)

3年毎  3,556.31

キャタピラージャパン株式会
社 世田谷ビジネススクエア

自：平成5年10月22日(注5)
至：平成29年8月31日(注5) 2年毎

 
（注6） 

2,634.78

日産ネットワーク 
ホールディングス株式会社 
(注7）  

東京日産台東ビル
自：平成21年10月1日
至：平成30年9月30日 3年毎  2,620.06

ディーゼルジャパン株式会社 cocoti（ココチ）
自：平成22年9月20日
至：平成28年9月19日 （注8）  1,083.97

東京電力株式会社 東急桜丘町ビル
自：昭和62年4月1日
至：平成29年3月31日 ―  858.83

株式会社ぷん楽 QFRONT（キューフロント）
自：平成14年7月1日
至：平成31年12月14日 3年毎  458.83

株式会社セブン－イレブン・
ジャパン TOKYU REIT赤坂檜町ビル

自：平成23年2月1日
至：平成43年1月31日 3年毎  241.01

株式会社ジンコーポレーショ
ン cocoti（ココチ）

自：平成23年2月1日
至：平成29年1月31日 （注9）  207.08

株式会社ファミリーマート レキシントン青山
自：平成22年12月29日
至：平成33年2月28日 5年毎  147.18

株式会社ファミリーマート 世田谷ビジネススクエア
自：平成22年10月1日
至：平成32年9月30日 5年毎  73.94

株式会社東急ストア 第2東急鷺沼ビル
自：平成14年12月27日
至：平成30年6月30日 3年毎 駐車場 

日産ネットワーク 
ホールディングス株式会社 
(注7）  

東京日産台東ビル
自：平成21年10月1日
至：平成30年9月30日  ― 駐車場 

東京急行電鉄株式会社 QFRONT（キューフロント）
自：平成14年12月20日
至：平成31年12月31日 改定なし 壁面 

カルチュア・コンビニエン
ス・クラブ株式会社 QFRONT（キューフロント）

自：平成17年6月1日
至：平成31年12月14日 3年毎 寄り付き 

総賃料収入 1,066,435 100.0

③【その他投資資産の主要なもの】
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 本投資法人の下記計算期間末日における総資産額、純資産総額及び本投資証券1口当たりの純資産額は以下の

通りです。なお、総資産額、純資産総額及び本投資証券1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握で

きないため、各月末における推移は記載していません。 

(注) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。 

  

 本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格及び売買高の推移

は以下の通りです。 

  

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値（終値）によります。 

（３）【運用実績】

①【純資産等の推移】

年月日 総資産額（千円） 純資産総額（千円）
本投資証券1口当たり
の純資産額（円） 

第11期計算期間末 

（平成21年1月31日） 

 

 

217,727,723

(214,969,539)

 

 

100,777,976

(98,019,792)

 

 

594,981

(578,697)

第12期計算期間末 

（平成21年7月31日） 

 

 

217,200,303

(214,574,066)

 

 

100,646,039

(98,019,802)

 

 

594,202

(578,697)

第13期計算期間末 

（平成22年1月31日）  

 

 

225,299,434

(211,842,871)

 

 

111,476,322

(98,019,758)

 

 

658,143

(578,697)

第14期計算期間末 

（平成22年7月31日） 

 

 

206,884,181

(204,750,332)

 

 

100,153,582

(98,019,733)

 

 

591,295

(578,697)

第15期計算期間末 

（平成23年1月31日） 

 

 

207,106,117

(205,065,935)

 

 

100,059,915

(98,019,733)

 

 

590,742

(578,697)

第16期計算期間末 

（平成23年7月31日） 

 

 

207,661,196

(205,418,774)

 

 

100,262,199

(98,019,777)

 

 

591,936

(578,697)

  （単位：円）

最近5年間の事

業年度別最高・ 

最低投資口価格 

期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期

決算 
年月 

平成19年 
1月  

平成19年
7月 

平成20年
1月 

平成20年 
7月 

平成21年
1月 

最高  1,150,000  1,470,000  1,170,000  915,000  850,000

最低  800,000  945,000  809,000  672,000  412,000

期 第12期  第13期 第14期 第15期 第16期

決算 
年月 

平成21年 
7月 

平成22年
1月 

平成22年
7月 

平成23年 
1月 

平成23年
7月 

最高  580,000  539,000  540,000  607,000  574,000

最低  434,000  413,000  409,500  429,000  465,500

価格及び本投

資証券売買高 

最近1年間の

月別最高・最

低投資口価格 

月別 
平成22年 

9月 
平成22年
10月 

平成22年
11月  

平成22年
12月 

平成23年 
1月 

平成23年
2月 

最高  468,000  455,000  492,000  586,000  607,000  574,000

最低  429,000  432,500  451,500  495,500  564,000  537,000

売買高 6,782口 8,850口 11,890口 14,316口 16,048口 10,935口 

月別 
平成23年 

3月  
平成23年

4月  
平成23年

5月  
平成23年

6月  
平成23年 

7月  
平成23年
 8月 

最高  573,000 560,000 565,000 544,000  534,000 475,500

最低  465,500 525,000 524,000 526,000  475,000 436,500

売買高 11,777口 7,557口 6,271口 6,588口 9,947口 10,338口
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(注) 自己資本利益率＝当期純利益／（期首純資産額＋期末純資産額）÷2 

  

②【分配の推移】

計算期間 分配総額（百万円）
1口当たり分配金

（円） 

第11期 

（自 平成20年8月1日 至 平成21年1月31日） 
 2,758  16,284

第12期 

（自 平成21年2月1日 至 平成21年7月31日） 
 2,626  15,505

第13期 

（自 平成21年8月1日 至 平成22年1月31日）  
 13,456  79,446

第14期 

（自 平成22年2月1日 至 平成22年7月31日） 
 2,133  12,598

第15期 

（自 平成22年8月1日 至 平成23年1月31日） 
 2,040  12,045

第16期 

（自 平成23年2月1日 至 平成23年7月31日） 
 2,242  13,239

③【自己資本利益率（収益率）の推移】

計算期間 自己資本利益率 （年換算値）

第11期 

（自 平成20年8月1日 至 平成21年1月31日） 
2.7％ （5.4％） 

第12期 

（自 平成21年2月1日 至 平成21年7月31日） 
2.6％ （5.3％） 

第13期 

（自 平成21年8月1日 至 平成22年1月31日）  
12.7％ （25.2％） 

第14期 

（自 平成22年2月1日 至 平成22年7月31日） 
2.0％ （4.1％） 

第15期 

（自 平成22年8月1日 至 平成23年1月31日） 
2.0％ （4.0％） 

第16期 

（自 平成23年2月1日 至 平成23年7月31日） 
2.2％ （4.5％） 
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第二部【投資法人の詳細情報】

第１【投資法人の追加情報】

１【投資法人の沿革】

平成15年6月18日 設立企画人（東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社）

による投信法第69条第1項に基づく本投資法人の設立に係る届出 

平成15年6月20日 投信法第166条に基づく本投資法人の設立の登記、本投資法人の成立 

平成15年6月23日 投信法第188条に基づく本投資法人の登録の申請 

平成15年7月18日 内閣総理大臣による投信法第187条に基づく本投資法人の登録の実施（登録番号 関

東財務局長 第22号） 

平成15年9月10日 日本国内における公募及び欧州を中心とする海外市場における海外募集による新投資

口発行 

東京証券取引所に上場 

資産運用の開始 

平成16年8月 3日 日本国内における公募による新投資口発行 

平成16年8月25日 第三者割当による新投資口発行 

平成17年8月 1日 日本国内における公募による新投資口発行 

平成17年8月26日 第三者割当による新投資口発行 
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(注1) 堀江正博は、本資産運用会社である東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社の代表取締役と本投資法人の執

行役員を兼務しており、平成15年6月16日付で当時の投信法第13条に基づき、金融庁長官より兼職の承認を得ています。 

(注2）本投資法人の内部者取引管理規則により、役員は本投資法人の発行する投資口の売買が禁止されています。 

  

２【役員の状況】

  （本書の日付現在）

役職名 氏名 主要略歴

所有
投資口数 
（口） 
（注2） 

執行役員 堀江 正博 

昭和59年4月 東京急行電鉄株式会社 入社 鉄道部 

 0

昭和60年4月 同 多摩田園都市部 

昭和61年3月 同 リゾート事業部海外開発部 

平成元年7月 エメラルドリゾーツアンドホテルズ出向 

アシスタント・バイスプレジデント 

エメラルド清算信託管財人補佐役（ホノルル駐在） 

平成6年3月 東京急行電鉄株式会社 財務部 

平成8年2月 同 グループ事業室 

平成11年12月 同 連結経営委員会 課長 

平成13年6月 東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメ

ント株式会社 出向 代表取締役副社長 

平成14年9月 同 代表取締役 執行役員社長（現在に至る） 

平成15年6月  東急リアル・エステート投資法人 執行役員（現在に至

る） 

平成21年6月 社団法人投資信託協会 理事 

監督役員 柳澤 義一 

昭和60年3月 公認会計士開業登録（現在に至る） 

柳澤公認会計士事務所開設 

 0

昭和60年5月 税理士開業登録（現在に至る） 

平成12年6月 新創監査法人 代表社員 

平成13年7月 日本公認会計士協会 理事 

平成15年6月 東急リアル・エステート投資法人 監督役員（現在に至

る） 

平成16年7月 日本公認会計士協会 常務理事（現在に至る） 

平成22年7月 

平成23年4月  

日本公認会計士協会東京会 副会長（現在に至る） 

新創監査法人 統括代表社員（現在に至る） 

監督役員 近藤 丸人 

昭和63年4月 弁護士登録（東京弁護士会） 

大原法律事務所 入所 

 0

昭和63年5月    同    香港中文大学留学 

昭和63年9月    同    中国人民大学留学 

平成元年7月    同    香港“ROBERT LEE & FONG”SOLICITORS

（法律事務所）勤務 

平成8年2月 近藤丸人法律事務所開設（現在に至る） 

平成10年5月 第二東京弁護士会へ登録換え（現在に至る） 

平成15年6月 東急リアル・エステート投資法人 監督役員（現在に至

る） 
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a. 役員の変更 

 執行役員及び監督役員は、投資主総会の決議によって選任されます（投信法第96条第1項、規約第20条）。 

 執行役員及び監督役員の任期は、選任後2年です（規約第21条第1項）。また、補欠又は増員のため選任され

た執行役員又は監督役員の任期は、前任の又は在任する他の執行役員又は監督役員の任期の満了すべきときま

でです（規約第21条第2項）。 

 執行役員及び監督役員の解任には、投資主総会の決議が必要とされ、発行済投資口の過半数の投資口を有す

る投資主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う必要があります（投信法第106条）。執行役員又は

監督役員の職務の執行に関して不正な行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があったにもかかわら

ず投資主総会において執行役員又は監督役員の解任が否決された場合には、発行済投資口の100分の3以上に当

たる投資口を有する投資主（6か月前より引き続き当該投資口を有するものに限ります。）は、30日以内に、訴

えをもって当該執行役員又は監督役員の解任を請求することができます（投信法第104条第3項、会社法第854条

第1項）。 

b. 規約の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項 

(イ) 規約等の重要事項の変更 

 規約の変更手続については、後記「第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要 (5) その他 (ハ) 規約の

変更に関する手続」をご参照下さい。 

 本投資法人は、平成23年4月14日開催の第5回投資主総会において、規約の一部変更を行いました。 

(ロ) 事業譲渡又は事業譲受 

 該当事項はありません。 

(ハ) 出資の状況その他の重要事項 

 平成15年7月14日付で東急電鉄との間で「商標使用許諾契約」を締結しました。同契約に基づき、本投資

法人は、東急電鉄より「東急」及び「TOKYU」の商標の使用の許諾を受けています。なお、同契約当事者

は、同契約が、契約当事者間にパートナーシップ、ジョイント・ベンチャー、代理、債務保証等の法的関

係を設定するものではないことを、相互に確認しています。 

 その他該当事項はありません。 

c. 訴訟事件その他投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実 

 本書の日付現在、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。 

  

３【その他】
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 該当事項はありません。 

 なお、本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、本投資証券を東京証券取引所を通じて購入することが可

能です。また、金融商品取引所外で本投資証券を購入することも可能です。 

  

 本投資法人は、クローズド・エンド型であり、投資主の請求による投資口の払戻しを行いません（規約第7条）。 

 本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、本投資証券を東京証券取引所を通じて売却することが可能で

す。また、金融商品取引所外で本投資証券を譲渡することも可能です。 

  

第２【手続等】

１【申込（販売）手続等】

２【買戻し手続等】
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(イ) 本投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4) 計算期間」記載の決算期ごとに、以

下の算式にて算出します。 

 1口当たりの純資産額＝（総資産の資産評価額－負債総額）÷発行済投資口総数 

(ロ) 本投資法人は、資産の評価を、以下に定める方法及び基準により、以下に定める日を基準日として行うも

のとします（規約第29条第1項）。 

i. 不動産、不動産の賃借権及び地上権 

 取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価します。なお、減価償却額の算定方法は、建物及

び設備等について定額法により算出します。ただし、設備等については、正当な事由により採用した方法に

よる算定が適当ではなくなった場合であり、かつ、投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限

り他の算定方法により算定することができるものとします。 

ii. 信託の受益権及び匿名組合出資持分 

 信託財産又は匿名組合出資持分の構成資産が不動産、不動産の賃借権及び地上権の場合は上記i.に従った

評価を、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価をした上で、これらの

合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の評価額又は匿名組合出資持分相当額を算定した価額により

評価します。 

iii.不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等 

a. 金融商品取引所に上場されている資産対応証券等 

 金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における基準日での最終価格（終

値、終値がなければ気配値（公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらが共に公表され

ている場合にはそれらの仲値）。以下同じです。）に基づき算出した価額により評価します。 

b. 上記a.以外の資産対応証券等 

 a.に準じて随時、売買・換金等が可能なシステムにより取引されている場合にはそこで成立した取引価

格を元に算出した価額により評価します。 

c. 上記の市場価格に基づく価額が得られない場合には合理的に算定された価額により評価します。 

d. 優先出資証券については、市場価格に基づく価額及び合理的に算定された価額がない場合には取得原価

で評価します。 

e. 付すべき市場価格に基づく価額及び合理的に算定された価額は毎期同様の方法により入手するものとし

ます。ただし、評価の精度を高める場合にはこの限りではありません。 

iv. 前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2) 投資対象 a. 投資対象とする資産

の種類 (ハ)」に掲げる特定資産のうち有価証券に該当するもの 

a. 金融商品取引所に上場されている有価証券 

 金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における基準日での最終価格に基

づき算出した価格により評価します。 

b. 上記a.以外の有価証券 

 a.に準じて随時、売買・換金等が可能なシステムにより取引されている場合にはそこで成立した取引価

格を元に算出した価額により評価します。 

c. 上記の市場価格に基づく価額が得られない場合には合理的に算定された価額により評価します。 

d. 付すべき市場価格に基づく価額及び合理的に算定された価額は毎期同様の方法により入手するものとし

ます。ただし、評価の精度を高める場合にはこの限りではありません。 

v. 金銭債権 

 取得価額から、貸倒引当金を控除した金額により評価します。ただし、債権を債権金額より低い価額又は

高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額の差額の性格が金利の調整と認められるときは、償

却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額により評価します。 

vi. デリバティブ取引に係る権利 

a. 金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務は、当該金融商品取引所の

基準日における最終価格に基づき算出した価額により評価します。なお、同日において最終価格がない場

合には同日前直近における最終価格に基づき算出した価額により評価します。 

第３【管理及び運営】

１【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】
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b. 金融商品取引所の相場がない非上場のデリバティブ取引により生じる債権及び債務は、市場価格に準ず

るものとして合理的に算定された価額が得られればその価額により評価します。市場価格に準ずる価額を

算出することが極めて困難な場合には、取得価額により評価します。 

c. 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によりヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会

計を適用します。 

vii.その他 

 上記に定めのない資産については、投信法、社団法人投資信託協会の評価規則又は一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に従って算出された価額により評価します。 

(ハ) 資産運用報告等に価格を記載する目的で、上記(ロ)と異なる方法で評価する場合には、下記のように評価

するものとします（規約第29条第2項）。 

i. 不動産、不動産の賃借権及び地上権 

 原則として、不動産鑑定士による鑑定評価等に基づいた評価額 

ii. 信託の受益権及び匿名組合出資持分 

 信託財産又は匿名組合の構成資産が不動産、不動産の賃借権及び地上権の場合は上記i.に従った評価を、

金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価をした上で、これらの合計額か

ら負債の額を控除して当該信託受益権の評価額又は匿名組合出資持分相当額を算定した価額とするものとし

ます。 

(ニ) 資産評価の基準日は、原則として、決算期（毎年1月末日と7月末日）とします。ただし、上記(ロ)iii.、

iv.及びvi.に定める資産（不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等及び有価証券）であって、市場

価格に基づく価額で評価できる資産については、毎月末とします（規約第29条第3項）。 

 なお、物件取得時からその後最初に到来する決算期に係る鑑定評価額等を開示するまでの期間において

は、物件の売買契約書等に記載された売買価格（取得諸経費、固定資産税、都市計画税、償却資産税及び消

費税を除きます。）をもって開示評価額とします。 

(ホ) 当該営業期間末日における1口当たりの純資産額については、一口当たり情報に関する注記に記載される

ことになっています（投資法人の計算に関する規則（平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みま

す。）（以下「投資法人計算規則」といいます。）第58条、第68条第1号）が、貸借対照表を含む計算書類

等は営業期間ごとに作成され（投信法第129条）、役員会により承認された場合に、遅滞なく投資主に対し

て承認された旨が書面にて通知され、承認済みの計算書類等が会計監査報告とともに投資主に交付されます

（投信法第131条）。 

 投資主は、純資産額の情報について、本投資法人の一般事務受託者（三菱UFJ信託銀行株式会社）の本支

店で入手することができ、また、本投資法人のウェブサイト（www.tokyu-reit.co.jp）において、計算書類

等を閲覧することができます。 

  

 本投資法人の発行する投資口は振替投資口であるため、該当事項はありません。 

  

 本投資法人には存続期間の定めはありません。 

  

 本投資法人の営業期間は、毎年2月1日から7月31日まで、及び8月1日から翌年1月31日までの各6か月間とし、各

営業期間の末日を決算期とします（規約第28条）。 

  

(イ) 増減資に関する制限 

i. 投資口の追加発行 

 本投資法人の発行可能投資口総口数は、200万口とします。本投資法人は、かかる発行可能投資口総口数

の範囲内において、役員会の承認を得た上で、発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができま

す。この場合において、募集投資口（当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り

当てる投資口をいいます。）一口当たりの払込金額は、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金

額として役員会で承認を得た価額とします（規約第5条）。 

（２）【保管】

（３）【存続期間】

（４）【計算期間】

（５）【その他】
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ii. 国内における募集 

 本投資法人が発行する投資口の払込金額のうち、国内において募集される投資口の払込金額の占める割合

は、100分の50を超えるものとします（規約第6条）。 

(ロ) 解散条件 

 本投資法人における解散事由は以下の通りです（投信法第143条）。 

i.  投資主総会の決議 

ii. 合併（合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。） 

iii. 破産手続開始の決定 

iv. 解散を命ずる裁判 

v.  投信法第187条の登録の取消し 

(ハ) 規約の変更に関する手続 

 規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出

席者の議決権の3分の2以上により可決される必要があります（投信法第140条、第93条の2第2項）。ただ

し、書面による議決権行使が認められていること、及び投資主総会に出席せず、かつ議決権を行使しないと

きに議案に賛成するものとみなすことにつき、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1)投資主の権利

 (イ) 投資主総会における議決権 ②」をご参照下さい。 

 本投資証券の上場日以降に投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の上場

規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は分配方

針に関する重要な変更に該当する場合には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示され

ます。また、変更後の規約は、金商法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開

示されます。 
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(ニ) 関係法人との契約の更改等に関する手続 

 本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に

関する規定は、以下の通りです。 

① 本資産運用会社：東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社 

資産運用委託契約 

  

  

期間 本投資法人が投信法に基づく登録を完了した日に効力を生じ、契約期間の定めはありませ

ん。 

更新 契約期間の定めはないため、該当事項はありません。 

解約 (i) 各当事者は、相手方に対し、6か月前の文書による事前通知をし、本投資法人は投資主

総会の決議を得た上で、本資産運用会社は本投資法人の同意を得た上で、本契約を解約

することができます。ただし、本投資法人は、投資主総会の承認又は内閣総理大臣の許

可を得なければ、かかる同意をしてはなりません。 

(ii) 本投資法人は、次に掲げるいずれかに該当する事由が生じた場合には、役員会の決議

により、本契約を解約することができます。 

・本資産運用会社が本契約の規定に違反した場合（ただし、当該違反が是正可能なものであ

る場合に、本資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める催告を受領した日から30営

業日以内にこれを是正した場合を除きます。） 

・本契約に定める本資産運用会社の表明及び保証違反の事実が判明した場合（ただし、当該

違反が是正可能なものである場合に、本資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める

催告を受領した日から30営業日以内にこれを是正した場合を除きます。） 

・本資産運用会社につき、支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始

又は特別清算開始の申立て、手形交換所における取引停止処分、重要な財産に対する差押

命令の送達等の事由が発生した場合 

・上記に掲げる場合の他、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な

事由がある場合 

(iii) 本投資法人は、本資産運用会社が以下のいずれかに該当するときは、本契約を解約

しなければなりません。 

・金商法に定める金融商品取引業者（金商法に定める投資運用業を行う者であり、かつ宅地

建物取引業法第3条第1項の免許及び第50条の2第1項の認可を受けている者に限ります。）

でなくなったとき 

・投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき 

・解散したとき 

変更等 本契約は、本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意に基づき、法令に規定される手

続に従って、変更することができます。 
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② 一般事務受託者兼資産保管会社：三菱UFJ信託銀行株式会社 

投資口事務代行委託契約 

  

期間 本書の日付現在、延長により有効に継続しています（次回期間満了日：平成24年1月4日）。 

更新 有効期間満了の3か月前までに当事者のいずれか一方から文書による別段の申出がなされな

かったときは、従前と同一の条件にて自動的に1年間延長するものとし、その後も同様とし

ます。 

解約 a. 当事者間の文書による解約の合意。この場合、投資口事務代行委託契約（以下この表に

おいて「本契約」といいます。）は、両当事者の合意によって指定した日に失効しま

す。 

b. 以下の①又は②に掲げる事由が生じた場合における、相手方が行う文書による解約の通

知。この場合、本契約は解約の通知において指定する日に、失効します。なお、②の場

合において投資主名簿等管理人が発する解約の通知は、本投資法人の投資主名簿等管理

人に対する直近の届出住所に通知することにより、通常到達すべきときに到達したもの

とします。 

① 本投資法人又は投資主名簿等管理人の会社更生手続き、民事再生手続き、破産手

続き、特別清算手続きの各々の開始の申立て（その後の法律改正により新たな倒

産手続きが創設された場合、当該手続き開始申立てを含みます。）並びに手形交

換所の取引停止処分がなされた場合 

② 本投資法人が投資主名簿等管理人への住所変更の届出を怠る等本投資法人の責め

に帰すべき事由により、本投資法人が所在不明となり、投資主名簿等管理人の是

正を求める旨の通知のあと30日以内にかかる事由が是正されなかった場合 

c. 本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が本契約に重大な違反をした場合に

おける、違反当事者の相手方が行う文書による解除の通知。この場合、本契約は解除の

通知において指定する日に失効します。 

d. 当事者の一方が反社会的勢力に該当し（その役員が該当する場合も含みます。）、又は

反社会的勢力に該当しない旨の表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、

相手方から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に

本契約は終了します。  

変更等 本契約の内容が法令の変更又は当事者の一方もしくは双方の事情の変更によりその履行に支

障をきたすに至ったとき、又はそのおそれのあるときは、両当事者が協議のうえこれを改定

することができます。 
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その他の一般事務に関する一般事務委託契約 

  

期間 本書の日付現在、延長により有効に継続しています（次回期間満了日：平成25年4月末

日）。 

更新 有効期間の満了予定日の3か月前までに、本投資法人又は一般事務受託者のいずれか一方か

らその相手方に対し書面による申出がなされなかったときは、更に2年間延長されるものと

し、以後も同様とします。 

解約 a. 本投資法人及び一般事務受託者は、後記d. 乃至f.に定める場合を除き、その相手方の承

諾を得ることなく、一般事務委託契約（以下この表において「本契約」といいます。）

を一方的に解約することはできません。 

b. 当事者の一方が、その相手方に対し本契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもっ

てこれを承諾したときは、本契約は終了します。 

c. 上記に定める契約の終了にあたり、本投資法人が役員会による承認手続を経る旨の書面

による通知を一般事務受託者に行ったときは、当該承諾の効力発生時は、本投資法人と

一般事務受託者が別途合意した場合を除き、当該承認手続の完了時とします。 

d. 当事者の一方は、その相手方が本契約に定める義務又は債務を履行しないときは、その

相手方に相当の期間を定めて履行を催告したうえ、当該期間内に履行がないときは本契

約を解約することができます。 

e. 当事者の一方は、その相手方が次の各号に掲げる事項に該当したときは、催告その他の

手続を要せず即時本契約を解約することができます。 

① 解散原因の発生、又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、若しくは

民事再生手続開始その他これらに準じる倒産手続開始の申立てがあったとき。 

② 支払停止、手形交換所における取引停止処分、差押え、仮差押え、仮処分、強制執

行又は滞納処分を受けたとき。 

③ その他一般事務受託者の経営・営業・財務状況に著しく悪影響を及ぼす若しくは及

ぼす虞があると合理的に認められる事由等、その他の一般事務を引き続き委託する

に堪えない重大な事由が生じたとき。 

f. 当事者の一方が反社会的勢力に該当し（その役員が該当する場合も含みます。）、若し

くは反社会的行為を行い、又は反社会的勢力に該当せず、反社会的行為を行わない旨の

表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方から文書による解約の通

知を受けた場合には、当該通知において指定された日に本契約は終了します。 

変更等 a. 本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議のうえ、関係法令との整合性及び準則性

を遵守して、本契約の各条項の定めを変更することができます。 

b. 前項に定める協議にあたり、役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を一般事

務受託者に行ったときは、前項に定める変更の効力発生時は、当該承認手続完了時とし

ます。この場合、本投資法人は、速やかに当該承認手続を行うものとします。 
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資産保管業務委託契約 

  

期間 本書の日付現在、延長により有効に継続しています（次回期間満了日：平成25年4月末

日）。 

更新 有効期間の満了予定日の3か月前までに、本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方から

その相手方に対し書面による申出がなされなかったときは、更に2年間延長されるものと

し、以後も同様とします。 

解約 a. 本投資法人及び資産保管会社は、後記d. 乃至f.に定める場合を除き、その相手方の承諾

を得ることなく、資産保管業務委託契約（以下この表において「本契約」といいま

す。）を一方的に解約することはできません。 

b. 当事者の一方が、その相手方に対し本契約の終了を申し出て、当該相手方が書面をもっ

てこれを承諾したときは、本契約は終了します。 

c. 上記に定める契約の終了にあたり、本投資法人が役員会による承認手続を経る旨の書面

による通知を資産保管会社に行ったときは、当該承諾の効力発生時は、本投資法人と資

産保管会社が別途合意した場合を除き、当該承認手続の完了時とします。 

d. 当事者の一方は、その相手方が本契約に定める義務又は債務を履行しないときは、その

相手方に相当の期間を定めて履行を催告したうえ、当該期間内に履行がないときは本契

約を解約することができます。 

e. 当事者の一方は、その相手方が次の各号に掲げる事項に該当したときは、催告その他の

手続を要せず即時本契約を解約することができます。 

① 解散原因の発生、又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、若しく

は民事再生手続開始その他これらに準じる倒産手続開始の申立てがあったとき。 

② 支払停止、手形交換所における取引停止処分、差押え、仮差押え、仮処分、強制

執行、又は滞納処分を受けたとき。 

③ その他資産保管会社の経営・営業・財務状況に著しく悪影響を及ぼす若しくは及

ぼす虞があると合理的に認められる事由等、資産保管業務を引き続き委託するに

堪えない重大な事由が生じたとき。 

f. 当事者の一方が反社会的勢力に該当し（その役員が該当する場合も含みます。）、若し

くは反社会的行為を行い、又は反社会的勢力に該当せず、反社会的行為を行わない旨の

表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方から文書による解約の通

知を受けた場合には、当該通知において指定された日に本契約は終了します。 

変更等 a. 本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議のうえ、関係法令との整合性及び準則性を

遵守して、本契約の各条項の定めを変更することができます。 

b. 前項に定める協議にあたり、役員会による承認手続を経る旨の書面による通知を資産保

管会社に行ったときは、前項に定める変更の効力発生時は、当該承認手続完了時としま

す。この場合、本投資法人は、速やかに当該承認手続を行うものとします。 
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特別口座の管理に関する契約 

  

③ 投資法人債に関する一般事務受託者：住友信託銀行株式会社 

 財務及び発行・支払代理契約（第1回及び第2回無担保投資法人債） 

④ 会計監査人：あらた監査法人 

 本投資法人は、あらた監査法人を会計監査人とします。 

 会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します（規約第33条）。会計監査人の任期は、就任後1年

経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結のときまでとします。会計監査人は、

上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会において再任されたものと

みなされます（規約第34条）。 

 なお、平成23年4月14日開催の本投資法人の第5回投資主総会においては別段の決議はなされず、あらた監

査法人が会計監査人として再任されています。 

(ホ) 関係法人との契約の変更に関する開示の方法 

 関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合が

ある他、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、投資制限若しくは分配方

針に関する重要な変更に該当する場合には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示され

ます。  

  

(ヘ) 公告方法 

 本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います（規約第4条）。 

  

期間 本書の日付現在、延長により有効に継続しています（次回期間満了日：平成24年1月4日）。 

更新 有効期間満了の3か月前までに当事者のいずれか一方から文書による別段の申出がなされな

かったときは、従前と同一の条件にて自動的に1年間延長するものとし、その後も同様とし

ます。  

解約 a. 特別口座の加入者が存在しなくなった場合。この場合、特別口座の管理に関する契約

（以下この表において「本契約」といいます。）は特別口座管理人がすみやかにすべて

の特別口座の廃止手続きを行い、その手続きが完了したときに失効します。 

b. 振替法に定めるところにより、本投資法人の発行するすべての振替投資口（本投資法人

が合併により消滅する場合は、本投資法人の投資主又は登録投資口質権者に対価として

交付された他の投資法人の振替投資口を含みます。）が振替機関によって取り扱われな

くなった場合。この場合、本契約は特別口座管理人がすみやかにすべての特別口座の廃

止手続きを行い、その手続きが完了したときに失効します。  

c. 当事者のいずれか一方が本契約に違反し、かつ引続き本契約の履行に重大なる支障をお

よぼすと認められた場合における、他方が行う文書による解約の通知。この場合、本契

約は当該通知において指定された日に失効します。  

d. 本投資法人及び特別口座管理人の間に投資口事務代行委託契約が締結されており、当該

契約について契約の失効事由もしくは当事者の一方が解約権を行使しうる事由が発生し

た場合における当該当事者が行う文書による本契約の解約の通知。この場合の契約失効

日は、前号後段の規定を準用します。 

e. 当事者の一方が反社会的勢力に該当し（その役員が該当する場合も含みます。）、又は

反社会的勢力に該当しない旨の表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、

相手方から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に

本契約は終了します。 

変更等 本契約の内容が法令の変更又は当事者の一方もしくは双方の事情の変更、監督官庁並びに機

構の指示、その他の事由により、その履行に支障をきたすに至ったとき、又はそのおそれの

あるときは、両当事者が協議のうえ書面による合意をもってこれを変更することができま

す。 

期間 契約期間の定めはありません。 

更新 契約期間の定めはないため、該当事項はありません。 

解約 該当事項はありません。 

変更等 本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、そのつど本投資法人及び住友信

託銀行株式会社は相互にこれに関する協定をします。 
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A. 法令に基づく制限 

(イ) 資産運用会社は、法令の定めるところにより、以下の通りその親法人等又は子法人等が関与する行為につ

き禁止行為が定められています（金商法第44条の3第1項、投信法第223条の3第3項）。ここで、「親法人等」

とは、金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と

密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい（金商法第31条の4第3

項）、「子法人等」とは、金融商品取引業者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該

金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます

（金商法第31条の4第4項）。 

① 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引業者

の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他

の取引を行うこと（金商法第44条の3第1項第1号、投信法第223条の3第3項、投信法施行令第130条第2項）。

② 当該金融商品取引業者との間で金商法第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件と

してその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間

で当該契約を締結すること（金商法第44条の3第1項第2号、投信法第223条の3第3項）。 

③ 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の

方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその

行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うこと

を内容とした運用を行うこと（金商法第44条の3第1項第3号、投信法第223条の3第3項）。 

④ ①から③までに掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為であっ

て投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのある

ものとして内閣府令に定める以下の行為その他の行為（金商法第44条の3第1項第4号、業府令第153条、投信

法第223条の3第3項、投信法施行規則第267条）。 

ａ．通常の取引の条件と著しく異なる条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と資産の売買

その他の取引を行うこと。 

ｂ．当該金融商品取引業者との間で金融商品取引契約（金商法第34条に定義される「金融商品取引契約」を

いいます。以下同じです。）を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して

通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客

との間で当該金融商品取引契約を締結すること。 

(ロ) 利益相反のおそれがある場合の書面の交付 

 資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役、資産の運用を行う他の投資法人、利

害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産（投信法に定める指定資産及び投信法

施行規則で定めるものを除きます。以下、本項において同じです。）の売買その他の投信法施行令で定める

取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該

投資法人、資産の運用を行う他の投資法人（当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限りま

す。）その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません（投信法第203条）。ただし、資

産運用会社は、かかる書面の交付に代えて投信法施行令に定めるところにより、当該資産の運用を行う投資

法人、資産の運用を行う他の投資法人（当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。）

その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方

法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができ

ます（投信法第203条第4項、第5条第2項）。 

(ハ) 資産の運用の制限（投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条乃至第118条） 

 登録投資法人は、①その執行役員又は監督役員、②その資産運用会社、③その執行役員又は監督役員の親

族（配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。）、④その資産運用会社の取締役、会計参与、監

査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間で次に掲げる行為（投資家の保

護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。）を行ってはな

りません。 

i. 有価証券の取得又は譲渡 

ii. 有価証券の貸借 

iii.不動産の取得又は譲渡 

iv. 不動産の貸借 

v. 不動産の管理の委託 

２【利害関係人との取引制限】
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vi. 宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引以外の特定資産に係る取引 

（ただし、資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること等は認められてい

ます（投信法施行令第117条）。） 

B. 本投資法人の自主ルール（利益相反対策ルール） 

(イ) 基本原則 

 自主ルールの策定及び随時改訂、開示、遵守及び複階層チェックを基本原則とします。 

① 利益相反対策ルールの策定及び随時改訂、開示、遵守 

(1) 自主ルールとして「利益相反対策ルール」（以下「本ルール」といいます。）を設け、運用ガイドラ

インに掲載します。 

(2) その内容を目論見書及びウェブサイト上で開示します。 

(3) インベストメント委員会は、本ルールに基づいて審議及び決議を行い、取締役会に対し答申します。

(4) 本投資法人の役員会決議により本ルールが変更された場合は速やかに開示します。 

② 複階層チェック 

A. 本資産運用会社における（外部者）チェック 

(1) コンプライアンス・リスクマネジメント委員会は、本ルールの妥当性について審議を行い、取締役

会に対し答申します。 

(2) 第三者による個別取引のルール適合性に関する確認を行います（監査法人、その他適切と考えられ

る第三者に委託するものとします。）。 

 上記監査法人作成の手続実施結果報告書において特記事項があった場合は、コンプライアンス部長

の判断によりコンプライアンス・リスクマネジメント委員会で審議を行います。 

B. 本投資法人の役員会（＊）による事前承認 

（＊） 本投資法人の執行役員に本資産運用会社社長が就任する場合には、監督役員2名のみの承認とします。本書の日

付現在、本投資法人の執行役員に本資産運用会社社長が就任しています。 

  

(ロ) 個別ルール 

 利害関係人との取引制限に関する法令に基づく制限に加えて、本投資法人は、利害関係者又はウェアハウ

ジングSPCとの間における以下の取引に関して、すべての場合に取引毎に本投資法人の役員会の事前承認を

得て、それぞれ以下の基準に基づいて行うものとします。 

① 利害関係者からの物件の取得 

i. 不動産及び不動産信託受益権の場合 

(a) 1投資案件当たりの「投資額」（物件そのものの購入金額のみとし、鑑定評価額の対象になっていな

い、税金及び取得費用等の他、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額を含

みません。）は、鑑定評価額を超えないものとします。 

 ただし、今後、本投資法人の投資適格物件を利害関係者が本投資法人への譲渡を前提として一時的に

取得し、その後本投資法人が取得する場合には、本投資法人は利害関係者からの物件の取得にあたり、

「投資額」とは別に、利害関係者が当該物件取得のために負担した諸費用（仲介手数料、デュー・ディ

リジェンス費用、専門家報酬等）相当額を負担することができるものとします。 

(b) 当該鑑定評価額が妥当であるかを確認するため、セカンド・オピニオン（当該鑑定評価を前提とした

その妥当性についての意見をいいます。以下同じです。）を専門的知識を有する第三者から取得し、意

思決定の資料として本投資法人の役員会に提出します。 

(c) (i)上記鑑定評価額の鑑定評価サマリー及び(ii)セカンド・オピニオン・サマリーについては、取得

決定後速やかに開示します。また、上記(a)ただし書に従い本投資法人が、利害関係者が当該物件取得

のために負担した諸費用を負担した場合には、負担した費用総額、費目及び支払先（支払先が利害関係

者の場合には、当該利害関係者への個別支払額を含みます。）を、取得の決定後（ただし、当該時点で

未確定の費用については、費用の額が確定後）速やかに開示します。 

ii. その他の特定資産の場合 

 時価が把握できる場合は時価とし、それ以外の場合は上記i.に準じるものとします。利害関係者が当該

特定資産取得のために負担した諸費用の取扱いについても、上記i.に準じるものとします。 
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①の2 ウェアハウジングSPCからの物件の取得（①の特則） 

i. 不動産及び不動産信託受益権の場合 

(a) 1投資案件当たりの「投資額」の制限及びセカンド・オピニオンの取得については、上記①同様に行

います。また、この場合においても、本投資法人は、「投資額」とは別に、ウェアハウジングSPCが当

該物件取得のために負担した諸費用（ウェアハウジングSPC組成費用、仲介手数料、デュー・ディリジ

ェンス費用、専門家報酬等）相当額を負担することができるものとします。 

(b) 上記(a)に従い本投資法人が、ウェアハウジングSPCが当該物件取得のために負担した諸費用を負担し

た場合には、負担した費用総額、費目及び支払先（支払先が利害関係者又はウェアハウジングSPCの場

合には、当該利害関係者又はウェアハウジングSPCへの個別支払額を含みます。）を、取得の決定後

（ただし、当該時点で未確定の費用については、費用の額が確定後）速やかに開示します。 

ii. その他の特定資産の場合 

 時価が把握できる場合は時価とし、それ以外の場合は上記i.に準じるものとします。ウェアハウジング

SPCが当該特定資産取得のために負担した諸費用の取扱いについても、上記i.に準じるものとします。 

② 利害関係者への物件の売却 

i. 不動産及び不動産信託受益権の場合 

(a) 1投資案件当たりの「売却額」（物件そのものの売却金額のみとし、税金及び売却費用等の他、信託

勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分の精算額は含みません。）は、鑑定評価額未満で

は売却しません。 

(b) 当該鑑定評価額が妥当であるかを確認するため、セカンド・オピニオンを専門的知識を有する第三者

から取得し、意思決定の資料として本投資法人の役員会に提出します。 

(c) (i)上記鑑定評価額の鑑定評価サマリー及び(ii)セカンド・オピニオン・サマリーについては、売却

決定後速やかに開示します。 

ii. その他の特定資産の場合 

 時価が把握できる場合は時価とし、それ以外の場合は上記i.に準じるものとします。 

③ 利害関係者への物件の賃貸 

(a) 市場相場及び対象物件の標準的な賃貸条件等を総合的に勘案して、適正な賃貸条件に基づき賃貸しま

す。判断の根拠とした専門的知識を有する第三者作成のマーケットデータ（場合によっては専門的知識を

有する第三者による意見書）を本投資法人の役員会に上程し、事前承認を得ます。 

(b) 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令（平成5年大蔵省令第22号。その後の改正を含みま

す。）により、有価証券届出書及び有価証券報告書への記載が要求されている「主要なテナント（賃貸面

積が総賃貸面積の合計の10％以上を占めるテナント）」に加えて、利害関係者への賃貸条件の開示を行い

ます。ただし、賃貸面積が総賃貸面積の合計の1％未満のテナントについてはまとめて開示することがで

きるものとします。 

④ 利害関係者へのPM業務委託 

i. PM会社の選定基準 

 商業テナントに関する情報網と地域密着性に裏付けられたテナント営業力及び規模のメリットによるコ

スト削減の観点から、原則として東急電鉄等から選定しますが、物件の特性、管理の継続性その他の諸事

情等に応じ、東急電鉄等以外の会社から選定することを妨げません。利益相反対策として、委託条件につ

いては、マーケット水準、役務提供の内容、業務量を勘案の上決定し、報酬水準、契約期間、解約条件を

開示します。報酬水準については、当該契約条件に基づく妥当性について、専門的知識を有する第三者か

ら意見書を事前に取得し、意思決定の資料として本投資法人の役員会に提出し、事前承認を得た上で、結

論について開示します。 

ii. PM契約の更新 

(a) 本資産運用会社によるパフォーマンス・チェックを定期的に行い、本資産運用会社の定める基準に達

しない場合には、契約を更新しないものとします。 

(b) 更新時の報酬水準については、当該契約条件に基づく妥当性について、専門的知識を有する第三者か

ら意見書を事前に取得し、意思決定の資料として本投資法人の役員会に提出し、事前承認を得た上で、

結論について開示します。 

⑤ 利害関係者への売買・賃貸の媒介の委託 

i. 売買 

(a) 媒介手数料は宅地建物取引業法に規定する報酬以下とし（売買価格の3％を上限とします。）、売買

価格及び業務の難易度等を判断の上決定します。 

(b) 各取引毎に、報酬金額を開示するものとします。 
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ii. 賃貸 

(a) 媒介手数料は宅地建物取引業法に規定する報酬以下とします（媒介手数料は契約賃料の1か月分相当

を上限とします。）。 

(b) 1,000万円以上の手数料が発生する賃貸の媒介については本投資法人の役員会の事前承認を得るもの

とします。 

(c) 毎期まとめて報酬金額を開示します。 

⑥ 利害関係者への工事の発注 

(a) 1,000万円以上の工事については本投資法人の役員会の事前承認を得た上で、各取引毎に開示します。 

(b) 毎期まとめて発注額を開示します。 

  

C. 利害関係人等及び主要株主との取引状況等 

(1) 取引状況 

 利害関係人等及び主要株主との特定資産の売買取引等については、以下の通りです。 

（ ）内の数値は買付額又は売付額の総額に対する比率を記載しています。 

  

区 分 
売買金額等 

買付額等 売付額等 

総 額 

  千円5,010,000   ―千円

  うち利害関係人等及び主要株主

からの買付額 

  うち利害関係人等及び主要株主

への売付額 

  5,010,000千円（100.0％）  ―千円（－％）

利害関係人等及び主要株主との取引状況の内訳 

東京急行電鉄株式会社 5,010,000千円（100.0％） ―千円（－％）

合 計 5,010,000千円（100.0％） ―千円（－％）
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(2) 利害関係人等及び主要株主への支払手数料等の金額（自 平成23年2月1日 至 平成23年7月31日） 

(注1）利害関係人等及び主要株主とは、投信法施行令第123条に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結

している本資産運用会社の利害関係人等及び金商法第29条の4第2項に規定される本資産運用会社の主要株主

ですが、本「C．利害関係人等及び主要株主との取引状況等」においては、それに加えて、本投資法人の自

主ルールである利益相反対策ルールが適用される利害関係者との取引状況についても記載しています。 

(注2) 上記記載の支払手数料等以外に、利害関係人等及び主要株主である東京急行電鉄株式会社及び株式会社東急

コミュニティーを経由した第三者への支払手数料等の金額は、それぞれ57,799千円及び27,882千円です。 

上記記載の支払手数料等以外に、当期に利害関係人等及び主要株主へ発注した修繕工事等の支払額は以下の

通りです。 

  

区分 
支払手数料等

総額 A 
（千円） 

利害関係人等及び主要株主との取引内訳 
B／A

（％） 
支払先

支払額 B
（千円） 

水道光熱費  488,103
用賀熱供給株式会社  104,426  21.4

渋谷地下街株式会社  57  0.0

外注委託費  434,442

株式会社東急コミュニティー  258,555  59.5

東急ファシリティサービス株式会社  30,910  7.1

イッツ・コミュニケーションズ株式会社  19,315  4.4

株式会社協同技術センター  10,761  2.5

株式会社東急ストア  3,278  0.8

プロパティ・マネジメント報酬  158,847
株式会社東急コミュニティー  79,741  50.2

東京急行電鉄株式会社  79,105  49.8

公租公課  611,202 株式会社東急コミュニティー  2  0.0

損害保険料  11,863 東急保険コンサルティング株式会社  11,554  97.4

その他賃貸事業費用  214,337

株式会社東急コミュニティー  9,747  4.5

東京急行電鉄株式会社  4,564  2.1

株式会社東急モールズデベロップメント  2,657  1.2

渋谷地下街株式会社  840  0.4

東急ファシリティサービス株式会社  440  0.2

株式会社東急ホテルズ  88  0.0

イッツ・コミュニケーションズ株式会社  62  0.0

株式会社東急ハンズ  16  0.0

その他営業費用  71,950 株式会社東急ホテルズ  2,075  2.9

東急建設株式会社 千円116,954
東京急行電鉄株式会社 千円8,963
株式会社東急コミュニティー 千円3,200
東急ファシリティサービス株式会社 千円1,132

東急リニューアル株式会社 千円852

株式会社協同技術センター 千円814
世紀東急工業株式会社 千円375
東急グリーンシステム株式会社 千円190

東急テクノシステム株式会社 千円88
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(１) 投資主の権利 

(イ) 投資主総会における議決権 

① 本投資法人の投資主は、保有する投資口数に応じ、投資主総会における議決権を有しています（投信法第77

条第2項第3号、投信法第94条第1項、会社法第308条第1項本文）。投資主総会において決議される事項は、以

下の通りです。 

i.  執行役員、監督役員及び会計監査人の選任（ただし、設立の際選任されたものとみなされる者の選任を

除きます。）と解任（投信法第96条、第104条、第106条） 

ii. 資産運用会社との資産運用委託契約の締結及び解約の承認又は同意（投信法第198条第2項、第205条、第

206条第1項） 

iii. 投資口の併合（投信法第81条の2第2項、会社法第180条第2項（第3号を除く）） 

iv. 投資法人の解散（投信法第143条第3号） 

v.  規約の変更（投信法第140条） 

vi. その他投信法又は本投資法人の規約で定める事項（投信法第89条第1項） 

② 投資主の有する議決権の権利行使の手続は、以下の通りです。 

i.  投資主総会の決議は、法令又は規約に別段の定めがある場合の他、出席した投資主の議決権の過半数を

もって行います（規約第12条第1項）。 

ii. 投資主は、本投資法人の議決権を有する他の投資主1名を代理人として、議決権を行使することができま

す（規約第16条第1項）。ただし、投資主総会ごとに代理権を証する書面を本投資法人に提出することを要

します（投信法第94条第1項、会社法第310条第1項、第2項、規約第16条第2項）。 

iii. 投資主総会に出席しない投資主は、書面によって議決権を行使することができます（投信法第90条の2第

2項、規約第13条第1項）。 

iv. 前記iii. の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入します

（投信法第92条第2項、規約第13条第2項）。 

v.  執行役員は、投資主総会を招集する場合には、投資主総会に出席しない投資主が電磁的方法により議決

権を行使することができる旨を定めることができます（投信法第90条の2第1項第3号、規約第14条）。 

vi. 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提

出された議案（複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるとき

は、当該議案のいずれをも除きます。）について賛成するものとみなします（投信法第93条第1項、規約第

15条第1項）。 

vii. 上記vi.の定めに基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の

議決権の数に算入します（投信法第93条第3項、規約第15条第2項）。 

viii.本投資法人は、決算期後3か月以内に開催する投資主総会については、当該決算期最終の投資主名簿に記

載又は記録された投資主を、かかる投資主総会において権利を行使することのできる投資主とします。

（規約第12条第2項）。 

ix. 本投資法人は、上記viiiのほか必要があるときは、役員会の決議により、あらかじめ公告して、一定の

日における投資主名簿に記載又は記録されている投資主又は登録投資口質権者をもって、その権利を行使

することができる者と定めることができます（投信法第77条の3第2項、第4項、規約第12条第3項）。 

(ロ) その他の共益権 

① 代表訴訟提起権（投信法第204条第3項、第116条、第119条第3項、会社法第847条（第2項を除く）） 

 6か月前から引続き投資口を有する投資主は、本投資法人に対して書面等をもって、本資産運用会社、一般

事務受託者、執行役員、監督役員又は会計監査人の責任を追及する訴訟の提起を請求することができ、本投資

法人が請求のあった日から60日以内に訴訟を提起しないときは、本投資法人のために訴訟を提起することがで

きます。 

② 投資主総会決議取消請求権（投信法第94条第2項、会社法第831条） 

 投資主は、投資主総会の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは規約に違反している又は著しく不公正な

とき、決議の内容が規約に違反しているとき、又は決議について特別の利害関係を有している投資主が議決権

を行使したことによって著しく不当な決議がなされたときには、決議の日から3か月以内に、訴えをもって投

資主総会の決議の取消しを請求することができます。 

③ 執行役員等の違法行為差止請求権（投信法第109条第5項、第153条の3第2項、会社法第360条第1項） 

 執行役員が本投資法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは規約に違反する行為をし、又はこれらの行

為をするおそれがある場合において、当該行為によって本投資法人に回復することができない損害が発生する

おそれがある場合には、6か月前から引続き投資口を有する投資主は、本投資法人のために執行役員に対して

３【投資主・投資法人債権者の権利】
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その行為の差止めを請求することができます。本投資法人が清算手続に入った場合には清算執行人に対しても

同様です。 

④ 新投資口発行無効訴権（投信法第84条第2項、会社法第828条第1項第2号、第2項第2号） 

 投資主は、新投資口発行について重大な法令・規約違反があった場合には、新投資口発行の効力発生日から

6か月以内に、本投資法人に対して新投資口発行無効の訴えを提起することができます。 

⑤ 合併無効訴権（投信法第150条、会社法第828条第1項第7号及び第8号、第2項第7号及び第8号） 

 投資主は、合併手続に重大な瑕疵があった場合等には、本投資法人に対して合併の効力発生日から6か月以

内に合併無効の訴えを提起することができます。 

⑥ 投資主提案権（投信法第94条第1項、会社法第303条第2項、第305条第1項（本文）） 

 発行済投資口の100分の1以上の口数の投資口を有する投資主（6か月前から引続き当該投資口を有する投資

主に限ります。）は、執行役員に対して投資主総会の日の8週間前までに、i.一定の事項を投資主総会の会議

の目的とするべきことを請求することができ、また、ii.投資主総会の目的である事項についてその投資主の

提出しようとする議案の要領を投資主総会の招集通知に記載することを請求することができます。 

⑦ 投資主総会招集権（投信法第90条第3項、会社法第297条第1項、第4項） 

 発行済投資口の100分の3以上の口数の投資口を有する投資主（6か月前から引続き当該投資口を有する投資

主に限ります。）は、投資主総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を示して投資主総会の招集

を請求することができ、遅滞なく投資主総会招集の手続がなされない場合又は請求のあった日から8週間以内

の日を投資主総会の日とする投資主総会の招集通知が発せられない場合には、内閣総理大臣の許可を得て投資

主総会を招集することができます。 

⑧ 検査役選任請求権（投信法第94条第1項、会社法第306条第1項、投信法第110条第1項） 

 発行済投資口の100分の1以上の口数の投資口を有する投資主（6か月前から引続き当該投資口を有する投資

主に限ります。）は、投資主総会に係る招集の手続及び決議方法を調査させるため投資主総会に先立って検査

役の選任を内閣総理大臣に請求することができます。また、発行済投資口の100分の3以上の口数の投資口を有

する投資主は、本投資法人の業務及び財産の状況を調査させるため検査役の選任を内閣総理大臣に請求するこ

とができます。 

⑨ 執行役員等解任請求権（投信法第104条第3項、会社法第854条第1項第2号） 

 発行済投資口の100分の3以上の口数の投資口を有する投資主（6か月前から引続き当該投資口を有する投資

主に限ります。）は、執行役員又は監督役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する

重大な事実があるにもかかわらず投資主総会で当該役員を解任する旨の議案が否決された場合には、当該投資

主総会の日から30日以内に訴えをもって当該役員の解任を請求することができます。 

⑩ 解散請求権（投信法第143条の3） 

 発行済投資口の10分の1以上に当たる投資口を有する投資主は、本投資法人の業務の執行において著しく困

難な状況に至り本投資法人に回復できない損害が生じ、又は生じるおそれがあるときや、本投資法人の財産の

管理又は処分が著しく失当で本投資法人の存立を危うくするときにおいてやむを得ない事由があるときには訴

えをもって本投資法人の解散請求をすることができます。 

(ハ) 分配金請求権（投信法第77条第2項第1号、第137条） 

 本投資法人の投資主は、本投資法人の規約及び法令に則り、役員会の承認を受けた金銭の分配に係る計算書

に基づき、保有する投資口数に応じて金銭の分配を受けることができます。本投資法人の金銭の分配方針に関

しては、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (3) 分配方針」をご参照下さい。 

 なお、本振替投資口については、本投資法人が誤って本投資法人に対抗できないものとされた振替投資口に

ついて行った金銭の分配についても、本投資法人は当該分配に係る金額の返還を求めることができません。こ

の場合、本投資法人は、当該分配に係る金額の限度において、投資主の振替機関等に対する損害賠償請求権を

取得します（振替法第228条、第149条）。 

  

(ニ) 残余財産分配請求権（投信法第77条第2項第2号、第158条第2項） 

 本投資法人が解散し、清算される場合、投資主は、各投資主の有する投資口の口数に応じて残余財産の分配

を受ける権利を有しています。 

(ホ) 払戻請求権 

 投資主は、投資口の払戻請求権は有していません（規約第7条）。 

(ヘ) 投資口の処分権（投信法第78条第1項、第3項） 

 投資主は、投資証券を交付する方法により投資口を自由に譲渡することができます。 
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 本振替投資口については、投資主は、口座管理機関に対して振替の申請を行い、譲渡人の口座から譲受人の

口座に本振替投資口の振替（譲受人の口座における保有欄の口数を増加させることをいいます。以下同じで

す。）が行われることにより、本振替投資口の譲渡を行うことができます（振替法第228条、第140条）。ただ

し、本振替投資口の譲渡は、本振替投資口を取得した者の氏名又は名称及び住所を投資主名簿に記載し、又は

記録しなければ、本投資法人に対抗することができません（投信法第79条第１項）。なお、投資主名簿の記載

又は記録は、総投資主通知（振替機関が、本投資法人に対して行う、投資主の氏名又は名称、保有投資口数、

基準日等の通知をいいます。以下同じです。）により行われます（振替法第228条、第152条第１項）。また、

投資主が、特別口座に記載又は記録されている本振替投資口の譲渡を行う場合は、まず自らが開設した一般口

座への振替を行った上で、譲受人の口座に振り替える必要があります。  

  

(ト) 投資証券交付請求権及び不所持請求権（投信法第85条第1項、第3項、会社法第217条） 

 投資主は、投資口を発行した日以後遅滞なく投資証券の交付を受けることができます。また、投資主は、投

資証券の不所持を申出ることもできます。 

 本振替投資口については、本投資法人は、投資証券を発行することができません（振替法第227条第１

項）。ただし、投資主は、保管振替機構が振替機関の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失っ

た場合であって保管振替機構の振替業を承継する者が存しない場合、又は本振替投資口が振替機関によって取

り扱われなくなった場合は、本投資法人に対して、投資証券の発行を請求することができます（振替法第227

条第２項）。  

  

(チ) 帳簿閲覧権（投信法第128条の3） 

 投資主は、本投資法人の営業時間内は、いつでも、会計帳簿及びこれに関する書面の閲覧又は謄写を請求す

ることができます。ただし、この請求は、理由を明らかにしてしなければなりません。 

  

(リ) 少数投資主権の行使手続（振替法第228条、第154条）  

 振替投資口に係る少数投資主権等の行使に際しては、投資主名簿の記載又は記録ではなく、振替口座簿の記

載又は記録により判定されることになります。したがって、少数投資主権を行使しようとする投資主は、振替

機関が個別投資主通知（振替機関が、本投資法人に対して行う、投資主の氏名又は名称、保有投資口数等の通

知をいいます。以下同じです。）を行うよう、投資主の口座を開設している口座管理機関に対して申し出るこ

とができます。投資主は、かかる個別投資主通知が本投資法人に対して行われた後4週間が経過する日までに

限り、少数投資主権を行使することができます。 

   

（２） 投資法人債権者の権利 

 本投資法人の第1回及び第2回無担保投資法人債（以下「発行済投資法人債」といいます。）の投資法人債権者

の有する主な権利は、以下の通りです。 

(イ) 元利金支払請求権 

 投資法人債権者は、投資法人債の要項に従い、元利金の支払いを受けることができます。投資法人債の消滅

時効は、元金については10年、利息については5年です（投信法第139条の7、会社法第701条）。 

(ロ) 投資法人債の譲渡 

 発行済投資法人債は、その全部について振替法第115条で準用する第66条第2号の定めに従い振替法の規定の

適用を受けることとする旨を定めた投資法人債であり、発行済投資法人債の譲渡は、保管振替機構及び一般債

振替制度に参加する銀行・金融商品取引業者等の口座管理機関が管理する振替口座簿の記録により行われま

す。  

(ハ) 投資法人債権者集会における議決権 

①  投資法人債権者集会は、投信法に規定する事項及び投資法人債権者の利害に関する事項について、決議を行

うことができます（投信法第139条の10第2項、会社法第716条）。投資法人債権者集会において、投資法人債

権者は、その有する当該種類の投資法人債の金額の合計額（償還済みの額を除きます。）に応じて議決権を行

使することができます（投信法第139条の10第2項、会社法第723条）。 

 投資法人債権者集会における決議は、裁判所の認可によって効力を生じます（投信法第139条の10第2項、会

社法第734条第1項）。 

②  投資法人債権者の有する議決権の決議要件は、以下の通りです（投信法第139条の10第2項、会社法第724

条）。 

 ⅰ．  投資法人債権者集会の決議は、原則として、出席した投資法人債権者の議決権の総額の2分の1を超える

議決権を有する者の同意をもって行われます（普通決議）。 
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 ⅱ．  投資法人債権者集会の決議は、一定の重要な事項については、投資法人債権者の議決権の総額の5分の1

以上を有する投資法人債権者が出席し、出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する

者の同意をもって行われます（特別決議）。 

③  投資法人債権者による投資法人債権者集会招集請求権 

 ある種類の投資法人債の総額（償還済みの額を除きます。）の10分の1以上を保有する投資法人債権者は、

会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を、本投資法人又は投資法人債管理者に対して提出して投

資法人債権者集会の招集を請求することができます（投信法第139条の10第2項、会社法第718条第1項）。 

 かかる請求の後、遅滞なく投資法人債権者集会の招集手続がなされない場合等には、かかる請求を行った投

資法人債権者は、裁判所の許可を得て投資法人債権者集会の招集をすることができます（投信法第139条の10

第2項、会社法第718条第3項）。 

④  投資法人債権者は、本投資法人の営業時間内は、いつでも、投資法人債権者集会の議事録の閲覧又は謄写を

請求することができます（投信法第139条の10第2項、会社法第731条第3項）。 

(ニ)  投資法人債管理者 

 本投資法人は、投資法人債を募集する場合には、投資法人債管理者を定め、投資法人債権者のために投資法

人債の管理を行うことを委託しなくてはなりません。ただし、各投資法人債の金額が1億円以上である場合等

は、この限りではありません（投信法第139条の8）。発行済投資法人債について投資法人債管理者は定められ

ていません。 

(ホ)  担保提供制限条項 

 本投資法人は、本投資法人債発行後、各発行済投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人が国内で

既に発行した、又は国内で今後発行する他の無担保投資法人債（ただし、各発行済投資法人債と同時に発行す

る投資法人債を含み、下記に定める担付切換条項が特約されている無担保投資法人債を除きます。）のために

投信法及び担保付社債信託法（明治38年法律第52号。その後の改正を含みます。）に基づき担保権を設定する

場合は、各発行済投資法人債のために同順位の担保権を設定しなければなりません。なお、上記ただし書にお

ける担付切換条項とは、利益維持条項等本投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失

する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、又は本投資法人が自らいつでも担保権を設定する

ことができる旨の特約をいいます。 
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a. 名称 

 東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社 

b. 資本金の額 

 本書の日付現在  3億円 

c. 事業の内容 

 金融商品取引業（投資運用業） 

① 会社の沿革 

（注）当該業務は現在は行っていません。 

② 発行可能株式総数及び資本金の額の増減 

(イ) 発行可能株式総数（本書の日付現在） 

 10,000株 

(ロ) 発行済株式の総数（本書の日付現在） 

 6,000株 

(ハ) 最近5年間における資本金の額の増減 

   該当事項はありません。 

  

第４【関係法人の状況】

１【資産運用会社の概況】

（１）【名称、資本金の額及び事業の内容】

年月日 事項

平成13年6月27日 会社設立（資本金1億円） 

平成13年8月31日 宅地建物取引業免許取得（免許証番号 東京都知事(3) 

第79964号 平成23年9月1日更新） 

平成13年9月26日 資本金の額を1億円から1億2,500万円に増額 

平成14年9月28日 資本金の額を1億2,500万円から3億円に増額 

平成15年4月3日 宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得（認可番号 国土交

通大臣認可第17号） 

平成15年6月16日 投資信託委託業者に係る業務認可取得（認可番号 内閣総理大臣第27

号） 

平成15年6月16日 コンサルティング業務及び委託代行業務に係る兼業承認取得(注)（金

監第1961号） 

平成15年6月20日 本投資法人との間で資産運用委託契約を締結 

平成15年7月25日 不動産投資顧問業登録規程上の総合不動産投資顧問業登録（登録番号

総合－第016号） 

平成19年9月30日 金融商品取引業（投資運用業）に係るみなし登録（登録番号 関東財

務局長（金商）第360号） 
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③ 経理の概況 

 本資産運用会社は、財務諸表について新日本有限責任監査法人の監査を受けています。 

本資産運用会社の経理の概況は以下の通りです。 

(イ) 最近の事業年度における主な資産と負債の概況 

(ロ) 最近の事業年度における損益の概況 

④ その他 

(イ) 役員の変更 

 本資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権を行使することのできる株主の議決権

の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任します。取締役の選任につ

いては、累積投票によりません。取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時株主総会の終結の時までで、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補欠として就任した取締役又は補欠として就任

した監査役の任期は前任者の任期が満了すべき時までとします。本資産運用会社において取締役及び監査

役の変更があった場合には、監督官庁へ2週間以内に届け出ます（金商法第31条第1項、第29条の2第1項第3

号）。また、本資産運用会社の取締役又は執行役は、他の会社の取締役、会計参与（会計参与が法人であ

るときは、その職務を行うべき社員）、監査役若しくは執行役に就任した場合（他の会社の取締役、会計

参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合を含みま

す。）又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、遅滞なく、その旨

を内閣総理大臣に届け出なければなりません（金商法第31条の4第1項）。 

(ロ) 訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実 

 本書の日付現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想さ

れる事実はありません。 

  

⑤ 関係業務の概要 

 本投資法人が、本資産運用会社に委託する業務の内容は次の通りです。 

(イ) 本投資法人の資産の運用に係る業務（宅地又は建物の売買、交換又は賃借に係る判断の全部を行い、当

該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うことを含みます。） 

(ロ) 本投資法人が行う資金調達に係る業務 

(ハ) 本投資法人への報告業務 

(ニ) その他本投資法人が随時委託する前記(イ)から(ハ)に関連し又は付随する業務 

  

  
第9期

平成22年3月31日現在 
第10期 

平成23年3月31日現在 

総資産（千円）  796,144  632,302

総負債（千円）  170,500  130,720

純資産（千円）  625,643  501,581

  
第9期

自 平成21年4月 1日 
至 平成22年3月31日 

第10期 
自 平成22年4月 1日 
至 平成23年3月31日 

営業収益（千円）  1,085,066  899,663

経常利益（千円）  429,626  221,020

当期純利益（千円）  250,638  126,575

2011/10/26 10:13:2911784346_有価証券報告書_20111026101317

- 150 -



 本資産運用会社の運用体制については、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 投資法人の概況

(4) 投資法人の機構」をご参照下さい。 

  

(注1) 「比率」とは、発行済株式数に対する所有株式数の比率をいいます。 

(注2) 東急不動産株式会社は、平成23年6月24日に、その所有する本資産運用会社の発行済株式をすべて東京急行電鉄株式会社へ譲渡しまし

た。 

  

  

（２）【運用体制】

（３）【大株主の状況】

  （本書の日付現在）

名称 住所
所有株式数 
（株） 

比率（％）
(注1) 

東京急行電鉄株式会社(注2) 東京都渋谷区南平台町5番6号  6,000  100

合計 －  6,000  100

（４）【役員の状況】

  （本書の日付現在）

役職名 氏名 主要略歴
所有
株式数 
（株） 

代表取締役 

執行役員社長 

（常勤） 

堀江 正博 前記「第1 投資法人の追加情報 2 役員の状況」をご参照下さい。  0

取締役 

常務執行役員 

経営企画・ＩＲ

担当 兼 ＩＲ

部長 

（常勤）  

  

小井 陽介 

  

平成2年4月 東京急行電鉄株式会社 入社 鉄道部 

 

  

0

平成2年9月 同 生活情報事業部 計画課 

平成3年4月 同 財務部 

平成10年9月 東急ファイナンス アンド アカウンティング株式

会社 兼務 

平成11年12月 東京急行電鉄株式会社 連結経営委員会 

平成13年7月 東急リアル・エステート・インベストメント・マ

ネジメント株式会社 出向 取締役管理部長 

平成14年9月 

平成19年11月 

  

平成20年6月 

同 執行役員ＩＲ部長、経営企画部長 

同 執行役員（ＩＲ担当、経営企画担当） 兼 

  ＩＲ部長 

同 常務執行役員経営企画・ＩＲ担当 兼 

  ＩＲ部長 

平成22年6月 同 取締役常務執行役員経営企画・ＩＲ担当 兼 

  ＩＲ部長（現在に至る）  
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役職名 氏名 主要略歴
所有
株式数 
（株） 

取締役 

常務執行役員 

（資産保全担

当、監理担当） 

兼 

資産保全部長  

（常勤） 

  髙田 隆司 

昭和54年4月 

  

昭和58年7月 

昭和62年4月 

平成3年4月 

平成5年4月 

平成7年4月 

平成10年12月 

平成11年4月 

平成12年4月 

  

平成20年10月 

  

   

平成21年4月  

平成21年8月 

平成22年4月 

  

平成22年6月 

  

平成22年10月 

平成23年1月 

平成23年6月 

  

東急不動産株式会社 入社 開発本部 田園都市

部  

同 コミュニティー事業本部 第二事業部 

同 開発事業本部 第一事業部 

同 財務部 

同 経営計画室 

同 福岡支店 開発企画PT課長 

同 開発事業本部 事業開発第一部 課長 

同 住宅事業本部 建売住宅第一部 課長 

東急リロケーション株式会社 出向 賃貸運営部

長 

東急リアル・エステート・インベストメント・マ

ネジメント株式会社 出向 コンプライアンス部 

兼 監理部 シニアマネジャー   

同 コンプライアンス部長 兼 監理部長   

同 執行役員コンプライアンス部長 

同 執行役員コンプライアンス部長 兼 監査役 

  事務局長 

同 常務執行役員コンプライアンス部長 兼 監 

  査役事務局長 

同 常務執行役員コンプライアンス部長 

同 取締役常務執行役員コンプライアンス部長  

同 取締役常務執行役員（資産保全担当、監理担 

  当） 兼 資産保全部長（現在に至る） 

 0

取締役 

（非常勤） 
高橋 遠 

昭和49年4月 東京急行電鉄株式会社 入社 鉄道部 

 0

昭和49年11月 同 海外部 

昭和53年6月 同 人事部 

昭和55年9月 同 財務部  

昭和56年7月 同 秘書室  

昭和58年7月 同 生活情報事業部  

平成2年4月 同 ホテル事業部 

平成4年10月 同 ホテル事業部 課長 

平成8年6月 同 財務部 課長 

平成10年7月 同 財務部 次長 

平成11年4月 東急建設株式会社 出向 財務部長 

平成14年2月 東京急行電鉄株式会社 グループ事業室 部長 

平成15年4月  同 都市生活事業本部 事業統括部 統括部長  

平成17年4月  同 執行役員 社長室長  

平成19年6月  同 取締役 執行役員 社長室長 

平成20年6月  同 常務取締役 執行役員 社長室長  

平成22年6月  同 常務取締役  

平成23年4月  同 専務取締役（現在に至る）  

平成23年6月 東急リアル・エステート・インベストメント・マ

ネジメント株式会社 非常勤取締役（現在に  

至る）  
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役職名 氏名 主要略歴
所有
株式数 
（株） 

取締役 

（非常勤） 
渡邊 功 

昭和54年4月 東京急行電鉄株式会社 入社 鉄道部 

 0

昭和55年4月 同 開発事業本部 ビル事業部 

昭和58年10月 同 ケーブルテレビジョン開発室 

昭和62年10月 株式会社東急ケーブルテレビジョン（現 イッ

ツ・コミュニケーションズ株式会社）出向 

平成3年5月 東京急行電鉄株式会社 都市開発本部 生活情報

事業部 

平成8年7月 同 生活情報事業部 課長 

平成13年6月 日本デジタル配信株式会社 出向 常務取締役 

平成15年6月 同 専務取締役 

平成17年6月 イッツ・コミュニケーションズ株式会社 出向 

常務取締役 

平成19年6月 同 代表取締役社長 

平成22年3月  同 取締役（非常勤）（現在に至る）  

平成22年4月  東京急行電鉄株式会社 執行役員 都市生活創造

本部 副本部長 

平成22年6月  同 取締役 執行役員 都市生活創造本部長 兼 

  事業統括部長（現在に至る）  

平成23年6月 東急リアル・エステート・インベストメント・マ

ネジメント株式会社 非常勤取締役（現在に  

至る）  

取締役 

（非常勤） 

  

  

芦沢 俊丈 

  

昭和61年4月 東京急行電鉄株式会社 入社 鉄道部 

 

  

0

昭和61年12月 同 田園都市事業部 

昭和62年5月 同 ビル事業部 

平成3年10月 東急バス株式会社 出向 

平成9年4月 東京急行電鉄株式会社 都市開発事業部 

平成14年7月 同 都市開発事業部 総括課長 

平成15年4月 同 都市生活事業本部 事業統括部 

  総括担当主幹 

平成17年4月 同 経営統括室 経営企画部 主幹 

  （平成19年1月より「課長」に名称変更） 

平成17年6月 東急リアル・エステート・インベストメント・マ

ネジメント株式会社 非常勤取締役（現在に至

る） 

平成22年4月 東京急行電鉄株式会社 経営統括室 資産ポート

フォリオ委員会事務局 統括部長 

平成23年4月 同 経営統括室 事業戦略部 統括部長  

平成23年7月 

  

同 事業戦略室 事業推進部 統括部長（現在に 

  至る） 
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(注1) 本書の日付現在、本資産運用会社の従業員は、42名です。 

(注2) 平成23年1月13日付で本投資法人、本資産運用会社、東急電鉄及び東急不動産との間で締結された基本合意書に基づき、 東急不動産からの出

向者については、平成23年6月になされた東急不動産による、その所有する本資産運用会社の発行済株式すべての東急電鉄への譲渡後、1年以内を

目処に順次東急不動産へ帰任するものとされています。 

  

役職名 氏名 主要略歴
所有
株式数 
（株） 

監査役 

（非常勤） 
巴 政雄 

昭和51年4月 東京急行電鉄株式会社 入社 鉄道部 

 

  

0

昭和52年5月 同 財務部 

平成5年3月 同 経営管理室  

平成8年4月 同 人事部 課長 

平成11年7月 同 ホテル事業部 課長 

平成13年4月 株式会社東急ホテルマネジメント 出向  

管理部長 

平成13年6月 同 取締役管理部長 

平成14年4月 同 取締役企画管理部長 

平成15年4月 東京急行電鉄株式会社 財務戦略推進本部 

財務部 統括部長 

平成15年6月 東急リアル・エステート・インベストメント・マネ

ジメント株式会社 非常勤取締役 

平成17年4月 東京急行電鉄株式会社 執行役員 

財務戦略室 副室長 兼 財務部 統括部長 

平成18年6月 

平成19年6月 

同 執行役員 財務戦略室長 

同 取締役 執行役員 財務戦略室長 

平成23年4月 同 常務取締役 執行役員 財務戦略室長（現在  

  に至る） 

平成23年6月 東急リアル・エステート・インベストメント・マネ

ジメント株式会社 非常勤監査役（現在に至る） 

監査役 

（非常勤） 
木村 良孝 

昭和63年4月 東京急行電鉄株式会社 入社 鉄道部 

 0

昭和63年11月 同 リゾート事業部 

平成8年9月 株式会社裏磐梯高原東急リゾート 出向 

平成9年4月 株式会社東急総合研究所 出向 

平成14年2月 東京急行電鉄株式会社 経営企画室 

平成17年4月 同 経営統括室 経営企画部 主幹 

  （平成19年1月より「課長」に名称変更） 

平成21年4月 同 グループ事業本部 事業統括部 課長  

平成23年4月 同 グループ事業本部 事業統括部 統括部長（現 

  在に至る） 

平成23年6月 東急リアル・エステート・インベストメント・マネ

ジメント株式会社 非常勤監査役（現在に至る） 
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 なお、本資産運用会社の執行役員及び重要な使用人は、以下の通りです。 

  

役職名 氏名 主要略歴
所有
株式数 
（株） 

常務執行役員 

資産開発・資産

運用担当 

狩矢 淳雅 

昭和63年4月  東京急行電鉄株式会社 入社 鉄道部 

 0

昭和63年11月  同 ビル事業部 計画部 建設一課 

平成9年10月  同 ビル事業部 渋谷開発部 開発課 

平成13年7月  同 ビル事業部 営業部 営業推進担当 

平成16年3月  株式会社東急セルリアンタワー出向 運営管理部 

課長  

平成16年10月  同 運営管理部長 

平成17年11月  東京急行電鉄株式会社 ビル事業部 ビルディン

グ部  

平成19年4月  同 ビル事業部 営業部 課長 受託ＰＭ担当  

平成20年4月  東急リアル・エステート・インベストメント・マ

ネジメント株式会社 出向 部長（執行役員社長

付技術担当）  

平成20年6月  同 資産保全部長  

平成20年6月  同 執行役員資産保全部長 

平成21年4月  同 執行役員（資産保全担当、監理担当） 兼  

  資産保全部長  

平成23年6月  同 常務執行役員資産開発・資産運用担当 

  （現在に至る）  

執行役員 

資産開発部長 
相川 孝志 

昭和62年4月 東急不動産株式会社 入社 開発事業本部 

 0

平成11年4月 同 住宅事業本部 

平成15年4月 同 住宅事業本部 第三事業部 課長 

平成16年4月 同 資産活用事業本部 ファンド推進部 課長 

平成17年4月 同 資産活用事業本部 ファンド推進第二部 

  課長 

平成19年4月 東急リアル・エステート・インベストメント・マ

ネジメント株式会社 出向 資産運用部長 

平成19年6月 同 執行役員資産運用部長 

平成21年4月 同 執行役員資産開発部長（現在に至る） 
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役職名 氏名 主要略歴
所有
株式数 
（株） 

執行役員 

経営企画部長 

（支配人）  

野口 雄二郎 

平成3年4月 東京急行電鉄株式会社 入社 人事部 

株式会社東急ケーブルテレビジョン（現 イッ

ツ・コミュニケーションズ株式会社） 派遣 

 0

平成3年10月 同 生活情報事業部 営業部 

平成4年 5月 同 ビル事業部 渋谷開発部 

平成9年12月 同 グループ事業室 関連二部 

平成12年3月 同 財務部 

平成17年4月 東急リアル・エステート・インベストメント・マ

ネジメント株式会社 出向 経営企画部 マネジ

ャー 

平成18年10月 同 経営企画部 シニアマネジャー 

平成18年11月 同 経営企画部 兼 ＩＲ部 シニアマネジャー 

平成19年11月 同 経営企画部長 

平成20年6月 同 執行役員経営企画部長 

平成23年6月 同 執行役員経営企画部長（支配人）（現在に至 

  る） 

執行役員 

資産運用 

第一部長 

能勢 裕之 

昭和57年4月 東急不動産株式会社 入社 総務部 

 0

昭和57年6月 同 営業本部 不動産流通部 

平成2年10月 東急リバブル株式会社 出向 住宅営業本部 

平成5年4月 東京急行電鉄株式会社 出向 海外事業部 

平成10年4月 東急不動産株式会社 都市事業本部 ビル営業部 

課長 

平成14年4月 同 プロパティマネジメント部 ＰＭグループ  

  課長 

平成18年4月 同 都市事業本部 商業施設運営部 赤坂東急 

  プラザ総支配人 

平成19年4月 株式会社ティーエルディービーパートナーズ  

出向 財務部、総務部 シニアマネジャー 

平成20年4月 東急リアル・エステート・インベストメント・マ

ネジメント株式会社 出向 資産運用部 シニア

マネジャー 

平成21年4月 同 資産運用第一部長 

平成21年8月 同 執行役員資産運用第一部長（現在に至る） 
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役職名 氏名 主要略歴
所有
株式数 
（株） 

執行役員 

資産運用 

第二部長 

佐々木 桃子 

平成4年4月 東京急行電鉄株式会社 入社 鉄道部 

 0

平成4年6月 同 人事部 

株式会社東急ケーブルテレビジョン（現イッツ・

コミュニケーションズ株式会社）派遣 

平成4年11月 同 都市生活事業本部 計画部 

平成5年7月 同 ビル事業部 計画部 

平成8年10月 東急ワイ・エム・エムプロパティーズ株式会社 

出向 

平成12年4月 東京急行電鉄株式会社 連結経営委員会 

平成13年7月 東急リアル・エステート・インベストメント・マ

ネジメント株式会社 出向 資産運用部 マネジ

ャー 

平成19年11月 同 資産運用部シニアマネジャー 

平成21年4月 同 資産運用第二部長 

平成23年6月 同 執行役員資産運用第二部長（現在に至る） 

執行役員 

コンプライア

ンス部長 

兼 

監査役事務局長 

大沼 史明 

平成4年4月 東京急行電鉄株式会社 入社 財務部 

 0

平成7年11月 同 グループ事業室 

平成11年12月 同 連結経営委員会 

平成14年11月 東急リアル・エステート・インベストメント・マ

ネジメント株式会社 出向 経営企画部 マネジ

ャー 

平成17年4月 同 コンプライアンス部 兼 監理部 兼 経営 

  企画部 マネジャー 

平成17年9月 同 コンプライアンス部 兼 監理部 兼 経営 

  企画部 マネジャー 兼 監査役事務局長 

平成18年11月 同 コンプライアンス部 兼 監理部 マネジャ 

  ー 兼 監査役事務局長 

平成21年1月 同 コンプライアンス部 兼 監理部 シニア 

  マネジャー 兼 監査役事務局長 

平成21年8月 同 監理部長 兼 監査役事務局長 

平成21年9月  同 監理部長  

平成22年10月  同 監理部長 兼 監査役事務局長 

平成23年6月  同 執行役員コンプライアンス部長 兼 監査役 

  事務局長（現在に至る）  
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役職名 氏名 主要略歴
所有
株式数 
（株） 

監理部長 山田 久嗣 

平成6年4月 東京急行電鉄株式会社 入社 鉄道部 

 0

平成7年1月 同 生活情報事業部 営業部 

平成7年5月 同 財務部 

平成15年4月 同 財務戦略推進本部 連結経営推進部  

平成17年4月 同 財務戦略室 主計部  

平成17年12月 同 経営統括室 経営企画部 

平成18年4月 同 経営統括室 内部統制推進部 

平成18年10月 同 経営統括室 内部統制推進部 兼 財務戦略 

  室 主計部 

平成19年1月 同 財務戦略室 主計部 

平成19年12月 同 内部統制室 

平成21年7月  東急リアル・エステート・インベストメント・マ

ネジメント株式会社 出向 経営企画部 シニア

マネジャー  

平成22年7月  同 監理部 兼 経営企画部 シニアマネジャー 

平成22年10月  同 監理部 兼 コンプライアンス部 シニアマ 

  ネジャー 

平成23年6月  同 監理部長（現在に至る）  
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 本資産運用会社は、投信法上の資産運用会社として投資運用業を行っています。 

 本書の日付現在、本資産運用会社が資産を運用する投資法人は本投資法人のみです。ただし、本資産運用会社

は、将来において、本投資法人とは、投資方針、投資対象等において異なった性質を有する投資法人を設立し、当

該投資法人の資産を運用することも検討していますが、本書の日付現在において、具体的な計画はありません。 

  

（イ）投資主名簿等管理人（投信法第117条第2号乃至第6号関係、ただし、投資法人債に関する業務を除きま

す。）、特別口座管理人（投信法第117条2号関係、ただし、投資法人債に関する業務を除きます。）及び資産保

管会社 

a. 名称 

三菱UFJ信託銀行株式会社 

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号  

b. 資本金の額 

  平成23年3月31日現在  324,279百万円 

c. 事業の内容 

信託業及び銀行業を営んでいます。 

  

（ロ）投資法人債に関する一般事務受託者（投信法第117条第2号、第3号及び第6号のうち、投資法人債に関する事

務。） 

a. 名称 

住友信託銀行株式会社 

大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号  

b. 資本金の額 

  平成23年6月30日現在  342,037百万円 

c. 事業の内容 

信託業及び銀行業を営んでいます。 

  

（イ）三菱UFJ信託銀行株式会社 

 一般事務受託業務、資産保管業務及び特別口座管理人（前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況

4 手数料等及び税金 (3）管理報酬等 (ハ）一般事務受託者及び資産保管会社への支払手数料」をご参照下さ

い。） 

  

（ロ）住友信託銀行株式会社 

 投資法人債に関する一般事務受託業務（前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及

び税金 (3）管理報酬等 (ハ）一般事務受託者及び資産保管会社への支払手数料」をご参照下さい。） 

  

（イ）三菱UFJ信託銀行株式会社 

 該当事項はありません。 

  

（ロ）住友信託銀行株式会社 

 該当事項はありません。 

  

（５）【事業の内容及び営業の概況】

２【その他の関係法人の概況】

（１）【名称、資本金の額及び事業の内容】

（２）【関係業務の概要】

（３）【資本関係】
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1. 財務諸表の作成方法について 

 本投資法人の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。その

後の改正を含みます。以下「財務諸表等規則」といいます。）及び同規則第2条の規定により、「投資法人の計算に関

する規則」（平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。）に基づいて作成しています。 

  

2. 監査証明について 

 本投資法人は、金商法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間（平成22年8月1日から平成23年1月31日ま

で）及び第16期計算期間（平成23年2月1日から平成23年7月31日まで）の財務諸表について、あらた監査法人の監査を

受けています。 

  

3. 連結財務諸表について 

 本投資法人は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成していません。 

  

第５【投資法人の経理状況】
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１【財務諸表】 
（１）【貸借対照表】 

（単位：千円）

第15期 
(平成23年１月31日現在) 

第16期 
(平成23年７月31日現在) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,393,431 4,599,764

信託現金及び信託預金 10,914,559 10,961,645

営業未収入金 108,401 123,889

未収還付法人税等 32 －

前払費用 43,935 33,260

繰延税金資産 19 19

1年内回収予定の信託差入敷金及び保証金 18,506 18,506

その他 11,987 6,944

流動資産合計 19,490,873 15,744,030

固定資産   

有形固定資産   

建物 5,637,296 7,583,701

減価償却累計額 △816,969 △957,568

建物（純額） 4,820,327 6,626,133

構築物 45,368 54,005

減価償却累計額 △8,309 △9,937

構築物（純額） 37,059 44,067

機械及び装置 10,793 52,784

減価償却累計額 △4,739 △8,238

機械及び装置（純額） 6,053 44,546

工具、器具及び備品 19,337 24,573

減価償却累計額 △9,277 △11,393

工具、器具及び備品（純額） 10,059 13,179

土地 30,144,049 33,228,426

信託建物 ※1  45,727,034 ※1  45,894,900

減価償却累計額 △10,748,389 △11,493,063

信託建物（純額） 34,978,645 34,401,836

信託構築物 ※1  786,284 ※1  786,284

減価償却累計額 △297,661 △314,379

信託構築物（純額） 488,623 471,905

信託機械及び装置 ※1  935,946 ※1  935,946

減価償却累計額 △460,737 △509,663

信託機械及び装置（純額） 475,208 426,283

信託工具、器具及び備品 ※1  290,569 ※1  296,980

減価償却累計額 △189,947 △201,817

信託工具、器具及び備品（純額） 100,622 95,162

信託土地 ※1  115,335,663 ※1  115,335,663

信託建設仮勘定 1,575 8,355

有形固定資産合計 186,397,887 190,695,560
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（単位：千円）

第15期 
(平成23年１月31日現在) 

第16期 
(平成23年７月31日現在) 

無形固定資産   

その他 1,911 1,681

信託その他無形固定資産 12,731 11,815

無形固定資産合計 14,642 13,497

投資その他の資産   

敷金及び保証金 125,252 125,252

信託差入敷金及び保証金 836,589 836,589

長期前払費用 50,616 42,810

その他 166,755 184,485

投資その他の資産合計 1,179,214 1,189,138

固定資産合計 187,591,744 191,898,197

繰延資産   

投資法人債発行費 23,499 18,969

繰延資産合計 23,499 18,969

資産合計 207,106,117 207,661,196

負債の部   

流動負債   

営業未払金 537,461 718,992

1年内返済予定の長期借入金 19,400,000 17,200,000

未払金 245,252 273,579

未払費用 191,410 175,638

未払法人税等 － 488

未払消費税等 79,003 63,652

前受金 1,041,022 1,044,603

預り金 18,140 566

1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 ※1  624,801 ※1  624,801

災害損失引当金 － 26,404

その他 25,649 23,831

流動負債合計 22,162,742 20,152,559

固定負債   

投資法人債 10,000,000 10,000,000

長期借入金 60,600,000 62,800,000

預り敷金及び保証金 1,833,045 2,268,456

信託預り敷金及び保証金 ※1  12,445,450 ※1  12,173,340

その他 4,962 4,640

固定負債合計 84,883,459 87,246,438

負債合計 107,046,201 107,398,997
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（単位：千円）

第15期 
(平成23年１月31日現在) 

第16期 
(平成23年７月31日現在) 

純資産の部   

投資主資本   

出資総額 98,019,722 98,019,722

剰余金   

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 2,040,192 2,242,476

剰余金合計 2,040,192 2,242,476

投資主資本合計 100,059,915 100,262,199

純資産合計 ※3  100,059,915 ※3  100,262,199

負債純資産合計 207,106,117 207,661,196
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（２）【損益計算書】 

（単位：千円）

第15期 
自 平成22年８月１日 
至 平成23年１月31日 

第16期 
自 平成23年２月１日 
至 平成23年７月31日 

営業収益   

賃貸事業収入 ※1  6,040,589 ※1  6,408,296

その他賃貸事業収入 ※1  481,982 ※1  442,419

工事負担金受入額 － 67,791

資産受入益 2,283 157

営業収益合計 6,524,855 6,918,664

営業費用   

賃貸事業費用 ※1  3,070,915 ※1  3,180,828

資産運用報酬 445,267 479,949

資産保管手数料 19,485 16,826

一般事務委託手数料 40,781 41,286

役員報酬 6,000 6,000

その他営業費用 63,540 71,950

営業費用合計 3,645,989 3,796,841

営業利益 2,878,866 3,121,822

営業外収益   

受取利息 5,213 2,604

未払分配金戻入 1,571 1,216

還付加算金 5,909 1

受取保険金 272 －

受取補償金 － 16

営業外収益合計 12,967 3,839

営業外費用   

支払利息 713,316 697,187

投資法人債利息 89,227 87,772

保証金利息 33,350 30,644

投資法人債発行費償却 4,605 4,530

その他 10,154 12,974

営業外費用合計 850,654 833,109

経常利益 2,041,179 2,292,552

特別損失   

災害による損失 － ※2  22,658

災害損失引当金繰入額 － ※2  26,404

特別損失合計 － 49,062

税引前当期純利益 2,041,179 2,243,489

法人税、住民税及び事業税 997 1,024

法人税等調整額 △0 △0

法人税等合計 996 1,024

当期純利益 2,040,182 2,242,465

前期繰越利益 10 10

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 2,040,192 2,242,476
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（３）【投資主資本等変動計算書】 

（単位：千円）

第15期 
自 平成22年８月１日 
至 平成23年１月31日 

第16期 
自 平成23年２月１日 
至 平成23年７月31日 

投資主資本   

出資総額   

前期末残高 98,019,722 98,019,722

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 ※1  98,019,722 ※1  98,019,722

剰余金   

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）   

前期末残高 2,133,859 2,040,192

当期変動額   

剰余金の配当 △2,133,849 △2,040,182

当期純利益 2,040,182 2,242,465

当期変動額合計 △93,666 202,283

当期末残高 2,040,192 2,242,476

剰余金合計   

前期末残高 2,133,859 2,040,192

当期変動額   

剰余金の配当 △2,133,849 △2,040,182

当期純利益 2,040,182 2,242,465

当期変動額合計 △93,666 202,283

当期末残高 2,040,192 2,242,476

投資主資本合計   

前期末残高 100,153,582 100,059,915

当期変動額   

剰余金の配当 △2,133,849 △2,040,182

当期純利益 2,040,182 2,242,465

当期変動額合計 △93,666 202,283

当期末残高 100,059,915 100,262,199

純資産合計   

前期末残高 100,153,582 100,059,915

当期変動額   

剰余金の配当 △2,133,849 △2,040,182

当期純利益 2,040,182 2,242,465

当期変動額合計 △93,666 202,283

当期末残高 100,059,915 100,262,199
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(注) 投資口1口当たり分配金の額以外の金額は、いずれも千円未満を切捨てて記載しています。 

  

（４）【金銭の分配に係る計算書】

項目 
第15期

自 平成22年8月 1日 
至 平成23年1月31日 

第16期 
自 平成23年2月 1日 
至 平成23年7月31日 

Ⅰ 当期未処分利益 2,040,192千円 2,242,476千円  

Ⅱ 分配金額 2,040,182千円 2,242,421千円  

（投資口1口当たり分配金の額） （12,045円） （13,239円） 

Ⅲ 次期繰越利益 10千円 54千円  

分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第30条第2号に

定める「租税特別措置法第67条の

15に規定される本投資法人の配当

可能利益の金額の100分の90に相当

する金額を超えて分配する」旨の

方針に従い、当期未処分利益の概

ね全額である2,040,182千円を利益

分配金として分配することとしま

した。なお、規約第30条第4号に定

める利益を超えた金銭の分配は行

いません。 

本投資法人の規約第30条第2号に

定める「租税特別措置法第67条の

15に規定される本投資法人の配当

可能利益の額の100分の90に相当す

る金額を超えて分配する」旨の方

針に従い、当期未処分利益の概ね

全額である2,242,421千円を利益分

配金として分配することとしまし

た。なお、規約第30条第4号に定め

る利益を超えた金銭の分配は行い

ません。  
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（５）【キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

第15期 
自 平成22年８月１日 
至 平成23年１月31日 

第16期 
自 平成23年２月１日 
至 平成23年７月31日 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 2,041,179 2,243,489

減価償却費 1,039,380 994,698

投資法人債発行費償却 4,605 4,530

固定資産除却損 1,224 47,870

災害損失引当金の増減額（△は減少） － 26,404

受取利息 △5,213 △2,604

支払利息 835,894 815,604

営業未収入金の増減額（△は増加） 34,269 △15,488

未収消費税等の増減額（△は増加） 375,620 －

営業未払金の増減額（△は減少） 25,370 120,730

未払金の増減額（△は減少） △4,034 28,326

未払消費税等の増減額（△は減少） 79,003 △15,351

未払費用の増減額（△は減少） 5,034 △3,760

前受金の増減額（△は減少） 38,572 3,580

預り金の増減額（△は減少） △31,062 △17,574

その他 14,330 4,097

小計 4,454,173 4,234,554

利息の受取額 5,213 2,604

利息の支払額 △835,056 △827,616

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △122 △504

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,624,207 3,409,039

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △64,491 △5,075,174

信託有形固定資産の取得による支出 △8,974,007 △202,963

信託無形固定資産の取得による支出 △381 －

信託敷金及び保証金の回収による収入 18,506 －

預り敷金及び保証金の受入による収入 25,542 477,220

預り敷金及び保証金の返還による支出 △75,375 △41,809

信託預り敷金及び保証金の受入による収入 1,027,608 256,981

信託預り敷金及び保証金の返還による支出 △747,710 △529,091

使途制限付信託預金の預入による支出 △1,046,115 △256,981

使途制限付信託預金の引出による収入 530,787 312,168

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,305,635 △5,059,649

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 5,000,000 10,000,000

長期借入金の返済による支出 △5,000,000 △10,000,000

分配金の支払額 △2,139,071 △2,040,782

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,139,071 △2,040,782

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,820,499 △3,691,393

現金及び現金同等物の期首残高 18,576,878 10,756,378

現金及び現金同等物の期末残高 10,756,378 7,064,985
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（６）【注記表】

〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕

項目 
第15期

自 平成22年8月 1日 
至 平成23年1月31日  

第16期 
自 平成23年2月 1日 
至 平成23年7月31日  

1. 固定資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産（信託財産を含む）  

 定額法を採用しています。 

 なお、有形固定資産の耐用年数は以下の

通りです。   

建物          2～50年 

構築物       2～52年  

機械及び装置    2～17年  

工具、器具及び備品 2～15年  

  

① 有形固定資産（信託財産を含む） 

同左 

  

  ② 無形固定資産（信託財産を含む）  

定額法を採用しています。 

② 無形固定資産（信託財産を含む） 

同左 

2. 繰延資産の処理方

法 

投資法人債発行費 

 償還期間にわたり定額法により償却して

います。 

投資法人債発行費 

同左 

3. 引当金の計上基準 ― 災害損失引当金 

 東日本大震災により損傷した固定資産の

補修費用等のうち、当期末において合理的

に見積もることが出来る額を計上していま

す。  

4. 収益及び費用の計

上基準 

固定資産税等の処理方法  

 保有する不動産にかかる固定資産税、都

市計画税及び償却資産税等については、賦

課決定された税額のうち当期に対応する額

を賃貸事業費用として費用処理する方法を

採用しています。 

 なお、不動産又は不動産を信託財産とす

る信託受益権の取得に伴い、精算金として

譲渡人に支払った初年度の固定資産税等相

当額については、費用計上せず当該不動産

等の取得原価に算入しています。当期にお

いて不動産等の取得原価に算入した固定資

産税等相当額は11,247千円です。  

固定資産税等の処理方法  

 保有する不動産にかかる固定資産税、都

市計画税及び償却資産税等については、賦

課決定された税額のうち当期に対応する額

を賃貸事業費用として費用処理する方法を

採用しています。 

 なお、不動産又は不動産を信託財産とす

る信託受益権の取得に伴い、精算金として

譲渡人に支払った初年度の固定資産税等相

当額については、費用計上せず当該不動産

等の取得原価に算入しています。当期にお

いて不動産等の取得原価に算入した固定資

産税等相当額は23,168千円です。  

5. キャッシュ・フロ

ー計算書における

資金の範囲 

 キャッシュ・フロー計算書における資金

（現金及び現金同等物）は、手許現金及び信

託現金、随時引き出し可能な預金及び信託預

金並びに容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負わない取

得日から 3ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっています。 

同左  
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項目 
第15期

自 平成22年8月 1日 
至 平成23年1月31日  

第16期 
自 平成23年2月 1日 
至 平成23年7月31日  

6. その他財務諸表作

成のための基本と

なる重要な事項 

① 不動産等を信託財産とする信託受益権に

関する会計処理方法  

 保有する不動産等を信託財産とする信託

受益権については、信託財産内の全ての資

産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全

ての収益及び費用勘定について、貸借対照

表及び損益計算書の該当勘定科目に計上し

ています。 

 なお、該当勘定科目に計上した信託財産

のうち重要性がある下記の科目について

は、貸借対照表において区分掲記すること

としています。 

(1) 信託現金及び信託預金 

(2) 1年内回収予定の信託差入敷金及び保

証金 

(3) 信託建物、信託構築物、信託機械及

び装置、信託工具、器具及び備品、

信託土地、信託建設仮勘定 

(4) 信託その他無形固定資産 

(5) 信託差入敷金及び保証金 

(6) 1年内返還予定の信託預り敷金及び保

証金 

(7) 信託預り敷金及び保証金   

① 不動産等を信託財産とする信託受益権に

関する会計処理方法  

同左  

  ② 消費税等の処理方法  

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税

抜方式によっています。 

② 消費税等の処理方法  

同左  

〔会計方針の変更に関する注記〕

第15期 
自 平成22年8月 1日 
至 平成23年1月31日 

第16期 
自 平成23年2月 1日 
至 平成23年7月31日 

 当期より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業

会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債

務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第21号 平成20年３月31日）を適用しています。 

 これによる損益に与える影響はありません。  

－  
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〔貸借対照表に関する注記〕

第15期 
（平成23年1月31日現在） 

第16期 
（平成23年7月31日現在） 

※1．担保に供している資産及び担保を付している債務 

 担保に供している資産は次の通りです。  

※1．担保に供している資産及び担保を付している債務 

 担保に供している資産は次の通りです。  

  （単位：千円）

信託建物  2,994,380

信託構築物  136,871

信託機械及び装置  8,592

信託工具、器具及び備品 29

信託土地  5,585,737

 合計 8,725,611

  （単位：千円）

信託建物  2,915,771

信託構築物  134,544

信託機械及び装置  8,283

信託工具、器具及び備品 187

信託土地  5,585,737

 合計 8,644,524

 担保を付している債務は次の通りです。   担保を付している債務は次の通りです。  

1年内返還予定の信託預り敷金

及び保証金  

433,845

信託預り敷金及び保証金  3,229,738

 合計  3,663,584

1年内返還予定の信託預り敷金

及び保証金  

433,845

信託預り敷金及び保証金  3,012,815

 合計 3,446,661

  2．コミットメントラインの設定に関する契約  

   本投資法人は取引銀行3行とコミットメントライン

  の設定に関する契約を締結しています。なお、当期 

  末における契約に基づく借入残高はありません。  

  2．コミットメントラインの設定に関する契約 

   本投資法人は取引銀行6行とコミットメントライン

  の設定に関する契約を締結しています。なお、当期 

  末における契約に基づく借入残高はありません。  

コミットメントラインの総額 12,000,000千円 

借入実行残高 ― 

差引額 12,000,000千円 

コミットメントラインの総額 20,000,000千円 

借入実行残高 ― 

差引額  20,000,000千円 

※3．投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に

定める最低純資産額 

50,000千円 

※3．投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に

定める最低純資産額 

同左 
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〔損益計算書に関する注記〕

第15期 
自 平成22年8月 1日 
至 平成23年1月31日 

第16期 
自 平成23年2月 1日 
至 平成23年7月31日 

※1. 不動産賃貸事業損益の内訳  

（単位：千円）

A. 不動産賃貸事業収益 

※1. 不動産賃貸事業損益の内訳  

（単位：千円）

A. 不動産賃貸事業収益 

賃貸事業収入    

賃料収入   4,896,566

共益費収入   661,253

月極駐車場収入   135,249

その他賃料収入(注1)   347,519

計  6,040,589

その他賃貸事業収入    

付帯収益(注2)   411,197

その他雑収入   70,785

計  481,982

不動産賃貸事業収益合計   6,522,572

  

賃貸事業収入    

賃料収入   5,197,108

共益費収入   723,255

月極駐車場収入   140,289

その他賃料収入(注1)   347,643

計  6,408,296

その他賃貸事業収入    

付帯収益(注2)   376,552

その他雑収入   65,866

計  442,419

不動産賃貸事業収益合計   6,850,715

B. 不動産賃貸事業費用 B. 不動産賃貸事業費用 

賃貸事業費用    

水道光熱費   513,444

外注委託費   442,376

プロパティ・マネジメント報酬   144,448

修繕費   163,390

公租公課   525,737

損害保険料   13,941

減価償却費   1,039,380

固定資産除却損   1,224

その他賃貸事業費用   226,972

不動産賃貸事業費用合計   3,070,915

C. 不動産賃貸事業損益（A－B)  3,451,657

賃貸事業費用    

水道光熱費   488,103

外注委託費   434,442

プロパティ・マネジメント報酬   158,847

修繕費   219,463

公租公課   611,202

損害保険料   11,863

減価償却費   994,698

固定資産除却損   47,870

その他賃貸事業費用   214,337

不動産賃貸事業費用合計   3,180,828

C. 不動産賃貸事業損益（A－B)  3,669,886

(注1) 賃料収入、共益費収入及び月極駐車場収入以外の定額の収益を

記載しています。  
(注2）使用量に応じてテナントから受取る水道光熱費等を含みます。

(注1) 賃料収入、共益費収入及び月極駐車場収入以外の定額の収益を

記載しています。  
(注2）使用量に応じてテナントから受取る水道光熱費等を含みます。

  

― 

  

※2. 特別損失の内訳 

 東日本大震災により損傷した固定資産の補修費用

等であり、当期に実施した工事等の金額については

「災害による損失」に、次期に実施予定の工事等の

見積額については「災害損失引当金繰入額」にそれ

ぞれ計上しています。 

〔投資主資本等変動計算書に関する注記〕

第15期 
自 平成22年8月 1日 
至 平成23年1月31日  

第16期 
自 平成23年2月 1日 
至 平成23年7月31日  

※1. 発行済投資口総数    169,380口  同左 
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〔キャッシュ・フロー計算書に関する注記〕

第15期 
自 平成22年8月 1日 
至 平成23年1月31日 

第16期 
自 平成23年2月 1日 
至 平成23年7月31日 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成23年1月31日現在）

  （単位：千円）

 現金及び預金  8,393,431

 信託現金及び信託預金  10,914,559

 使途制限付信託預金(注)  △8,551,611

 現金及び現金同等物  10,756,378

（平成23年7月31日現在）

  （単位：千円）

 現金及び預金  4,599,764

 信託現金及び信託預金  10,961,645

 使途制限付信託預金(注)  △8,496,424

 現金及び現金同等物  7,064,985

 (注) テナントから預かっている敷金及び保証金の返還のために留

保されている信託預金です。 
 (注) テナントから預かっている敷金及び保証金の返還のために留

保されている信託預金です。 

〔リース取引に関する注記〕

第15期 
自 平成22年8月 1日 
至 平成23年1月31日 

第16期 
自 平成23年2月 1日 
至 平成23年7月31日 

オペレーティング・リース取引 

（単位：千円） 

（借主側） 

未経過リース料  

オペレーティング・リース取引 

（単位：千円）

（借主側） 

未経過リース料  

1年内      234,323

1年超     3,609,150

合計    3,843,474

1年内     212,846

1年超    3,028,606

合計     3,241,453

  

（貸主側）  

未経過リース料 

1年内      5,382,833

1年超     19,532,763

合計    24,915,597

  

（貸主側） 

未経過リース料 

1年内    5,579,679

1年超     18,263,531

合計    23,843,211
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〔金融商品に関する注記〕

第15期 
自 平成22年8月 1日 
至 平成23年1月31日 

第16期 
自 平成23年2月 1日 
至 平成23年7月31日 

１．金融商品の状況に関する事項 
（１）金融商品に対する取組方針 

 本投資法人は資産の取得又は債務の返済等資金を投資口の追加

発行、借入れ又は投資法人債の発行で調達します。資金調達にお

いては、安定性、機動性、効率性を基本とし、ファンディング・

コストの低減、外部成長、支出の極小化により投資主価値の最大

化を図ることを財務方針としています。 
 余剰資金の運用については、有価証券、金銭債権を投資対象と

していますが、安全性を考慮して、原則として預金にて運用して

います。  
 デリバティブ取引については、金利変動リスク等を回避するた

めに利用する可能性がありますが、投機的な取引は行わない方針

です。なお、現在デリバティブ取引は行っていません。 
  

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針 
同左  

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
本投資法人は、資産運用会社によりリスク管理体制の適切性・

有効性について定期的に検証し、高度化を図っています。個別の

金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制について

は、以下の通りです。 
預金は、預入先金融機関の破綻等の信用リスクに晒されていま

すが、預入先金融機関の分散化を図ることにより当該リスクを管

理しています。 
借入金及び投資法人債の資金使途は、主に資産の取得又は債務

の返済等であり、返済時の流動性リスクに晒されていますが、本

投資法人では、増資による資本市場からの調達能力の維持・強化

に努めるとともに、複数の資金調達元の確保と返済期限の分散、

主要取引先銀行との間で120億円のコミットメントライン契約の

締結（第15期末現在利用残高なし）、さらに月次で資金管理計画

を作成すること等により流動性リスクを管理しています。 
変動金利の借入金は、金利変動リスクに晒されていますが、資

産評価LTV（注）を低位に保ち、長期固定金利による借入の比率

を高位に保つことや経済環境や金融環境、テナントとの賃貸借契

約の内容及び資産保有期間等に応じた調達年限を設定すること

で、金利の上昇が本投資法人の運営に与える影響を限定的にして

います。さらに、変動金利の上昇リスクを回避し支払利息の固定

化を進めるために、デリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘ

ッジ手段として利用できることとしています。 
預り敷金及び保証金は、テナントからの預り金であり、テナン

ト退去による流動性リスクに晒されていますが、月次で資金管理

計画を作成すること等により流動性リスクを管理しています。 
（注）（有利子負債合計＋現金積立のない敷金保証金等）÷ 

（特定資産の期末算定価額又は取得時鑑定評価額の合計）×100
  

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
本投資法人は、資産運用会社によりリスク管理体制の適切性・

有効性について定期的に検証し、高度化を図っています。個別の

金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制について

は、以下の通りです。 
預金は、預入先金融機関の破綻等の信用リスクに晒されていま

すが、預入先金融機関の分散化を図ることにより当該リスクを管

理しています。 
借入金及び投資法人債の資金使途は、主に資産の取得又は債務

の返済等であり、返済時の流動性リスクに晒されていますが、本

投資法人では、増資による資本市場からの調達能力の維持・強化

に努めるとともに、複数の資金調達元の確保と返済期限の分散、

主要取引先銀行との間で200億円のコミットメントライン契約の

締結（第16期末現在利用残高なし）、さらに月次で資金管理計画

を作成すること等により流動性リスクを管理しています。 
変動金利の借入金は、金利変動リスクに晒されていますが、資

産評価LTV（注）を低位に保ち、長期固定金利による借入の比率

を高位に保つことや経済環境や金融環境、テナントとの賃貸借契

約の内容及び資産保有期間等に応じた調達年限を設定すること

で、金利の上昇が本投資法人の運営に与える影響を限定的にして

います。さらに、変動金利の上昇リスクを回避し支払利息の固定

化を進めるために、デリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘ

ッジ手段として利用できることとしています。 
預り敷金及び保証金は、テナントからの預り金であり、テナン

ト退去による流動性リスクに晒されていますが、月次で資金管理

計画を作成すること等により流動性リスクを管理しています。 
（注）（有利子負債合計＋現金積立のない敷金保証金等）÷ 

（特定資産の期末算定価額又は取得時鑑定評価額の合計）×100

（３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格

がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該

価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異

なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま

す。 
  

（３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

同左 
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第15期 
自 平成22年8月 1日 
至 平成23年1月31日 

第16期 
自 平成23年2月 1日 
至 平成23年7月31日 

２．金融商品の時価等に関する事項

平成23年1月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差

額については、以下の通りです。なお、時価を把握することが極めて

困難と認められるものは、次表には含めていません（（注２）参

照）。 

  

     （単位：千円）

  貸借対照表 
計上額 時価 差額

（１）現金及び預金  8,393,431  8,393,431 ―

（２）信託現金及び
信託預金  10,914,559  10,914,559 ―

 資産計  19,307,990  19,307,990 ―

（１）短期借入金 ― ― ―

（２）１年内返済予
定の長期借入金  19,400,000  19,486,201 86,201

（３）１年内返還予
定の信託預り敷
金及び保証金 

 624,801  679,949 55,147

（４）投資法人債  10,000,000  10,259,892 259,892

（５）長期借入金  60,600,000  61,476,354 876,354

（６）信託預り敷金
及び保証金  4,084,383  3,975,610 △108,772

 負債計  94,709,185  95,878,008 1,168,823

２．金融商品の時価等に関する事項

平成23年7月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差

額については、以下の通りです。なお、時価を把握することが極めて

困難と認められるものは、次表には含めていません（（注２）参

照）。 

  

     （単位：千円）

貸借対照表 
計上額 時価 差額

（１）現金及び預金  4,599,764  4,599,764 ―

（２）信託現金及び
信託預金  10,961,645  10,961,645 ―

 資産計  15,561,409  15,561,409 ―

（１）短期借入金 ― ― ―

（２）１年内返済予
定の長期借入金

 17,200,000  17,285,265 85,265

（３）１年内返還予
定の信託預り敷
金及び保証金 

 624,801  676,328 51,526

（４）投資法人債  10,000,000  10,232,892 232,892

（５）長期借入金  62,800,000  63,942,716 1,142,716

（６）信託預り敷金
及び保証金  3,867,460  3,798,138 △69,322

負債計  94,492,262  95,935,341 1,443,079

（注１）金融商品の時価の算定方法

資産 
（１）現金及び預金、（２）信託現金及び信託預金 

これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額

と近似していることから、当該帳簿価額によっています。 
負債 
（１）短期借入金 

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似している

ことから、当該帳簿価額によっています。 
（２）１年内返済予定の長期借入金、（５）長期借入金 

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新

規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する

方法によっています。 
（３）１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金、（６）信託預

り敷金及び保証金 
信託預り敷金及び保証金の時価については、その将来キャ

ッシュ・フローを、返済期日までの期間及び信用リスクを加

味した利率で割り引いた現在価値により算定しています。 
（４）投資法人債 

投資法人債の時価については、元利金の合計額を当該投資

法人債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引い

た現在価値により算定しています。 
  

（注１）金融商品の時価の算定方法 
同左 
  

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

これらについては、市場価格がなく、かつ、賃借人の入居から

退去までの実質的な預託期間を算定することが困難であることか

ら、合理的に将来キャッシュ・フローを見積もることができず、

時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価の算定

には含めていません。 
  

  （単位：千円）

区分 貸借対照表 
計上額 

① 預り敷金及び保証金 1,833,045 

② 信託預り敷金及び保証金 8,361,067 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

これらについては、市場価格がなく、かつ、賃借人の入居から

退去までの実質的な預託期間を算定することが困難であることか

ら、合理的に将来キャッシュ・フローを見積もることができず、

時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価の算定

には含めていません。 
  

（単位：千円）

区分
貸借対照表 

計上額 

① 預り敷金及び保証金 2,268,456 

② 信託預り敷金及び保証金 8,305,880 
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第15期 
自 平成22年8月 1日 
至 平成23年1月31日 

第16期 
自 平成23年2月 1日 
至 平成23年7月31日 

（注３）金銭債権の決算日後の償還予定額 

  

  

     （単位：千円）

区分 １年以内
１年超 

２年以内 
２年超

３年以内 

現金及び預金 8,393,431 ― ―

信託現金及び 
信託預金 10,914,559 ― ―

合計 19,307,990 ― ―

     （単位：千円）

区分 ３年超 
４年以内 

４年超 
５年以内 ５年超

現金及び預金 ― ― ―

信託現金及び 
信託預金 ― ― ―

合計 ― ― ―

（注３）金銭債権の決算日後の償還予定額 

  

  

     （単位：千円）

区分 １年以内 １年超 
２年以内 

２年超
３年以内 

現金及び預金  4,599,764 ― ―

信託現金及び
信託預金  10,961,645 ― ―

合計  15,561,409 ― ―

   （単位：千円）

区分
３年超

４年以内 
４年超 

５年以内 ５年超

現金及び預金 ― ― ―

信託現金及び
信託預金 ― ― ―

合計 ― ― ―

（注４）短期借入金、投資法人債、長期借入金の決算日後の返済予定

額 

    

  

     （単位：千円）

区分 １年以内
１年超 

２年以内 
２年超

３年以内 

短期借入金 ― ― ―

投資法人債 ―  5,000,000 ―

長期借入金 19,400,000  12,200,000 19,400,000

合計 19,400,000  17,200,000 19,400,000

     （単位：千円）

区分 ３年超 
４年以内 

４年超 
５年以内 ５年超

短期借入金 ― ― ―

投資法人債 5,000,000 ― ―

長期借入金 7,000,000  9,000,000 13,000,000

合計 12,000,000  9,000,000 13,000,000

（注４）短期借入金、投資法人債、長期借入金の決算日後の返済予定

額 

    

     （単位：千円）

区分 １年以内 １年超 
２年以内 

２年超
３年以内 

短期借入金 ― ― ―

投資法人債 ―  5,000,000 ―

長期借入金  17,200,000  13,800,000 17,000,000

合計  17,200,000  18,800,000 17,000,000

   （単位：千円）

区分
３年超

４年以内 
４年超 

５年以内 ５年超

短期借入金 ― ― ―

投資法人債  5,000,000 ― ―

長期借入金  9,000,000  3,000,000 20,000,000

合計  14,000,000  3,000,000 20,000,000

    

〔有価証券に関する注記〕

第15期 
自 平成22年8月 1日 
至 平成23年1月31日 

第16期 
自 平成23年2月 1日 
至 平成23年7月31日  

 本投資法人は、有価証券取引を全く行っていませんの

で、該当事項はありません。 

同左  
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〔デリバティブ取引に関する注記〕

第15期 
自 平成22年8月 1日 
至 平成23年1月31日  

第16期 
自 平成23年2月 1日 
至 平成23年7月31日 

 本投資法人は、デリバティブ取引を全く行っていませ

んので、該当事項はありません。 

同左  

〔退職給付に関する注記〕

第15期 
自 平成22年8月 1日 
至 平成23年1月31日  

第16期 
自 平成23年2月 1日 
至 平成23年7月31日 

 本投資法人は、退職給付制度がありませんので、該当

事項はありません。 

同左  

〔税効果会計に関する注記〕

第15期 
自 平成22年8月 1日 
至 平成23年1月31日 

第16期 
自 平成23年2月 1日 
至 平成23年7月31日 

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳  

（平成23年1月31日現在）

（単位：千円）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳  

（平成23年7月31日現在）

（単位：千円）

（繰延税金資産）   

未払事業税損金不算入額  19

繰延税金資産合計   19

（繰延税金資産の純額）  19

（繰延税金資産）   

未払事業税損金不算入額  19

繰延税金資産合計   19

（繰延税金資産の純額）  19

2．法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間に重

要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

な項目別の内訳  

（単位：％）

2．法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間に重

要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

な項目別の内訳  

（単位：％）

  

法定実効税率   39.33

（調整）    

 支払分配金の損金算入額  △39.31

 その他  0.03

税効果会計適用後の法人税等の負担率   0.05
  

法定実効税率   39.33

（調整）    

 支払分配金の損金算入額  △39.31

 その他  0.03

税効果会計適用後の法人税等の負担率   0.05

〔持分法損益等に関する注記〕

第15期 
自 平成22年8月 1日 
至 平成23年1月31日  

第16期 
自 平成23年2月 1日 
至 平成23年7月31日 

 本投資法人には関連会社は一切存在せず、該当事項は

ありません。 

同左  
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第15期（自 平成22年8月1日 至 平成23年1月31日） 

役員及び個人主要投資主等 

（注1）上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれていません。 

（注2）取引条件及び取引条件の決定方針等 

    本投資法人の執行役員である堀江正博が第三者（東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社）の代表者として

       行なった取引であり、本投資法人の規約に定められた取引条件によっています。  

  

第16期（自 平成23年2月1日 至 平成23年7月31日） 

役員及び個人主要投資主等 

（注1）上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれていません。 

（注2）取引条件及び取引条件の決定方針等 

    本投資法人の執行役員である堀江正博が第三者（東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社）の代表者として

       行なった取引であり、本投資法人の規約に定められた取引条件によっています。 

  

  

〔関連当事者との取引に関する注記〕

属性 氏名 事業の内容又は職業
議決権等の所
有（被所有）

割合(%) 
取引の内容

取引金額 
(千円) 科目 期末残高

(千円) 

役員及びその近

親者 
堀江 正博 

本投資法人 執行役員 
兼 

東急リアル・エステー

ト・インベストメント・

マネジメント株式会社 
代表取締役  

 －

東急リアル・エス

テート・インベス

トメント・マネジ

メント株式会社へ

の資産運用報酬の

支払 

 445,267  未払金  204,623

属性 氏名 事業の内容又は職業
議決権等の所
有（被所有）

割合(%) 
取引の内容

取引金額 
(千円) 科目 期末残高

(千円) 

役員及びその近

親者 
堀江 正博 

本投資法人 執行役員 
兼 

東急リアル・エステー

ト・インベストメント・

マネジメント株式会社 
代表取締役  

 －

東急リアル・エス

テート・インベス

トメント・マネジ

メント株式会社へ

の資産運用報酬の

支払 

 479,949  未払金  222,801

〔資産除去債務に関する注記〕

第15期 
自 平成22年8月 1日 
至 平成23年1月31日 

第16期 
自 平成23年2月 1日 
至 平成23年7月31日 

 該当事項はありません。  同左  
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〔賃貸等不動産に関する注記〕

第15期 
自 平成22年8月 1日 
至 平成23年1月31日 

第16期 
自 平成23年2月 1日 
至 平成23年7月31日 

本投資法人では、主として東京都心５区地域及び東急沿線地域（注

１）に立地する賃貸オフィスビル及び賃貸商業施設（土地を含む）を

所有しています。これら賃貸等不動産の当期末における貸借対照表計

上額、当期増減額及び時価は以下の通りです。 

（注１）「地域」については、「東京都心５区地域」を都心５区（千

代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区）及び都心５区に準

ずる商業用不動産集積地（池袋周辺地域、後楽周辺地域、上

野周辺地域等）と区分しています。 
また、「東急沿線地域」を東急沿線拠点地域（渋谷区）及び

その他東急沿線地域（東京都（品川区、目黒区、世田谷区、

大田区、町田市）、神奈川県横浜市（港北区、神奈川区、中

区、西区、緑区、青葉区、都筑区）、神奈川県川崎市（中原

区、高津区、宮前区）、神奈川県大和市）と区分していま

す。なお、渋谷区は、東京都心５区地域と東急沿線地域の両

方に含まれます。「その他」は東京都心５区地域及び東急沿

線地域を除く東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県を中心とし

た首都圏と区分しています。 
（注２）貸借対照表計上額は取得価額（取得に伴う付帯費用を含みま

す。）から減価償却累計額を控除した金額です。 
（注３）当期増減額のうち、主な増加額は秋葉原三和東洋ビル

（4,709,755千円）及び木場永代ビル（4,074,356千円）の取

得によるものであり、主な減少額は減価償却費（1,039,380千

円）の計上によるものです。 
（注４）当期末の時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額を記

載しています。 
  

なお、賃貸等不動産に関する当期における損益は、「（６） 注記

表 〔損益計算書に関する注記〕」に記載の通りです。 
   

      （単位：千円）

 貸借対照表計上額 
（注２）  

当期末の時価

(注４) 

前期末残高 
当期増減額 

(注３) 
当期末残高 

 178,433,385 7,979,145  186,412,530 187,900,000

本投資法人では、主として東京都心５区地域及び東急沿線地域（注

１）に立地する賃貸オフィスビル及び賃貸商業施設（土地を含む）を

所有しています。これら賃貸等不動産の当期末における貸借対照表計

上額、当期増減額及び時価は以下の通りです。 

（注１）同左 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
（注２）同左 
  
（注３）当期増減額のうち、主な増加額は東急銀座二丁目ビル

（5,073,016千円）の取得によるものであり、主な減少額は減

価償却費（994,698千円）の計上によるものです。 
  
（注４）同左  

  
  
なお、賃貸等不動産に関する当期における損益は、「（６） 注記

表 〔損益計算書に関する注記〕」に記載の通りです。 
  

    （単位：千円）

 貸借対照表計上額 
（注２）  

当期末の時価

(注４) 

前期末残高
当期増減額

(注３) 
当期末残高 

186,412,530 4,296,527  190,709,058 191,440,000
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〔セグメント情報等に関する注記〕

第15期 
自 平成22年8月 1日 
至 平成23年1月31日 

第16期 
自 平成23年2月 1日 
至 平成23年7月31日 

（セグメント情報） 
１．報告セグメントの概要 
   本投資法人の報告セグメントは、本投資法人及び資産運用会社

の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、最高経

営意思決定機関が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するた

めに、定期的に検討を行う対象となっているものです。 
   本投資法人は、主として東京都心５区地域及び東急沿線地域に

立地する賃貸オフィスビル及び賃貸商業施設（土地を含む）を対

象に資産運用を行っています。 
   したがって、本投資法人及び資産運用会社は、運用資産の種類

別セグメントから構成されており、「オフィス賃貸事業」及び

「商業施設賃貸事業」の２つを報告セグメントとしています。 
  
２．報告セグメントの利益、資産及び負債等の測定方法 
   報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な

会計方針に係る事項に関する注記」における記載と概ね同一で

す。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。 
  
３．報告セグメントの利益、資産及び負債等に関する情報  

       （単位：千円）

  
オフィス 

賃貸事業 

商業施設 

賃貸事業 

調整額 

（注２） 

財務諸表 

計上額 

営業収益 

（注１） 
3,873,016 2,649,555 2,283 6,524,855

セグメント利益 2,042,350 1,409,306 △572,790 2,878,866

セグメント資産 98,714,271 87,698,259 20,693,587 207,106,117

その他の項目         

減価償却費 637,601 401,779 ― 1,039,380

有形固定資産 
及び無形固定 
資産の増加額 

8,992,186 29,663 ― 9,021,850

（セグメント情報）

１．報告セグメントの概要 
   同左 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
２．報告セグメントの利益、資産及び負債等の測定方法 
   同左 
  
  
  
３．報告セグメントの利益、資産及び負債等に関する情報  

       （単位：千円）

  
オフィス 

賃貸事業 

商業施設 

賃貸事業 

調整額 

（注２） 

財務諸表 

計上額 

営業収益 

（注１） 
4,208,382 2,642,333 67,948 6,918,664

セグメント利益 2,283,673 1,386,213 △548,064 3,121,822

セグメント資産 103,232,214 87,476,844 16,952,138 207,661,196

その他の項目         

減価償却費 593,600 401,097 ― 994,698

有形固定資産
及び無形固定 
資産の増加額 

5,112,241 226,854 ― 5,339,096

（注１）本投資法人の営業収益は、すべて外部顧客に対するものです。

（注２）営業収益の調整額2,283千円は、資産受入益です。 
セグメント利益の調整額△572,790千円は、資産受入益2,283千

円及び各報告セグメントに配分していない全社費用575,074千円

です。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない資産運用報

酬、資産保管手数料、一般事務委託手数料、役員報酬等です。 
セグメント資産の調整額20,693,587千円は、流動資産

19,490,873千円、投資その他の資産1,179,214千円及び繰延資産

23,499千円です。 
  

（注１）本投資法人の営業収益は、すべて外部顧客に対するものです。

（注２）営業収益の調整額67,948千円は、工事負担金受入額67,791千円

   及び資産受入益157千円です。 
セグメント利益の調整額△548,064千円は、工事負担金受入額

67,791千円、資産受入益157千円及び各報告セグメントに配分し

ていない全社費用616,013千円です。全社費用は、主に報告セグ

メントに帰属しない資産運用報酬、資産保管手数料、一般事務委

託手数料、役員報酬等です。 
セグメント資産の調整額16,952,138千円は、流動資産

15,744,030千円、投資その他の資産1,189,138千円及び繰延資産

18,969千円です。 
  

（関連情報） 
１．製品及びサービス毎の情報 
   本投資法人の報告セグメントは、製品及びサービス毎に構成し

ているため、記載を省略しています。（「報告セグメントの利

益、資産及び負債等に関する情報」をご参照下さい。） 
  
２．地域毎の情報 
（１）営業収益 
    本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％

を超えるため、記載を省略しています。 
（２）有形固定資産 
    本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形

固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しています。

  

（関連情報）

１．製品及びサービス毎の情報 
   同左 
  
  
  
２．地域毎の情報 
（１）営業収益 
    同左 
  
（２）有形固定資産 
    同左  
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第15期 
自 平成22年8月 1日 
至 平成23年1月31日 

第16期 
自 平成23年2月 1日 
至 平成23年7月31日 

３．主要な顧客毎の情報  

（注）「東急グループ各社」とは、投信法及びその施行令に定める利

害関係人等に加えて、独自の基準に基づく「利害関係者（資産

運用会社の株式を保有する会社が総株主の議決権の過半数を保

有する会社(当該会社が総株主の議決権の過半数を保有する会社

を含む。)）」及び「法令上の利害関係人等及び利害関係者が過

半を出資する特別目的事業体」をいいます。 
  

  （単位：千円）

相手先 営業収益  関連するセグメント名

東急グループ各社（注） 1,341,064 
オフィス賃貸事業 

商業施設賃貸事業 

３．主要な顧客毎の情報  

（注）「利害関係者」とは以下のⅰからⅶまでのいずれかに掲げる者を

いいます。 
ⅰ. 東急電鉄 
ⅱ. 東急電鉄の連結子会社 
ⅲ. 東急電鉄又は東急電鉄の連結子会社の意向を受けて設立され

たそれらによる匿名組合出資その他の出資の比率が過半であ

る特定目的会社又は特別目的事業体 
ⅳ. 東急電鉄の連結決算上の関連会社 
ⅴ. 東急不動産 
ⅵ. 東急不動産の連結子会社 
ⅶ. 東急不動産又は東急不動産の連結子会社の意向を受けて設立

されたそれらによる匿名組合出資その他の出資の比率が過半

である特定目的会社及び特別目的会社 
  

（単位：千円）

相手先 営業収益  関連するセグメント名

利害関係者（注） 1,409,742 
オフィス賃貸事業 

商業施設賃貸事業 

（追加情報） 
当期より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会

計基準第17号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関
する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３
月21日）を適用しています。また、当会計基準及び適用指針に基づ
き、当期のセグメント情報等とともに前期（自 平成22年２月１日 
至 平成22年７月31日）のセグメント情報等を記載しています。 

  

 

（前期のセグメント情報等） 
＜セグメント情報＞ 
１．報告セグメントの概要 
   本投資法人の報告セグメントは、本投資法人及び資産運用会社

の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、最高経

営意思決定機関が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するた

めに、定期的に検討を行う対象となっているものです。 
   本投資法人は、主として東京都心５区地域及び東急沿線地域に

立地する賃貸オフィスビル及び賃貸商業施設（土地を含む）を対

象に資産運用を行っています。 
   したがって、本投資法人及び資産運用会社は、運用資産の種類

別セグメントから構成されており、「オフィス賃貸事業」及び

「商業施設賃貸事業」の２つを報告セグメントとしています。 
  

 

２．報告セグメントの利益、資産及び負債等の測定方法

   報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な

会計方針に係る事項に関する注記」における記載と概ね同一で

す。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。 
  

 

３．報告セグメントの利益、資産及び負債等に関する情報

       （単位：千円）

  
オフィス 

賃貸事業 

商業施設 

賃貸事業 

調整額 

（注２） 

財務諸表 

計上額 

営業収益 

（注１） 
3,620,869 2,929,890 ― 6,550,759

セグメント利益 1,849,429 1,721,176 △568,757 3,001,848

セグメント資産 90,361,786 88,071,598 28,450,796 206,884,181

その他の項目         

減価償却費 582,838 400,622 ― 983,461

有形固定資産 
及び無形固定 
資産の増加額 

18,476,817 72,723 ― 18,549,541
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(注) 1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りです。 

  

第15期 
自 平成22年8月 1日 
至 平成23年1月31日 

第16期 
自 平成23年2月 1日 
至 平成23年7月31日 

  
（注１）本投資法人の営業収益は、すべて外部顧客に対するものです。

（注２）セグメント利益の調整額△568,757千円は、各報告セグメント

に配分していない全社費用です。全社費用は、主に報告セグメ

ントに帰属しない資産運用報酬、資産保管手数料、一般事務委

託手数料、役員報酬等です。 
セグメント資産の調整額28,450,796千円は、流動資産

27,198,446千円、投資その他の資産1,224,245千円及び繰延資産

28,104千円です。 
  
＜関連情報＞ 
１．製品及びサービス毎の情報 
   本投資法人の報告セグメントは、製品及びサービス毎に構成し

ているため、記載を省略しています。（「報告セグメントの利

益、資産及び負債等に関する情報」をご参照下さい。） 
  
２．地域毎の情報 
（１）営業収益 
    本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％

を超えるため、記載を省略しています。 
（２）有形固定資産 
    本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形

固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しています。

  
３．主要な顧客毎の情報 

（注）「東急グループ各社」とは、投信法及びその施行令に定める利害

関係人等に加えて、独自の基準に基づく「利害関係者（資産運用

会社の株式を保有する会社が総株主の議決権の過半数を保有する

会社(当該会社が総株主の議決権の過半数を保有する会社を含

む。)）」及び「法令上の利害関係人等及び利害関係者が過半を

出資する特別目的事業体」をいいます。 
  

    （単位：千円）

相手先 営業収益 関連するセグメント名 

東急グループ各社（注） 1,359,031
オフィス賃貸事業 

商業施設賃貸事業 

〔1口当たり情報に関する注記〕

第15期 
自 平成22年8月 1日 
至 平成23年1月31日 

第16期 
自 平成23年2月 1日 
至 平成23年7月31日 

1口当たり純資産額        590,742円  

1口当たり当期純利益       12,045円  

 なお、1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加

重平均投資口数で除することにより算定しています。  

 また、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益につい

ては、潜在投資口がないため記載していません。  

1口当たり純資産額        591,936円  

1口当たり当期純利益       13,239円  

 なお、1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加

重平均投資口数で除することにより算定しています。  

 また、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益につい

ては、潜在投資口がないため記載していません。  

  
第15期

自 平成22年8月 1日 
至 平成23年1月31日 

第16期 
自 平成23年2月 1日 
至 平成23年7月31日 

当期純利益（千円）  2,040,182  2,242,465

普通投資主に帰属しない金額（千円） ― ― 

普通投資口に係る当期純利益（千円）  2,040,182  2,242,465

期中平均投資口数（口）  169,380  169,380
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① 有価証券明細表 

 該当事項はありません。 

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

 該当事項はありません。 

  

   ③ 不動産等明細表のうち総括表 

（注1）不動産信託受益権についても含めて記載しています。 

（注2）当期増加額は、主に東急銀座二丁目ビルの取得によるものです。 

（注3）当期減少額は、主に東急鷺沼ビル（フレルさぎ沼）のリニューアル工事に伴う風除室の除却によるものです。 

  

  

④ その他特定資産の明細表 

 不動産信託受益権については、「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。 

  

〔重要な後発事象に関する注記〕

第15期 
自 平成22年8月 1日 
至 平成23年1月31日  

第16期 
自 平成23年2月 1日 
至 平成23年7月31日 

 該当事項はありません。 同左  

（７）【附属明細表】

資産の種類 
前期末 
残高 

（千円） 

当期 
増加額 

（千円） 

当期
減少額 

（千円） 

当期末
残高 

（千円） 

減価償却
累計額又は 
償却累計額 
（千円） 

当期 
償却額 

（千円） 

差引 
当期末 
残高 

（千円） 

摘要

有形固定資産                 

  

建物  5,637,296 1,946,404 ― 7,583,701 957,568  140,598 6,626,133 （注2） 

構築物  45,368 8,636 ― 54,005 9,937  1,628 44,067 （注2） 

機械及び装置  10,793 41,991 ― 52,784 8,238  3,499 44,546 （注2） 

工具、器具及び備品  19,337 5,236    ― 24,573 11,393  2,116 13,179 （注2） 

土地  30,144,049 3,084,377 ― 33,228,426 ― ― 33,228,426 （注2） 

信託建物  45,727,034 239,257 71,391 45,894,900 11,493,063  768,195 34,401,836 （注3）  

信託構築物  786,284 ― ― 786,284 314,379  16,718 471,905   

信託機械及び装置  935,946 ― ― 935,946 509,663  48,925 426,283   

信託工具、器具及び備品  290,569 6,411 ― 296,980 201,817  11,870 95,162   

信託土地  115,335,663 ― ― 115,335,663 ― ― 115,335,663   

信託建設仮勘定  1,575 6,780 ― 8,355 ― ― 8,355   

小計  198,933,919 5,339,096 71,391 204,201,623 13,506,062  993,552 190,695,560   

無形固定資産                 

  

その他  2,703 ― ― 2,703 1,022  230 1,681   

信託その他 

無形固定資産 
 23,668 ― ― 23,668 11,852  915 11,815   

小計  26,372 ― ― 26,372 12,875  1,145 13,497   

合計  198,960,291 5,339,096 71,391 204,227,996 13,518,938  994,698 190,709,058   
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⑤ 投資法人債明細表 

（注1）特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。 

（注2）投資法人債の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。 

  

  （単位：千円）

銘柄 発行年月日 前期末
残高 

当期
減少額 

当期末
残高 

利率
（％） 償還期限 使途 担保

第１回無担保投資法人債 平成19年10月24日 5,000,000 ― 5,000,000 1.65000 平成24年10月24日 
借換資金

無担保・
無保証 
（注1） 第２回無担保投資法人債 平成19年10月24日 5,000,000 ― 5,000,000 1.89000 平成26年10月24日 

合計 ― 10,000,000 ― 10,000,000 ― ― ― ―

  
1年以内   
(千円） 

1年超2年以内
（千円） 

2年超3年以内
（千円） 

3年超4年以内 
（千円） 

4年超5年以内
（千円） 

投資法人債 ― 5,000,000 ―  5,000,000 ―
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⑥ 借入金等明細表 

  

区分 前期末 
残高 

（千円） 

当期
増加額 

（千円） 

当期
減少額 

（千円） 

当期末
残高 

（千円） 

平均
利率 

（％） 
（注1） 

返済期限 使途 摘要

  借入先 

長 

期 

借 

入 

金 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社日本政策投資銀行  4,000,000 ― ― 4,000,000  2.03000 平成24年6月25日 

借換 
資金 

  

  
  
  

  

  
  
  

  

  
  
  

  

  
  
  

  

  

 無担保・

無保証 

（注2）

（注3）
全国共済農業協同組合連合会  1,000,000 ― ― 1,000,000  1.26250 平成23年10月25日 

株式会社日本政策投資銀行  5,000,000 ― ― 5,000,000  1.95000 平成30年1月25日 

 無担保・

無保証 
（注2）

日本生命保険相互会社  4,000,000 ― 4,000,000 ―  1.94084 平成23年7月29日 

第一生命保険株式会社  4,000,000 ― ― 4,000,000  2.21125 平成25年7月31日 

第一生命保険株式会社  1,000,000 ― ― 1,000,000
 1.92000 平成26年1月25日 

全国共済農業協同組合連合会  3,000,000 ― ― 3,000,000

株式会社三菱東京UFJ銀行  5,000,000 ― ― 5,000,000  1.62625 平成23年9月25日 

 無担保・

無保証 
（注2）

（注3）

大同生命保険株式会社  3,000,000 ― ― 3,000,000  1.76625 平成28年3月10日 

 無担保・

無保証 
（注2）

株式会社日本政策投資銀行  5,000,000 ― ― 5,000,000  2.21100 平成27年6月25日 

株式会社みずほコーポレート銀行  2,000,000 ― 2,000,000 ―  1.81875 平成23年6月27日 

三菱UFJ信託銀行株式会社  1,000,000 ― ― 1,000,000  2.10187 平成25年12月25日 

農林中央金庫  1,000,000 ― ― 1,000,000  1.80375 平成24年7月25日 
無担保・

無保証 

（注2）

（注3）
株式会社みずほコーポレート銀行  2,000,000 ― ― 2,000,000  1.54250 平成23年11月11日 

中央三井信託銀行株式会社  2,000,000 ― 2,000,000 ―  1.48125 平成23年5月18日 
無担保・

無保証 
（注2）

三菱UFJ信託銀行株式会社  2,000,000 ― ― 2,000,000  1.72500 平成24年11月18日 

住友信託銀行株式会社  2,000,000 ― 2,000,000 ―  1.47500 平成23年5月25日 

株式会社三菱東京UFJ銀行  2,000,000 ― ― 2,000,000  1.63062 平成24年5月25日 
 無担保・

無保証 

（注2）

（注3）
株式会社みずほコーポレート銀行  1,000,000 ― ― 1,000,000  1.52875 平成23年11月11日 

株式会社日本政策投資銀行  5,000,000 ― ― 5,000,000  1.79000 平成26年2月25日 

 無担保・

無保証 

（注2）

株式会社みずほコーポレート銀行  400,000 ― ― 400,000  1.32750 平成23年10月27日 

無担保・

無保証 
（注2）

（注3）

中央三井信託銀行株式会社  2,500,000 ― ― 2,500,000
 1.67500 平成25年6月25日 

無担保・

無保証 
（注2）

三菱UFJ信託銀行株式会社  2,500,000 ― ― 2,500,000

中央三井信託銀行株式会社  2,500,000 ― ― 2,500,000
 1.78812 平成25年12月25日 

三菱UFJ信託銀行株式会社  2,500,000 ― ― 2,500,000

住友信託銀行株式会社  400,000 ― ― 400,000  1.66375 平成25年6月29日 

中央三井信託銀行株式会社  400,000 ― ― 400,000  1.46875 平成24年6月29日 

無担保・

無保証 

（注2）

（注3）

株式会社三菱東京UFJ銀行  1,400,000 ― ― 1,400,000  1.17063 平成24年8月29日 

無担保・

無保証 
（注2）

三菱UFJ信託銀行株式会社  400,000 ― ― 400,000  1.46875 平成24年6月29日 

無担保・

無保証 

（注2）

（注3）
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(注1） 「平均利率」は、期中の加重平均を記載しています。 

(注2） 本投資法人の財務状況によって、金利の付加、キャッシュ・リザーブ積立額の付加、資産の取得及び処分の制限、債務負担行為及び支

払の制限、配当の制限、追加担保の提供等の財務制限を受けることがあります。 

(注3） 当期末において、貸借対照表上、1年内返済予定の長期借入金として流動負債に計上しています。 

(注4)   長期借入金の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。 

  

  

区分 前期末 
残高 

（千円） 

当期
増加額 

（千円） 

当期
減少額 

（千円） 

当期末
残高 

（千円） 

平均
利率 

（％） 
（注1） 

返済期限 使途 摘要

  借入先 

長 

期 

借 

入 

金 

大同生命保険株式会社  1,000,000 ― ― 1,000,000  1.17125 平成24年12月25日 

借換 

資金 

無担保・

無保証 

（注2） 

三井住友海上火災保険株式会社  1,000,000 ― ― 1,000,000
 1.31250 平成26年6月25日 

株式会社みずほコーポレート銀行  1,000,000 ― ― 1,000,000

住友信託銀行株式会社  1,000,000 ― ― 1,000,000

 1.46250 平成27年7月26日 中央三井信託銀行株式会社  1,000,000 ― ― 1,000,000

信金中央金庫  2,000,000 ― ― 2,000,000

住友信託銀行株式会社  5,000,000 ― ― 5,000,000  1.63250 平成28年12月27日 

中央三井信託銀行株式会社 ― 2,000,000 ― 2,000,000
1.47625

平成29年5月18日 

住友信託銀行株式会社 ― 2,000,000 ― 2,000,000 平成29年5月25日 

株式会社みずほコーポレート銀行 ― 2,000,000 ― 2,000,000  1.45375 平成29年6月27日 

日本生命保険相互会社 ― 2,000,000 ― 2,000,000  1.36875 平成29年1月31日 

日本生命保険相互会社 ― 2,000,000 ― 2,000,000  1.49563 平成30年1月31日 

合計  80,000,000 10,000,000 10,000,000 80,000,000 ― ― ― ― 

  
1年以内   

(千円） 

1年超2年以内  

（千円） 

2年超3年以内  

（千円） 

3年超4年以内  

（千円） 

4年超5年以内  

（千円） 

長期借入金  17,200,000  13,800,000  17,000,000  9,000,000  3,000,000

２【投資法人の現況】

【純資産額計算書】

  （平成23年7月31日現在）

Ⅰ 資産総額   207,661,196千円 

Ⅱ 負債総額   107,398,997千円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）   100,262,199千円 

Ⅳ 発行済数量   169,380口 

Ⅴ 1単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）   591,936円 
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第６【販売及び買戻しの実績】

計算期間 販売日 販売口数（口） 買戻し口数（口）

第11期 
自 平成20年8月 1日 
至 平成21年1月31日 

該当なし

第12期 
自 平成21年2月 1日 
至 平成21年7月31日 

該当なし

第13期 
自 平成21年8月 1日 
至 平成22年1月31日 

該当なし

第14期 
自 平成22年2月 1日 
至 平成22年7月31日 

該当なし

第15期 
自 平成22年8月 1日 
至 平成23年1月31日 

該当なし

第16期 
自 平成23年2月 1日 
至 平成23年7月31日 

該当なし
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第16期計算期間において、以下の書類を提出しました。 

  

平成23年4月14日  臨時報告書 

平成23年4月14日  訂正発行登録書 

平成23年4月28日  有価証券報告書（第15期：自 平成22年8月1日 至 平成23年1月31日） 

平成23年4月28日  訂正発行登録書 

  

  

第７【参考情報】
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成２３年４月２６日 

東急リアル・エステート投資法人 

役 員 会  御 中 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「投資法人の経理状況」

に掲げられている東急リアル・エステート投資法人の平成２２年８月１日から平成２３年１月３１日までの第１５期計算

期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、投資主資本等変動計算書、金銭の分配に係る計算書、キャッシ

ュ・フロー計算書、注記表及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と

して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として

の財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得た

と判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東急リ

アル・エステート投資法人の平成２３年１月３１日現在の財産の状態並びに同日をもって終了する計算期間の損益及びキ

ャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  投資法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

あらた監査法人 

  

  
指定社員
業務執行社員 

公認会計士  大 畑   茂 

      

      

      

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本投資法人(有価証券 

    報告書提出会社)が別途保管しております。 

   ２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。  
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成２３年１０月２６日 

東急リアル・エステート投資法人 

役 員 会  御 中 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「投資法人の経理状況」

に掲げられている東急リアル・エステート投資法人の平成２３年２月１日から平成２３年７月３１日までの第１６期計算

期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、投資主資本等変動計算書、金銭の分配に係る計算書、キャッシ

ュ・フロー計算書、注記表及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と

して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として

の財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得た

と判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東急リ

アル・エステート投資法人の平成２３年７月３１日現在の財産の状態並びに同日をもって終了する計算期間の損益及びキ

ャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  投資法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

  

あらた監査法人 

  

  
指定社員
業務執行社員 

公認会計士  佐々木  貴司 

      

      

      

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本投資法人(有価証券 

    報告書提出会社)が別途保管しております。 

   ２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。  

2011/10/26 10:13:2911784346_有価証券報告書_20111026101317




